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平成20年第１回嬉野市議会定例会議事日程 

平成20年３月18日（火）  

本会議第８日目   

午前10時 開 議   

日程第１  議案質疑 

      議案第29号 平成20年度嬉野市一般会計予算 

      議案第30号 平成20年度嬉野市国民健康保険特別会計予算 

      議案第31号 平成20年度嬉野市老人保健特別会計予算 

      議案第32号 平成20年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算 

      議案第33号 平成20年度嬉野市農業集落排水特別会計予算 

      議案第34号 平成20年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別

            会計予算 

      議案第35号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費

            特別会計予算 

      議案第36号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費

            特別会計予算 

      議案第37号 平成20年度嬉野市水道事業会計予算 

      議案第38号 土地の取得について 

      議案第39号 平成19年度嬉野市一般会計補正予算（第６号） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時７分 開議 

○議長（山口 要君） 

 皆さんおはようございます。連日大変お疲れさまでございます。いよいよ最後の議案審議

の日程となっております。本日につきましては、時間延長も覚悟しながらいきたいと思って

おりますので、最後の力を振り絞って徹底的な議案質疑をお願い申し上げておきたいと思い

ます。 

 本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．議案質疑を行います。 

 なお、その前に昨日の質問に対しての答弁の訂正の申し出があっておりますので、許可を

したいと思います。本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 議長のお許しをいただきましたので、きのうの小田寛之議員の発言について一部訂正をお
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願いしたいと思います。 

 ＡＥＤのバッテリーについて、20年度予算で交換をするというふうな答弁をいたしました

けれども、バッテリーについては５年間ほどもてるということで、今回20年度予算では執行

しないという、そういうことで訂正をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 支所保健環境課長。 

○保健環境課長（支所）（池田博幸君） 

 議長のお許しをいただきましたので、昨日の16番副島敏之議員の御質問で、処理の場所を

北海道と答弁をいたしておりましたが、このことにつきましては群馬県安中市で処理をされ

ておりますので、訂正をさせていただきます。 

○議長（山口 要君） 

 なお、昨日の議案質疑の答弁漏れにつきまして、質疑の再開をしたいと思います。 

 園田議員の質問に対しての答弁を求めます。本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 昨日の園田議員の御指摘の件ですけれども、一部ＡＥＤのリース契約において確認できて

いない部分があったように思いますので、今後はそういうことがないようにしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 そのとおりだと思っておりました。 

 それで、私も常々このリースの件と、それに伴う保守の件は非常に疑問と不可解な点を抱

いておりましたので、６月定例会において、この件に関しては一般質問でしたいと思います

ので、ここに通告をしておきます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 次には小田寛之議員の質問に対しての答弁を求めます。支所保健環境課長。 

○保健環境課長（支所）（池田博幸君） 

 昨日の１番小田寛之議員の御質問で、葬斎公園運営費が前年度より1,437千円の増額の理

由についての御質問につきまして、お答えをいたします。 

 増額の理由についてでございますが、主なものは４月より民間委託のため、職員配置がえ
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による人件費の減でございまして、30,045千円と火葬業務委託料の21,356千円の増と収骨室

増築工事による10,500千円の増が大きな要因となっております。昨年度より全体で7,502千

円の増でございますが、合計で62,589千円となっております。これに対する嬉野市の負担は

11,992千円となりまして、前年度より1,437千円の増額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 小田議員。 

○１番（小田寛之君） 

 負担割合、各ほかの市町の分までお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 支所保健環境課長。 

○保健環境課長（支所）（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 負担割合についてでございますが、武雄市が32.46％、鹿島市が20.24％、嬉野市が19.16％、

大町町5.02％、江北町6.07％、白石町17.05％となっております。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）はい。 

 副島議員の発言に対しての答弁の申し出があっておりますので、許可します。支所保健環

境課長。 

○保健環境課長（支所）（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 昨日の16番副島議員の御質問で、使用済み乾電池再生処理はどのように再生をされている

のかとの御質問について、お答えをいたします。 

 乾電池再生処理についてでございますが、乾電池にはマンガン電池とアルカリ電池の２種

類がありまして、いずれも亜鉛は地金として自動車部品、電気機器等の原料として再生をさ

れております。マンガンは鉄の酸化剤として使用し、鉄は鉄の原料として再生をするための

委託料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。──はい。 

 それでは、議案質疑を行います。 

 議案第29号 平成20年度嬉野市一般会計予算についての質疑を行います。 

 予算書188ページから214ページまで、第５款．労働費から第７款．商工費までの質疑を行

います。質疑ありませんか。平野議員。 
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○19番（平野昭義君） 

 188ページ、労働費のことですけど、これは説明資料を見まして、初めての新規事業のよ

うでございますけど、このことについて「勤労者の生活の安定及び福利厚生」というふうな

ことを題目にうたってありますけど、これをもう少し当局のほうから詳しく説明をお願いし

ます。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 市内に居住をされております勤労者の方が、今なかなか借り入れ的に一般金利で６％とか

というような、そういう非常に高い金利が設定されている中で、生活資金の借り入れに苦慮

されているというような状況でございまして、それを受けまして、今回こういう10,000千円

のお金を労働金庫に預託をいたします。そして、その10,000千円に対して労働金庫は３倍を

つけまして、そして勤労者に対して貸し付けを行うという制度でございます。 

 ちなみに、嬉野市は近隣と比べて少しおくれておりまして、よその大方の市は実施をして

いるというような状況でございますので、それに乗りおくれないということで今回制定をさ

せていただくものでございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 いい制度でありますけど、今までよそが金を借り入れた実績とか、あるいは今後嬉野市で

発生するであろうということについて、まず二、三点お聞きしたいことは、貸し付けの最高

額がどれくらいなのか、１件ですね。 

 それから、期間は、例えば、20年度に借りれば20年度末に返済せろというふうなことにな

っておりますけど、例えば、１月に借ったら２カ月で返さにゃいかんかという、そげな問題

ですね。それから、保証人は要らんのかとか、それからこの借った金は何に使っても別に制

限はないのかとか、そういうふうなことで聞きたいんですけど。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 一応制限がございます。まず、世帯の年間所得が5,000千円以下でございます。世帯です

ね。それと最高額が１人1,500千円でございます。それと期間でございますが、５年以内と

する予定です。それと保証人につきましては必要でございます。 
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 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 非常にこれね、活用すればいい制度と思うですけど、その１つは嬉野市は特に滞納が多く

て給食費とか、あるいは保育園とかありますけど、そういうふうなとに一時的に借りられて

納めて頑張ってされれば、この活用はいいじゃないかと、そういうふうに私は思うわけです

けど、そういうふうなことに担当課は、これはいい財源だなというふうに御理解しておられ

るのか。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前10時19分 休憩 

午前10時19分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 今回、この資金の借り入れにつきましては、主な目的が生活資金等でございますので、当

然生活資金にも充ててもらいますけれども、そういうふうなものに充てていただくというこ

とも一つの手段でございますので、それはいい方法だというふうに思っております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 ただいまの労働費について、お尋ねをします。 

 まず１点目、主要な説明と予算書を比較して見ておりましたら財源が予算書でその他のと

ころに10,000千円、それから主要な説明で一般財源に10,000千円ということで掲載をしてあ

りますが、これはどちらが正確なのか、その他とすれば、どこが財源なのかお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前10時21分 休憩 

午前10時22分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 支所商工観光課長。 
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○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 済みません、失礼いたしました。この調書の一般財源につきましては間違いでございまし

て、その他に10,000千円というのが正解でございますので、予算書のとおりでございます。 

 この財源につきましては、当初10,000千円を労金に預けると。そして、年度末に戻してい

ただくということになりますので、歳入の項で10,000千円計上いたしますので、その分の基

金でございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。（「財源はどこなのか。その他の財源はどこから10,000千円来るのか」と呼ぶ

者あり） 

 そのままどうぞ。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 もともと一般財源でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 多分これは労働者へのそういう一つの方法としてされている。さきの商工費の中に商工業

者に対してはこういうのがもう既にあったと思います。商工業者については非常に利用度が

多くて、商工業者には非常にいい貸し付けの方法だと思います。 

 それを他市に倣って何年かおくれて嬉野市もされるということでありますが、その貸し出

しの利率、それと労働金庫へそういう預託ということですけれども、多分、嬉野市内には労

働金庫の窓口はないと思いますが、近々ではどの辺に所在をするのか、それから、勤労者と

して、確かに勤労者のための労働金庫ですけれども、やはり貸し出しを受けるについては、

もっと身近な銀行とかＪＡとか、信用金庫とか信用組合とか、そういう利用しやすいような

方法はなかったのか、その点をお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 利率につきましてでございますが、年利2.1％です。そして、労働金庫につきましては、

鹿島の労金でございます。 

 それと、ほかになかったかということでございますが、もともと労働者のために設立をさ

れた組織が労働金庫でございますので、そういう趣旨から労金に限定をさせていただいてお

ります。 
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○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 ３問目です。今、労働者だから、勤労者だから労働金庫ということでしたけれども、例え

ば、そういう前もっての調査はしてあるのかですよ、せっかくこれだけいい施策をするのに

実際利用頻度が非常に低かった、それも理由として窓口が市内にないとか、やはり結果的に

は最寄りの銀行とか、先ほど言いました金融機関等でこういう制度があったら、なお利用し

やすいのになというふうな結果になりはせんかなという懸念がありますが、その点いかがで

すか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 近隣で実際やっておる、一番近いのが鹿島だったもんですから、一応鹿島のほうを調査い

たしております。それによりますと鹿島の場合、いわゆる生活資金が10,000千円で、あとそ

れに住宅を35,000千円ほどプラスされておりまして、全体が45,000千円になっておりますけ

れども、これについて、昨年の３月末現在で563件の借り入れがあっております。融資残高

が──ちょっと住宅が非常にこの場合多いもんですから、2,422,000千円というような借り

入れがあっておりますが、このうち生活資金が幾らになっているかというところまではちょ

っと調査ができませんでしたので、そういうことで非常に高い件数として実績が上がってお

りましたので、御報告いたします。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「ごめんなさい。嬉野市の利用者はこの563件のうちわから

んのか」と呼ぶ者あり） 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君）続 

 嬉野市場合の中身の個人の情報につきましては提供していただけませんでしたので、わか

りませんでした。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 保証人は何人要るんですか、それと保証人は家族でもいいんですか、その点について。保

証人の資格。 

○議長（山口 要君） 
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 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 詳細につきましては把握しておりませんけれども、今後、要綱を作成していかなければな

らないと思っておりますので、その要綱を作成するに当たりまして、その辺も含めて調査を

していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「よかです。次行きます」と呼ぶ者あり）ちょっと待ってください。ほか

に質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。（「済みません。ちょっと訂正して

よろしいですか」と呼ぶ者あり）はい。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 済みません。ただいまの答弁を訂正させていただきます。 

 保証人、担保、不要でございます。（発言する者あり）担保不要、保証人不要。ただし、

保証機関の保証が得られる方となっておりますので、いわゆる保証協会ではないかというふ

うに思います。 

 以上です。（「保証協会」と呼ぶ者あり）保証協会だと思います。保証機関の保証が得ら

れる者となっておりますので。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 212ページですけど、大会等誘致対策事業が前年より1,000千円少ないのですが、少なくな

った理由は何か、お願いします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 このことにつきましては、昨年におきまして要綱の改定を行っております。補助金要綱の

改定を行っておりまして、総額を抑制する形に変更をいたしておりますので、総額が減った

ということになります。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 その意図はどういうところにありますか。 

○議長（山口 要君） 
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 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 まず、今まで議員の皆様からも再検討の余地があるというふうなお話をずっといただいて

おりました、昨年もその前もだったと思いますが。そういう中で、いわゆる旅行者に対する

直接補助でございますので、そういうふうな制度が果たしてこのまま引き続きいいのかとい

うふうな御質問をずうっといただいてきたところです。そういうことで、１つは補助金の抑

制ということも考えながら、そして、制度をこういう個々の旅行者に対して、平成８年から

実行いたしておりますので、この制度のやはりその時々に応じて要綱を改正いたしておりま

す。今回、総額抑制が一番大きな理由ですが、ということと、もう１つは修学旅行につきま

して旅行業者に対する補助と、それから、学校への補助を以前からずっとしてきておりまし

た。ところが、ほとんど修学旅行というのは旅行業者を介してきておりますので、いわゆる

旅行業者のほうの補助を若干ふやして、そして、学校に対する補助を削除したというふうな

点、少しずつそういうふうな変更を行っておりまして、総額抑制というふうなことで変更を

いたしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 補助金の削減ということ、また見直しということで1,000千円減ったという答弁をいただ

きましたけど、問題点があったので、議員のほうからもいろいろ質問なりなんなりがあった

ということと今お聞きしましたけれども、全体的な補助金の削減というのは理解はできます

けれども、少なくとも当嬉野市は観光で成り立っているまち、市ということから見ても、幾

ら補助の削減とは申せ、いかがなもんかなということは今感じましたけど、じゃ、今後また

さらに見直しがあるかということと、こういう一番かなめである嬉野の観光に対する補助を

削減するということはどういうことか、市長に答弁をお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の事業の問題につきましては、嬉野町独自の政策としてとってきたわけでございます

けれども、年を重ねるにつきまして、やはり有効利用をという御意見もたくさんいただいた

ところでございます。その反面、実はこの有効利用につきましては、それぞれの業界の方が

非常に期待をしていただいているという面もありまして、中断をするということで検討をし
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たこともございましたけれども、ぜひ継続をしてほしいというふうなことでございます。そ

ういう点で全体の予算を見ながら継続をしていっているというふうな状況でございます。 

 ただ、全体の施策の中でこの予算についてどうかということでございますけど、これはた

とえ観光事業であろうとも、あるいはトータルな予算の中では、やはり削減をしながらでも

有効利用をしていくということで判断をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 190ページの19節、農地保有合理化促進対策事業1,200千円上がっているわけですけど、こ

れは説明書を見ますと、農協に仕事を丸投げというふうな感じがするわけですけど、これで

本当にいいものかということと、今後もそういうふうな形で農林行政は進めていくのかとい

うこと。それと、農地保有公社との関係はどうなるのか、この点についてお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答をします。 

 この農地保有合理化促進対策事業につきましては、昨年、19年度までは事業名が違ってお

りまして農地流動化地域総合整備事業ということで実施をしておりました。これにつきまし

ては、平成13年度から塩田町で実施をしていっておりましたけれども、今年度、県の補助金

が得られることになりましたので、この分について事業名を変更いたしまして、県と市と農

協ということで負担割合を分けております。それで、県のほうにつきましては、事業費の２

分の１で最高が600千円ということで600千円、それから同額の600千円を嬉野市のほうで負

担をして、残りにつきましては農協のほうで負担をしていただくというふうなことに変更に

なっております。 

 事業内容につきましては、こちらのほうに書いてございますけれども、農地の利用関係の

集積を行うということでございます。それで、事業に当たりましては推進員さんを設置して

おりますので、推進員さんは現在農協のＯＢの方がやっておられますけれども、その方が実

際活動をしていただいているということでございます。それで農地の利用関係の調整をして

いただいて、貸し借り等の契約等まで行っていただいているということでございます。 

 農地公社との関係ということでございますけれども、直接農地公社との関係ということに

つきましては、この事業につきましては発生をしておりません。ただ、この業務の中であっ

せん業務が出てまいりますので、あっせんがありましたら、その分につきましては農地公社

との連絡調整をとっていただくというふうな場合もございます。 

- 608 - 



 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 これはそいぎ新規じゃなかたいね。今までしとった、名前の変わっただけね。（「そうで

す。はい」と呼ぶ者あり）それと、これは塩田以外に嬉野も当然しよったですもんね。

（「はい」と呼ぶ者あり）そいけん、そこんたいは答弁を間違わんごと。塩田だけしよった

ごと聞こゆっばい、そがん言うぎにゃ。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それに、こがんことで公共事業をすっとに、最初に言った点については答弁を受けとらん

ですもんね。これは市長答弁をお願いします。こういうふうなことについて、今後ともこう

いう農林行政については、農業施策については農協に事業を丸投げしたような形で進めるの

かどうかという点です。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 農協ということではなくて、いわゆる農業団体という形での取り扱いがあっておるところ

でございまして、そういう点では以前も議員御発言になりましたように、これはやはり私ど

もとしては独立の体制でやっていけると、やっていかなければならないというのは当然でご

ざいます。しかし、そういう中で、要するに農業団体として代表的な組織との連携というの

は当然出てくるわけでございまして、これは事業によっていろいろ取り組みが変わっていく

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「関連」と呼ぶ者あり）神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 先ほど課長の説明の中で、今回の事業については事業費の２分の１補助されたと。だから

600千円、600千円というふうな御説明だったんですが、説明書でいくと定額というふうにう

とうてあるわけですよね。資料説明書では定額となっているんですよ。ですから、２分の１

補助と定額ではまた全然中身が違うんじゃないかなという気がするもんですから、そのあた

りを再度確認したいということと、やっと今年度から県が補助をしてくれたということは市

財政にとっては物すごく助かるわけですよね。昨年からすれば三十数万円持ち出しが少なく

なった上に事業費としては、結局、幾らですか、百二十数万円事業費等も上がってきたわけ

ですから、事業も拡充ができたといいほうにとらえるわけなんですが。 
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 ただ、県がですね、今年度からやるということなんですが、これがいつまでやられる事業

なのか。結局、極端に言うたら今年度だけなのか、あるいは３年後までなのか、５年後まで

なのかということで、この制度のあり方そのものがまた変わってくるんじゃないかなという

気がするんですが、この２点についてお尋ねをしたいんですが。 

○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 先ほど申しました財源のことでございますけれども、県の２分の１の600千円が上限とい

うことになっておりますので、定額というとり方がちょっと間違っているかもしれないです

けど、表現がちょっとおかしかったと思います。訂正させていただきます。（「定額がおか

しい」と呼ぶ者あり）はい。全体事業費が昨年同様1,952千円でございます。この分の２分

の１につきまして上限で600千円の補助を県が出すということでございます。その分につき

まして定額というふうな表現をしておりますけれども、これにつきましてはちょっと表現上

はおかしいかと思います。訂正をお願いします。 

 それから、この事業につきましては、平成19年度から行われております。19年度中途から

でしたので、事業にはなかなか参加できなかったということで、20年度に新たにお願いをし

ているものでございますが、これは国の事業でございますので、現在のところは21年度まで

の事業というふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 はい、わかりました。財源についてはわかりました。そしたら、事業そのものについては

来年度まではこのままの条件で維持されると。22年度についてはまだ白紙状態ということで

とらえとっていいわけですか。確認です。 

○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 現在のところ、21年度まではこの事業で進めていきたいというふうに考えております。以

降につきましては、また新たに事業等が出ましたら、それらのほうを利用したいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 商工費、214ページの湯治の宿情報発信事業の件ですけど、説明書の中に「湯治の宿のチ

ラシと体験型保養プランチラシを作成し」とありますけど、この具体的な中身というか、湯

治の宿はどういうもので、体験型保養というのはどういう形でプランを作成されるのかとい

うのをお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 まず、湯治の宿でございますが、現在６軒の湯治の宿を設定いたしております。これにつ

きましては部数が残り少なくなっております件と、それからもう少しこういう事業に──事

業といいますか、こういう形態の旅館がふえていければいいなということで、旅館組合の皆

さんと再度協議をさせてもらうということにしております。それで、当然、旅館等の変更等

もありますので、その分の作成をさせていただきたいというふうに考えております。 

 それと体験型保養プランでございますが、過去にも２回ほどこちらに来ていただいて絵つ

けとかお茶とか、それからステップ運動とか、そういうものを取り入れた宿泊型プランの提

供をいたしましてツアーを組んだ経験がございますので、そういうふうなものを旅館組合と

ともにもう一回できないか検討をさせていただくということで予算をお願いしているもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 湯治というのが具体的にどういうふうな形で持っていかれるのかという分と、それからあ

と温泉療法士というんですかね、嬉野の場合はいらっしゃると思うんですけど、そういう部

分との連携でのプランということではないんですかね、そこら辺をお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 いわゆる病院あたりに付き添われた方が、病院に泊まるよりも旅館で連泊をしたいという

要望が結構あります。それと退院をしたけれども、リハビリを兼ねて温泉療養をしたいとい
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うふうな要望等がございまして、現実に今６軒の旅館がございますが、長い人で10日、１カ

月とかそういう期間で泊まっておられるところがございます。中身としましては、結局、大

きな旅館では対応ができないわけですね。というのはメニューが急に変えられないとか、カ

ロリーがやっぱりある程度高過ぎるとか、そういうものもございまして、朝、昼、晩、次の

日もメニューを変えると、そういうふうな細やかな対応ができる旅館を私たちは一応湯治型

の宿として立ち上げたものでございます。 

 それと、今言われた病院の療養関係ですけれども、現在市内の４つの病院にこのチラシを

ロビーに置かせてもらっております。そこでＰＲをして病院と共同でこの事業を進めている

というところですので、当然、温泉療養の専門の先生がおられますので、以前はそういう先

生からのアドバイスを受けて温泉療養の手帳あたりをつくりまして対応しておりますので、

当然そういう先生たちのアドバイスも今後受けていかなければならないというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 私もかつてちょっと知り合いの方からお聞きしたんですけど、がんの末期で嬉野温泉に来

られて湯治をされて、最終的には亡くなられたんですけれども、本当に嬉野温泉に最期、湯

治に来てよかったというお話も聞きましたので、療養関係とかそこら辺等しっかりＰＲもお

願いしていってもらいたいと思います。 

 答弁はいいです。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。田中政司議員。 

○７番（田中政司君） 

 193ページになりますかね、農業振興費の中の委託料、有害鳥獣駆除業務、それに負担金

の中の有害鳥獣広域駆除対策協議会とあるわけですが、いわゆるイノシシの駆除に対しての

予算がそれぞれについております。３回となると、ちょっと今聞き方を考えているんですが、

質問の仕方をですね。 

 まず、ここら辺で有害鳥獣駆除業務というのが新たに立ち上がっております、100千円で

すね。この説明によれば、５千円の４回掛ける５カ月というふうな計算なんですが、この内

容をお聞かせいただきたいというのと、鹿島藤津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会、対前年

比でいくと27％、いわゆる負担金が3,422千円に対して957千円というふうにかなり減額をさ

れているわけですが、ここら辺の経過をまずお聞きをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 
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 本庁農林課長。 

○農林課長（本庁）（宮崎和則君） 

 お答えをいたします。 

 最初のほうの委託料、有害鳥獣駆除業務の100千円ということでございますけれども、こ

れにつきましては、駆除期間以外で駆除申請等があった場合ということで猟友会へ駆除業務

を委託するというようなことから、先ほど議員がおっしゃられました５千円の２回の五月、

それで塩田、嬉野の２地区分ということで100千円ということで計上をいたしております。 

 それから、続きまして、負担金、補助及び交付金の中の鹿島藤津地域有害鳥獣広域駆除対

策協議会の957千円の負担金についてのことでございますけれども、確かに19年度は3,422千

円を計上いたしておったところでございます。理由でございますけれど、確かに議員おっし

ゃいますように、今回は大きく減額ということになっておるわけでございますが、今議会の

補正予算の中でも減額補正ということで1,394千円をお願いしておりますように、19年度の

実績を踏まえてのことと、20年度の県の補助としては、わな等への補助は対象外ということ

から減っておるところでございます。 

 また、駆除の頭数についてでございますけれども、20年度の要求の頭数でございますけれ

ども、これにつきましては、県の19年度の当初割り当て頭数でお願いをしたいということで

ございましたので、312頭で見積もりをし、予算計上をいたしておるところでございます。 

 ちなみに、ことしの捕獲の頭数は361頭であったわけでございまして、県の割り当ての頭

数よりも49頭多かったわけでございますが、その分については県のほうで補正予算というこ

とで対応をしてもらっておるところでございます。 

 負担金の減の内容といたしましては、以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 実績によってということで20年度の要求は、じゃあ、312頭分は確実にこの負担金をやる

ことによってとれるという理解をしていいわけですね。 

 次が、さっき駆除期間外、いわゆる狩猟期間ということですよね。11月から３月までの狩

猟期間に５千円掛け４回、５カ月と、その５カ月というのが多分その狩猟期間ということだ

というふうに思うわけですが、これを委託料としてここに上げておられるということは、要

するに１頭幾らとかそういう形じゃなくて、どこかの団体にとってくださいというふうな形

になるわけですよね。そこら辺のどこへ、じゃあ、どういうふうな形で委託をなされるのか

というのと、それと、この下のほうに、もういっちょ説明書の117ページでありますけど、

イノシシの被害防除対策事業というのがあるわけですね。新たに市の単独事業で今回やられ

るわけですが、このことで申しますと、ここに頭数がたしか108頭分やったですかね、予算

- 613 - 



として上げてあるわけですが、この108頭というのがこれは駆除期間なのか、それとも駆除

期間外まで対応したこの108頭なのかという、そこら辺の説明をお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 ただいまの108頭については駆除期間ということで、先ほど本庁の課長が申しましたよう

に、有害鳥獣駆除対策期間で、県が指示した内示頭数が312頭しかもう協議会にはやりませ

んよというふうなことで、どうしてもそれでは運営ができないというふうなことで108頭分

を５千円の単独というふうなことで、今回当初でお願いをしているというところでございま

す。（「どこに。委託」と呼ぶ者あり） 

 それから、委託費の分ですけれども、この分については、塩田、嬉野両町の猟友会のほう

に委託をすると。こういったことがなぜ発生するかと申しますと、結局、有害鳥獣駆除以外

の猟期間において、自分たちはもう猟をしているのに、何でそういうふうに市民から要望が

あったときに出んばらんとですかというふうなこと、いろいろ経費等も発生します。結局イ

ノシシの捕獲をするには箱わなにえさをやったり、箱わなを設置する手間、いろんな手間が

あって大変な労働を強いられるわけですけれども、そういった労働に対しての対価というこ

とで委託をしながら対処していかないと、即対応がなかなか難しい面が発生してきておりま

すので、そういったことで今回お願いをしておるところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 最後の質問なんであれなんですが、大体課長がおっしゃられることは理解はするわけなん

ですよ。ただ、ここで有害鳥獣駆除業務として新たに委託料として100千円をやるのと、例

えば、イノシシ被害防除対策事業で1,100千円をですね、あくまでも市税、一般財源として

持ち出すわけですよね。そしたら、これを例えば駆除期間じゃなくて、いわゆる狩猟期間に

おいても１頭当たり幾らということをやれば、とれた頭数に対して補助金というか、行くわ

けですよね。そういう形にしたほうが、ここの100千円の使い道に関しては非常に私は不明

瞭だと思うんですよ、はっきり言って。ただとってくださいというて委託金で100千円をそ

のままやることよりも、とられた方に対して１頭幾ら、狩猟期間──これは一般質問のとき

でもありましたけれども、保護区でもですよ、今度は市長の権限で、いわゆる狩猟期間でも

駆除ができるというふうになったわけですよね。それを兼ね備えて考えれば、狩猟期間でも

ここの保護区では駆除にしますと。そのかわり駆除としてとられた方には、この108頭の分、

1,100千円あるわけですが、これは駆除期間だけ、駆除期間というのが要するに狩猟期間も
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入るわけですから、なぜそういうふうな対応ができなかったのかなというふうに思います。 

 現に考えてみれば、今イノシシをとったら腹の中に３つ、４ついるわけですよ。狩猟期間

にめんちょのイノシシをとったら４つ、５つの赤ちゃんがいるわけですよ。今１頭とれば駆

除期間４頭とった分あるんですよ。そこら辺のやはり考え方をやっていただきたいというふ

うに──108頭、これはあくまでも一般財源でどうにでもなると思いますが、再度そこら辺

を考えていただきたいということをお願いしときます。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 この有害鳥獣駆除の県の補助要綱等にでも、結局、有害鳥獣、いわゆる猟期間以外の期間

を申請した分についての助成ということで、なぜそうなるかということで私たちもいろいろ

議論をしたわけですけれども、結局、猟期間といえば個人の趣味で一つはやると。趣味の関

連がかなり強いということで、どうしてもそこには助成をやるべきことがちょっと疑問に思

うというふうなことで、各自治体ともこういういろんなイノシシ対策の話をするわけですけ

れども、結局そうならざるを得んだろうなと、こういうことで、結局、今回の予算にお願い

したように、駆除期間だけの県の補助に満たない分の補充というふうな形で今回はお願いし

ておるところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 イノシシについては、毎回毎回一般質問で質問が出ていて、まず、今のお話の中で、やは

り駆除期間外についての被害が一番深刻だということはいつもおっしゃっていられるわけで

すよね、一般質問の中で。まず、そしたら駆除期間外の被害というのがですね、どれぐらい

つかんでいらっしゃるのかをお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほどこの委託料については、やはり趣味だから、なかなか１頭当たりに対す

る補助というのが難しいという論議になったということだったんですが、今回、委託料とい

うことで、とりあえず100千円という金額ではありますが、これだけつけられたことは私、

物すごく評価するんですよ。やっと動きかけたかなと。そういうことで、これについては本

当評価をしたいんですが、できれば先ほど田中議員があったように、今の時期の被害が一番

大きくて、その後の、今言ったように子供が今入っていると。これが産まれてしまったら４

倍、５倍になるよということであるなら、この委託料に対する考え方というのをもっと変え

て、極端に言うたら猟友会は趣味といいながらでも、結局、こちらが被害が大きいからお願

いをするわけじゃないですか。そこを考えてくださいよ。そのあたりを考えたら委託料的に
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はもっと大きくして、そして、極端に言うたらその実績の中で委託料の軽減、あるいは増と

いうふうな形の考え方をとられてもいいんじゃないかなという気がするんですよね。今回100

千円なら100千円でもいい。そのかわり、そのあたりの頭数関係とか人件費のかかり方とか

をやはり考えながら補正で対応していくとか、そういうふうな考えも必要だと思うんですよ。 

 もう１点市長にお尋ねをしたいのが、私、今回つけていただいて本当によかったなと思い

ます。ただ、今言ったように金額的にかなり少ないんですが、ほかの補助金をカットしてで

も、まずはこの１年間とか来年度、２年間を目標に現在の被害をまずはなくすと。今の300

頭とか400頭の捕獲頭数を極端に言うたら2,000頭近くまで目標を持って、まず１年か２年間

取り組むと、そういうふうな考えというのはございませんか。 

○議長（山口 要君） 

 前段の分。（「前段の分、まず」と呼ぶ者あり）支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 今回は予算書を見ていただきますとわかるように、塩田、嬉野の猟友会のほうに助成をし

ていると。その中でどう考えるかということも議論をしました。今回、もう急を要するとい

うことで、とにかく出た作業の回数によって委託でとりあえずお願いでけんやろうというこ

とで猟友会のほうには一応お話ししながら、今回予算見積もりをとったところでございます。

（「被害は」と呼ぶ者あり） 

 被害頭数については、今手持ち資料を持ちませんが、今調べておりますので、後だって報

告をさせていただきたいというふうに思います。（「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 まだまだまだ。落ちついてください。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 実はこのことにつきましては、いろんな議員から以前からお話等もいただいておりまして、

また実は両町の猟友会の皆さん方には日ごろから大変御苦労をいただいておるところでござ

います。それで、今現状はやはり年間を通じて出没するようになっていますので、年間を通

じて対策がとれないかということで、猟友会の方々ともいろんな協議の場でお話をさせてい

ただいておるところでございます。それで、実は今後また猟友会の方とも協議を続けていく

ようになっております。それで猟友会さんとしては、今、最善の取り組める状況としてはや

はりこういう形で考えられたらどうですかというふうなお話等もあって今回判断をしたわけ

でございます。 

 そしてまた、一般質問で出ましたように、私どものほうも要望いたしまして、新しいイノ

シシ対策、有害鳥獣対策のシステムが国全体ででき上がりましたので、私どもとしては、こ

の際、やはりしっかりとした計画をつくっていきたいと思いますので、関係者の方と協議し

ながら取り組みをしたいと思います。 
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 ただ、全頭駆除というのが一番理想的でしょうけれども、私が持っておりますデータによ

りましても、例えば、前年と今年と比べても以前は500頭ぐらいでしたけど、今は300頭ぐら

いに落ちてきているとか、年によって波が非常に出てきております。ですから、その原因が

何なのか、そういうこともございますので、そこらもやはり猟友会さんあたりが一番詳しい

と思いますので、そこら辺聞きながら対策をとってまいりたいと思います。 

 また、この前、私どもの部会でも審議をしておりますけれども、私どものいわゆる中山間

といいますか、林野の所在の市町村におきましても、ことし１年間そういうことを検討して、

そして正式には、要するに特交の時期がございますので、特交の時期にやはり国に対しても

う一度申し述べができるように、この１年かけて研究をしていこうというふうなことで話し

合いもしておりますので、時間をいただいて対策をとっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 気持ち的にはわかるんですが、私、今寺地区に住んでおりますが、ほんのこの前も農林課

のほうとかいろんなところにも御相談をして、先般、いつやったですかね、一月ほど前に箱

わなに入ったということで１匹だけは捕獲ができました。それだけですね、あれだけ国道端

の民家の並んでいるところにも今出てきているような状況なんですよね。これがたまたま今

寺地区は通学路というところで、そして、時間帯も子供たちが帰る５時半ぐらいから７時ぐ

らいまでの間に出没をしていたということでかなり危険だったということで、早急な対応を

お願いしたわけなんですよ。何とか１匹だけはとれたと。まだあと何匹かいるみたいだとい

う情報なんですが。やはりこれだけ農地の被害だけじゃなくて、極端に言うたら市民生活そ

のものにもかなり驚異を及ぼしているような状況ですので、今市長が言われたように、１年

間計画を持ってというのもわかるんですが、やはりここは市長の決断の中で、ほかの補助金

を減らしてでも、このあたりに重点的な配分を行い、やっぱり猟友会のほうに全面的な駆除

ということでお願いをしていくべきじゃないかなという気がするんですが、この点について

は、多分、市長答弁一緒でしょうからもらいませんけれども、そのあたりは十分配慮をして

いただきたいと思います。 

 農林課長にお尋ねをしたいのは、今被害についてちょっと手持ちがないということなんで

すが、そのあたりを、結局、このイノシシについては間違いなく出るということはわかって

いるんですから、そういう資料は手元に持っとってくださいよ。もう一般質問からずうっと

このイノシシについては論議が出ているんです。毎回毎回ね、予算審議の中でもイノシシ、

イノシシということでいつも出ているんですから、それぐらいの準備はしていただきたいな

と思います。 

- 617 - 



 どっちにしろ、できれば補正について、もうちょっと考えていただきたいと思いますが、

その点について考え方だけ聞いておきます。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 先ほどの御指摘のとおり、この件については課内でもたびたび議論をしております。なる

べくよき方向に持っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 イノシシについてばかい、イノシシのごたって裏から言われよっばってん、申し上ぐっよ

うですけど、昨年の予算と比べれば、イノシシ関連で2,235千円減ということになっていま

すけど、実はイノシシの被害状況の実態調査を市内全域でやられた経緯は恐らくなかろうと

思うんですけど、大体どのくらいの面積に被害を及ぼしているのか。さらには、ただ単なる

被害というぐらいじゃなくて農道の補修をやりかえたり、水路の補修をやりかえたりという

ことも現実にこれはもう被害なんですよね。 

 実は私の周りで、一昨年から言えば４カ所、私の知っているすぐ近所のところだけで４カ

所、道路なり水路なりに、これは被害じゃなく災害なんですよ、もう。この点をもう一度よ

く考えていただいて、これだけの減額というのは何なのかなということと、それと、市長御

存じだと思いますけど、「日本農人傳」という本が以前出ましたよね。あの中には対馬から

１頭もイノシシがいないような状態にするための、その当時の対馬宋藩の仕事ぶりを書いて

ございます。石垣をずうっと対馬いっぱいつくって追い詰めていって、ただ、徳川時代のこ

とでございますので、全部殺すのには忍びんということで離れ島に１つがいだけを放して、

それ以外には対馬はそのときはもうイノシシがいなくなったと。ただ、残念ながらイノシシ

は海を泳いで渡るそうで今はまたいるそうでございますけど、そういう状態でございます。 

 ですから、このイノシシにつきましては、いま一度何とか取り組みをやってもらいたく、

特に予算、新たな委託金は出ておりましても、これをカウントしましても2,235千円前年度

当初予算よりもイノシシに関しては少のうございます。そのところを踏まえて市長答弁をよ

ろしくお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 イノシシの問題につきましては、もう以前からいろんなところで発言をしてきておるとこ

ろでございまして、県のほうも、ようやくいろんな形で取り組みをしていただいておるとこ

ろでございます。そういう点で機会をとらえて発言もしてまいりたいと思いますし、また、

私どもも対策をとっていきたいと思います。 

 それで、減額の理由につきましては、先ほど課長が申し上げたとおりでございまして、こ

れはまた頭数等が出てきましたら、これはもう補正になるというふうに思っておりますけれ

ども、ただ一番心配しているのは、私どもが一番頼りにしております猟友会の方々がやはり

高齢といいますか、それとまた、正直言えば銃の返還等があっているところでございます。

これはいろんなやはり銃の取り締まり等の問題等ありまして、なかなか難しいということで

ございまして、わなのほうもそうですけれども、できたら市内にやはり銃の取得といいます

か、免許取得といいますか、そういうことまでお願いせざるを得ないかなというふうな状況

になっておるところでございます。そういう点で、この前も塩田地区の猟友会の方とも話し

合いをさせていただいて、今一番どういう方法がいいのかということで今回お願いをしてき

たところでございますので、これは引き続き行ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 確かに地元猟友会、大事にせにゃならんわけでございますが、これだけ被害が災害と呼ば

にゃならんような状態になってきたときに、いま一度よく考えていただいて、鹿児島、宮崎

あたりの、いわゆるイノシシ狩りのプロの方々の招聘ということまで考えてみたらどうだろ

うかと思いますけど、この件についてはどうでしょう。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そういうお話もいただきましたので、実は九州地区の林野の会があったときにもそういう

お話をいたしました。正直言えば実現はしなかったんですけれども、南のほうが今どういう

状況かと言いますと、結局、イノシシがほとんどいなくなったというふうなことでございま

すが、その後シカと猿が出てきて、もうそちらの対策で手いっぱいで非常に厳しいというふ

うな状況でございまして、イノシシの被害については同情的には言われましたけれども、そ

の次の策については理解していただけなかったというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 
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 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 イノシシのことばっかいいつまっでん言いよっごたっばってんですよ、とにかくイノシシ

がふえて、確かにマムシは減ってくれました。普通の蛇も減りました。これは非常にいいこ

とですけど、ことしはまだ私は、山んなきゃ住んどっごたっばってん、二度しかコジュケイ

の鳴き声は聞きません。ですから、イノシシをあんまりとり過ぎれば、先ほどの問題のよう

なことが、ほかのを駆除せにゃならんようなものがふえるかもわかりませんけど、イノシシ

がふえたということでコジュケイ等も非常に減っております。 

 私もつい20年ぐらい前までは今の時期に畑に肥料まきに行ったり、あるいは山仕事したり

すっときには、ああいうコジュケイというのは人が見とったらちょろちょろ目の前を動くん

ですよね、いわゆる巣を守るためということですけど。いかにも捕まえられそうにあるもん

だから追っかけ回しよったら、またばかがコジュケイからだまされとっと人から言われるよ

うに、まず捕まえることは困難なんですけど、非常にイノシシがふえてからコジュケイとい

うものは減っております。ですから、あれが減ればこれがふえるということもあるかと思い

ますけど、とにかく今の状況は南九州のシカの被害を云々する時ではないと思うですよ。と

にかく今すぐイノシシをもっと減らす対策を、もう少し知恵を働かせて取り組んでほしいと

思います。これはお願いで答弁は要りませんけど、ぜひともイノシシについては真剣に考え

てもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 ちょっと所管なんですけれども、隣の園田議員の質問のところで、大会誘致で園田議員の

ほうで予算がちょっと、これ私は反対の立場で、削ったほうがいいと思うんですけれども、

ふえたら困りますので、ちょっと質問させてください。 

○議長（山口 要君） 

 １回だけですね。 

○４番（秋月留美子君）続 

 １回だけ。212ページの大会等誘致対策事業なんですけれども、10年ほど前にこの政策と

いうか、施策されたわけですよね。それで、今50万人ほど減っているというふうな観光客の

減少ですね、それから日帰り客がふえているということは団体客よりも個人客がふえている

状況じゃないかなと思うんですけれども、だから、個人客がふえているということに関して、

この大会等誘致というのが今までと同じような状態、予算は減らされてきていますけど、本

当に必要なのかどうかなんですけれども、もっと個人客、ターゲットを絞ったほうがいいん

じゃないかということで、今は特にインターネットの時代、お金がかからないようにという
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か、もっとそちらのほうを充実させていくべきじゃないかなと思うんですけれども。 

 そして、30名ですかね、30名の団体に補助を。だから、それをちゃんとこういう補助があ

るからといって申し込む方に渡すのか、偶然そういうのを知らなくて申し込んだ方にも渡す

のか、だから、その辺もちょっとお尋ねしたいんですけれども、本当に必要なのかどうか、

支所商工観光課長の答えをお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 １回だけの答弁を求めます。支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、傾向といたしましては団体よりも個人客がふえてきたというのは

事実でございます。いつまでもこれをやめられないかということでございますが、今現在の

状況、この補助制度を受けている状況を申しますと、まず、いわゆる老人会的な組織、それ

とスポーツ大会等の団体等がかなりを占めております。どういう旅館に宿泊された方の割合

が多いかといいますと、いわゆる中堅規模の旅館、ある程度の大きさを持っておられるとこ

ろが一番利用、もちろんほとんど全旅館でございますが、特に多いのが中堅規模の旅館さん

の利用が非常に多いようでございます。これにつきましては何度も以前から方向性を変えろ

というふうなお話があっておりまして、ある時点ではやはり旅館の方にも制度をやめる場合

にはそういう話し合いをさせていただくことになると思います。 

 ただ、それにかわるものとしまして、ある程度嬉野の旅館の規模が大きいもんですから、

どうしても団体の大口をやっぱり入れていきたいわけですね、私たちとしても。なかなか個

人対応というのは金もかかるし手間もかかるということで、できれば一遍に団体で入っても

らうほうが旅館としてはいいわけですね。そういうこともございますので、別の意味で、例

えば、大きな全国的な大会の誘致を今後していきたいというふうに考えておりまして、その

場合にこういう制度で果たして来ていただけるのかという問題がございます。ですから、そ

ういう大きな組織を呼ぶことになりますと、もっと違う制度を考えていかなければならない

だろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 あとの質問については６月議会の一般質問でお願いいたします。 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。小田寛之議員。 

○１番（小田寛之君） 

 大会等誘致対策事業というのは、宿泊客とかそういうのに来てもらうから、こういう対策

の事業ができるのでしょうけど、きのう塩田の方から聞いたんですけれども、何かの今度は、

この大会対策事業の規模には入らないと思いますけど、年配の方なんですけど、スポーツの
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県大会をみゆき公園を借りてしたいと。そのスポーツの大会に伴って宿泊客もあるという事

業でですね、支所の方の対応が悪いと。せっかくこうやって合併したから嬉野でみゆき公園

を使って、それから宿泊客も呼べるじゃないかと思って、支所に相談をしたところ、余りに

も対応が悪かったから、すぐその足で武雄の会場を借りるというふうに武雄市役所に電話し

たそうです。そしたら、そこの会場まですぐ来ますからと、よろしくお願いしますと頭を下

げられたそうです。こうやってせっかく大会の人を呼ぶための事業費までつけるぐらいで、

そういう態度があるということ自体おかしいなと思って大変残念だったんですけど、そこら

辺いかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 そういう御批判をいただいたということは非常に重く受けとめなければならないというふ

うに思っております。 

 御相談に行かれたところがどういう場所だったのか、ちょっとわかりませんけれども、後

でよかったらその所管あたりを聞かせていただければ、その職員に対しては話をさせていた

だきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 小田議員。 

○１番（小田寛之君） 

 商工観光課だったら間違いなくお願いしますと言われるかもわからんけど、ほかの職員に

もぜひこれを徹底して横のつながりを持って受け入れをしてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島敏之議員。 

○16番（副島敏之君） 

 209ページの商工振興費の報酬のところの企業等誘致奨励審議会委員10人、57千円と、こ

ういうふうに計上してありますが、今回、企業誘致課の設置も一応議案として上げられてお

りますが、簡単に申し上げまして、奨励審議会、この解釈、目的といいますか、これの漢字

のとおり解釈していいのか、その辺をまず奨励審議会なるものを初めて立ち上げられたと思

うんですが、そのまんま目的といいますか、それをまず御説明願いたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 
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 お答えいたします。 

 いわゆるこの奨励審議会につきましては、誘致された企業が決定した後に奨励措置等につ

いて審議をしてもらう組織というふうに理解しております。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 そしたら、これは今答弁ではもう企業誘致は決定した後のことですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）そしたら委員の選別についてはどのように選択されるのか、また会議等々はどのく

らい考えておられるのか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 委員につきましては、要綱等を制定いたしております。条例の後でございますが、その中

で、いわゆる10名の内訳でございますが、固定資産の評価委員、審査員さんの方４名、それ

から、商工会の役員の方を４名、それと学識経験者２名ということで、合計の10名でござい

ます。 

 後段の部分について、ちょっと済みません、聞き取れんやったもんですから。（「何」と

呼ぶ者あり）あともう１つの分。（「会議は年間どのくらいしようと思っておるのかという

ことをお聞きしたんですけど」と呼ぶ者あり）今回お願いしておりますのは１回でございま

す。今月計画をいたしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 そしたら、担当にお聞きしますが、一応、企業誘致が決定してからということでございま

すが、じゃあ、ことし決定する予定があるんでしょうか、その辺をお聞きしたい。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 今回の３月に補正でお願いしております分ですが、これは現在、企業誘致として入ってお

られるところで増設をされた部分の審議会をことしの３月に行う予定をしておりまして、こ

の20年度の新しい予算につきましては、そういうところがあることを見込んで予算をお願い

しているというものでございます。 
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○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）関連。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 もう一回確認します。これは誘致が確定した場合のみ開催ですよね。（「そうです」と呼

ぶ者あり）ですよね。今月の３月される分は今、工業団地のほうで造成をされたですよね。

その分について奨励として適用できるか、できないかという会議をやられるわけですね。

（「そうです、はい」と呼ぶ者あり）間違いないですね。（「はい」と呼ぶ者あり）20年度

はそういう案件があるということで、１回一応計上をしたということで間違いないですね。

（「はい、間違いないです」と呼ぶ者あり）そしたら、いいです。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 そのとおりです。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。関連ありますか。 

 ほかに質疑ありますか。園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 確認の質問なんで、節がまたがったらだめですかね。時間節約のため。 

○議長（山口 要君） 

 いいですよ。 

○５番（園田浩之君）続 

 いいですか。それじゃ、211ページの11．需用費、印刷製本費が約半分ほどになったわけ

ですけれども、チラシとかパンフレットだと思うんです。前年度ちょっと量をたくさん印刷

したのか、減額された理由と、もう１つが、210ページの商店街活性化対策事業の中で湯遊

広場公衆トイレの改修ということになっておりますけれども、金額がどれぐらい予定されて

いるのか。 

○議長（山口 要君） 

 それは切りましょう。別々に切りましょう。（「ああ、そうですか。はい。じゃあ、前

段」と呼ぶ者あり）支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 まず、印刷製本費の件でございますが、昨年につきましては、新市が合併をいたしまして

塩田地区、嬉野地区を一緒にまとめたガイドブックというものをつくっております。それで、

昨年はそういう新刷といいますか、新しくつくったものでございまして、価格的に上がって

いるということでございます。ことしにつきましては、増刷を計画しておりますので、減額
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になっているというところです。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。（「後段のをいいですか」と呼ぶ者あり）後段のはまた別に聞きますので。い

いですか。（「よかです」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑ありませんか。大島議員。 

○２番（大島恒典君） 

 戻りますけど、189ページ、農業委員会費、標準小作料協議会委員、これは県から300千円

の定額補助を受けて、今回小作料の見直しを図られることと思いますけれども、この…… 

○議長（山口 要君） 

 済みません。何ページですか。 

○２番（大島恒典君）続 

 189ページ、農業委員会費です。これについて、委員会委員のメンバーの方の地域とか中

身、それと、これからの小作料改定に向けてのスケジュールをお聞きしたいと思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 標準小作料の協議会につきましては、３年に一度、標準小作料の見直しをするということ

になっております。そういうことで、協議会のメンバーにつきましては、農地の貸し手の代

表の方に５名、それから借り手の代表が５名、それから学識経験者が５名ということでござ

います。これにつきましては、20年度に入りましたら早々に協議会を開催するような準備を

行いたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 大島議員。 

○２番（大島恒典君） 

 そしたら、貸し手さんと借り手さんと５名ずつですね。──はい。 

 これはやっぱり地域別にですよ、塩田みたいに土地利用型農業の場合は大豆、麦とかつく

っておられますから、水田に対しても金額的に上がっておられる。嬉野の場合はどうしても

米の単作地帯ですので、この小作料の設定というのが大分響いてくるわけですね。今の他用

途米とかなんかで、今35％の減反になっておりますから対応しておりますと、そこら辺で価

格の設定ですか、これは慎重に議論していただきたいと思うわけですけど、そこの辺どうで

すか。 

○議長（山口 要君） 
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 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 価格の設定をする場合におきましては地区を設定しておりまして、前回は嬉野町、塩田町

の時代でしたので、各町で行っておりましたけど、今回考えておりますのは、今現在、嬉野

地区にも３地区、塩田地区にも３地区というふうなことで地区を指定しておりますので、そ

こら辺のところを考えながら、代表の方につきましてもそういう方を、地区に偏ったことが

ないようなところで考えて選定をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 193ページ、農林水産業ですけど、この中の補助金、中山間地域等直接支払事業ですね、

これが昨年度からすれば1,820千円の減額ですけど、まず１つ目、この払われている農地は

全体の何％に当たるかと、それで今現在どのくらいの面積があるのかということ。それから、

１反当たりの、いわゆる支払い金額は多分20千円ぐらいと思ったんですけど、その後変わっ

ているのか知りませんけど、一応１反当たりの支払い金額ですね。とりあえず、それだけち

ょっと。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 中山間の直接支払制度は、結局、中山間地の耕作放棄地の防止というふうな活動の中で、

国、県、市、それぞれ負担をしながら事業をしていくというような事業でございまして、塩

田地区、嬉野地区、両町それぞれ取り組みをやっております。塩田地区で７地区ですか、嬉

野地区で31地区ということになっております。面積でいたしまして382万996平米です。金額

にいたしまして、今回予算にお願いしています56,124千円というふうなことで前回より1,820

千円減額をしておりますけれども、この分については、結局、公共用地のつぶれ地とか、そ

れから住宅のですね、どうしてもそこにしか宅地が建てられないというふうな事態、そうい

ったことで毎回毎回変わってきている状態でございます。 

 それから、単価等については、反当の単価が説明資料の116ページですか、ここに書いて

あると思います。単価的には通常の急傾斜単価で田んぼで21千円、それから８割単価で、そ

の８割分で──16,100円か、その分が８割ですね。それと、急傾斜の畑で11,500円、それか

ら緩傾斜の畑で3,500円ですか。それから、８割単価でいきますと、８割単価の急傾斜の田

- 626 - 



で16,800円、畑で9,200円、緩傾斜の畑で2,800円というふうなことで設定をされております。 

 割合については、ちょっと今のところはじいておりませんが、後で申し上げたいというふ

うに思います。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 これは田んぼと畑ということになりますけど、いわゆる畑のことで、大体、嬉野市全体で

これに該当する面積、それから携わっておられる地区ですね、どれくらい、畑ですね。恐ら

く田ん中と一緒になっとっとこがあっかわからんばってんですね。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 詳細等については、手持ち資料を用意しておりませんが、後だって資料を差し上げたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 この中山間地直接支払いは、そういう地域においては非常にいい制度で、いいと思います

けど、昨今の、いわゆる格差社会の中で特に田舎と地方と都会ですね、その中にあっては、

これはもっとやっぱり知恵を出して、耕作放棄をなくすようなことをしていかんと、こうい

う制度があってもあっても、ずうっと何か、山に日の差すような感じで、ずうっと上のほう

から耕作放棄地がふえておるわけですよ。そういう点では、いわゆる耕作を放棄しないため

の、ここは何とか管理のできとる範囲で五千何百万円のお金ですけど、全くそれがずうっと、

いわゆる老人が亡くなって後おらんとなれば、もうその田ん中はやぼになってイノシシだら

けというふうな実態と思いますけど、市長にちょっとお尋ねですけどね、このことについて、

シルバー人材もね、65歳ぐらいから大分おられますけど、私はそういう方々に働いていただ

いて、少なくとも水保全ですね、それから災害防止、そういう点でも大分これは貢献します

から、もう少し政治的にも働いてもらって、今この格差社会の中の田舎は全く、何か、子供

もね、自分のうちの田畑の境も知らんと、そういうことが現実と思います。 

 ですから、それはなぜかといえば、歩いて行かれんわけ、もと道あったとこも道もなかと、

そういうふうな時代ですから、市長として、もう少し上を向いた農業政策の考えはありませ

んか。 
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○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前11時39分 休憩 

午前11時40分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 市長、簡単な答弁をお願いします。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現状はそのような状況であるということは十分認識をいたしております。そういうことも

ございますので、毎回それぞれの議会にお願いいたしまして、農業の、要するに政策につい

て予算をお願いしておるところでございます。中山間地の地域とまた取り組みは違いますけ

れども、今度また新しい政策等も出てきているところでございますので、地域の方で集落全

体を守っていこうという新しい国の施策も出てきたところでございます。そういう点で議員

御発言の趣旨も生かしていけるんではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 ただ、やはり中山間地の特に、いわゆる里山地区の荒廃というのは私も承知をいたしてお

りまして、そういう点でも先ほど御質問でございましたけれども、やはり農地の適切な流動

化等が進んでいきますと、そこで収益が上がっていくということになるわけでございますの

で、そういう点では農業委員会とも十分協議をしながら、やっぱり有効の田地といいますか、

田畑といいますか、そういうものはやはり保存をしていきたいというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 ちょっと確認をしておきたいんですが、先ほど公共用地等で、いわゆる畑がなくなった。

要するに、５年間そこの契約──契約といいますか、決められた中山間地の農地に対して５

年間保全をしますと。何らかの形で、いわゆる除草作業等をしながら保全をしていきます。

その保全をするために国として補助金を出しますということ、中山間地の直接支払いなんで

すね。個人と地区に対して補助金が出ます。 

 そういう中で、例えば、じゃあ、その中山間地をもっと有効的に使いたいから道をそこへ

つくりたいと、畑をつぶして道をつくる。そうするとですね、これは聞いた話なんですが、

実際あれなんですが、道をつくればそこが畑じゃなくなるわけですね。土地の有効利用をす

るために道をつくろうとして、じゃあ、そこが農地じゃなくなるから、いわゆるその後の、
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今までの支払われた、いわゆる補助金、これは返さなければならないというふうになるんで

すか、ならないんですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 その点についてお答えをいたします。 

 そういう公共的な事業に対しての特別措置はございます。（「特別措置がある」と呼ぶ者

あり）はい。その分は返さなくて減額というふうな形で持っていくと。それは農政局のほう

と協議をしながら決定事項になります。市が判断する材料ではございませんので、よろしく

お願いします。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 今ね、そこら辺非常に微妙なところがあって、各地区の、いわゆる中山間地で、今７地区、

８地区ずうっとあるわけですよね。地区によっては、そこら辺をはっきり把握していらっし

ゃらない組合員さんというか、地区の方がいらっしゃるわけですね。だから、この制度を有

効的に利用していただくために、ぜひそこら辺のですね、もう一回──もうこれは始まって

今七、八年たちますかね。だから、そこら辺で大体生産組合長さんか、そういう方がどんど

んどんどんかわられて、この代表の方もかわられていっているんです。そういう中で制度の

ことをはっきり認識していらっしゃらない方もいらっしゃいますので、ぜひそこら辺の制度

の仕組みといいますか、そのあり方をもう一度、再度周知徹底をなされたほうがいいと思い

ますけど、いかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 その件については、毎回毎回、私たち担当者が地区の集落代表者の方にいろんな情報提供

をしております。いろんな形で御相談にも来られます。そういった指導もしながら、年末に

は収支の精算報告とかいろんな形で指導に当たっているところでございまして、いろんな情

報をそういうふうに流していかないと、今議員御指摘のような事態に発生するということで

心がけてやっておるというところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。園田議員、先ほどの。 

○５番（園田浩之君） 
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 先ほどの件ですけれども、湯遊広場の公衆トイレ改修、このトイレの件に関しては、いろ

んな人からいろんな苦情というか悪評を随分私も聞いておりました。そこで、トイレの改修

はどのような改修をされるのか、また金額がどれぐらいなのか、お答えください。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 改修としましては、現在くみ取り式のトイレです。それを公共ますがつきましたので、公

共に接続する工事を行います。それに伴いまして便器等の取りかえ、今のものでは使われま

せんので、全部取りかえをするという工事でございます。 

 それと、金額につきましては清掃消毒まで全部含めまして、現在1,050千円程度の見積も

りをいただいております。 

 以上です。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 209ページ、商工振興費の負担金の項目ですが、この件に関して今まで中小企業勤労者福

祉サービスセンター、それと認定職業訓練運営会というところに負担金が上がっておりまし

たが、これが上がっておりませんが、その辺の経緯をお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 これは労働費の188ページに款を移しており、新たに款が設定されましたので、そちらの

ほうにそのまま移しているものでございます。 

 経緯としましては、一番下のほうに投資及び出資金ということで出捐金の160千円、これ

は総務のほうでも労働費として上がっておりました。本来ならば労働費という款を設定する

のが正しいのではないかということで、一応財政とも協議をさせていただきまして今回新た

な款の設置ということになっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 負担金については、非常に削減、削減ということで負担金、補助金、これは財政上やむを
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得ないというふうに思っております。 

 今の説明では款の移動ということで説明を受けましたが、それにしてでも去年2,580千円

が1,670千円に削減、それから職業訓練費については1,410千円が84千円に削減ということで、

これは款の移動ということでそのものの運営会なり、サービスセンターなりの運営には支障

はないと思いますが、この件に関して、負担金に関して実は昨年、非常に商工観光課長とも

議論をしたわけですが、今まで例えば、伊万里・有田焼伝統工芸品産業振興協会への負担金

とか、それから伝統的工芸品産業振興協会、これは先ほど申し上げた伊万里、有田焼に関す

る、そういう協会への負担が昨年度からカットされまして、例えば、そういう協議会に嬉野

市からも担当が出席して、そういう協議会の内容とか、例えば、伝統工芸士を選定する場合

の作品を見られるとか、そういう経緯、伝統工芸士を選定するための行為とか、そういうの

に支所商工観光課長が出席をしていただいて、逐次そういうものを見たりというふうなのが

あって、去年からですね、その辺の協会への負担がないために事務局に問い合わせてみまし

たら、いや、嬉野市も伝産地に指定された地域ですから出席されて結構、むしろ出席しても

らわなければいけませんというふうな問い合わせがあったとですけど、課長と話したら、そ

ういう負担金を払いよらんけんがどうしても出席しにくいというふうなことがありまして、

やはりそういう負担がないがために伊万里、有田焼の一番大事なそういう情報が市のほうに

伝わっていかないというふうな私非常に懸念をしておりますが、その点、担当の課長、それ

から市長にもその辺お伺いしたいと思いますが。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 まず前段、中小企業勤労者福祉サービスセンターの負担金、それと認定職業訓練運営会の

負担金でございます。これにつきましては負担金割合というものが決められておりまして、

例えば、中小企業勤労者の場合は市内の事業者数とか、それから均等割とか、そういうもの

で決められておりますので、今回減額になったものでございます。 

 それと、認定職業訓練運営会につきましては、これは全体の補助の中で人口割と生徒数割

というものが決められております。したがいまして、今回、生徒数割の変更があったものと

思っております。 

 それと、後段の伊万里、有田焼伝統工芸品等の補助金のカットでございますが、これは総

額補助の中で、以前、吉田焼窯元組合との調整の中で調整をさせてもらっておりまして、直

接的には伊万里、有田焼工芸品等、あるいはデザイン開発等についてはゼロになっていると

いうことでございます。ですから、総額的には変わりませんけれども、直接の補助は昨年か

らとめているという状況でございます。そういう中で、有田のほうの事務局とも私も話をさ
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せていただきました。補助金も全然出していない団体に、どういう面をして出席ができるか

というのを非常に自分としても悩みました。それまではいろいろ大層な話を聞いたり大層な

話をしたり言っている中で突然ゼロにしてしまったもんですから、なかなか個人といいます

か、担当として行きにくいということで、議員が言われる物を見れという御意見はもっとも

だと思いますが、そういうふうな考えもございまして、昨年から出席はしておりません。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 有田地区との、また伊万里地区との連携というのは十分承知をいたしておりますし、また

重要なことであろうと思っております。 

 ただ、負担金等の関係につきましては、今担当が申し上げましたように、地元の皆さん方

との協議をいたしまして、このような取り扱いをさせていただいたというふうに承知をいた

しております。そういうことでまた復活したほうがいいということになりますとトータルの

枠の中で、また協議をさせていただいて先方の御意見もいただければというふうに思ってお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 今の答弁のとおり昨年そういうふうにお聞きもしておりましたし、ただ、私自身が伝産協

会の会議あたりに出席をしまして、やはりそういう伝産地区を形成している大きな嬉野市と

しては、そういう場にはぜひ出席をしていただいて、いろんなやはり情報を収集していただ

きたいと思います。その点、今後も含めて担当どのように思われますか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 そういった会議に直接の参加はいたしておりませんけれども、別の意味で先週も福岡ドー

ムで開催されたものにも参加をしたり、あるいは福岡情報センターのイベント等にも参加を

させていただきました。それで、ほかにも名古屋ドームとか、東京ドームあたりでもいろん

なデザイン関係の方も出展等をなされております。そういうふうなものに今後も協力してい

きたいというふうにも考えておりますけれども、先ほどの伝産地区のことにつきましては、

また協議をさせていただきまして、今後、前向きに検討させていただきたいというふうに思

います。 
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 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 その件に関しては県の担当者も出席をされておることですし、それには伊万里市、それか

ら有田町も熱心に参加をされておりますので、何とかこれは復活していただきたいというふ

うにお願いをしまして、回答は要りません。 

○議長（山口 要君） 

 議案質疑の途中ですが、ここで午後１時まで休憩をいたします。 

午前11時57分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（山口 要君） 

 休憩前に引き続き議案質疑を行います。 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 193ページ、農業振興費の19節．負担金、補助及び交付金の中の担い手アクションサポー

ト事業170千円について質問いたします。 

 事業説明を読みますと載っているわけですが、この事業を新規に行うに当たって、まず嬉

野市担い手育成総合支援協議会、この協議会なるものがどこに存在をするのか、それと、協

議会への助成ということで６項目ほど書いてありますが、これによってどういうふうな効果

があるのか、これをすることによってですね。事業の内容だと思いますが、そこら辺の内容。

それと、これが平成20年度ということで短期、いわゆる単年度での事業なのか、まずこの３

点お聞きをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 この事務局は、ＪＡの今の五町田支所、ここを事務局として平成19年６月６日に設立をし

ております。メンバーについては、佐賀県農業協同組合の五町田、嬉野、久間、塩田、吉田

の各支所長、それから、営農事業所の課長、課長代理、それに嬉野市、それから、鹿島農林

事務所、普及センター、それから鹿島藤津農業共済組合、それから農業委員会、それに塩田

東部土地改良区ということで21名で構成をされております。 

 それから、この担い手支援事業については、担い手育成総合支援協議会ということで、ま

ず協議会の設立をいたしまして、そこの業務といたしましては、ここに書いてありますとお

- 633 - 



りに、ワンストップ窓口の設置、これは総合的な支援の窓口ということでしております。 

 それから２番目には、担い手アクションサポート会議の設置運営、このことについては担

い手が必要としている支援内容等について協議をいたしまして、その実施について担い手に

提言を行うための会議ということでしております。 

 ３番目には、担い手アクションサポートチームの設置運営ということでしておりますけれ

ども、担い手の協議会の構成団体とスペシャリスト、いわゆる税理士等を交えてのチームを

設置してサポート会議をするというようなことで、この事業については（発言する者あり）

単年度ではございません。今からずっと続くというふうなことで、一応窓口として今からの

交付金事業枠を通じて入ってくるというような形になっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 大体わかったといいますか、わかったようなわからないようなというところなんですが、

五町田支所にそういう専門のチームを（「事務局」と呼ぶ者あり）事務局を支所の中に立ち

上げる。わかるんですが、じゃあ、この170千円の補助金としてやるわけですが、この170千

円の使い道といいますかね、そこら辺が意味が若干わからないところがあるわけですよ。そ

の支所を事務局で協議会として立ち上げて、こういう窓口をつくって税理士さんを入れての

そういう専門家でのサポートチームをつくると。まず、各農家の担い手さんから問題提起が

あった場合に、ここでサポートをするという体制なのかですよ。今の担い手さんに対する専

門家から見た問題点は何なのか、この協議会が前に出ていってサポートをするのか、そこら

辺のこの協議会のあり方がちょっとわからないところがあって、170千円の使い道と協議会

としての動き方、これはどういうものなのか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 まず、予算の組み立てといたしましては、ワンストップ窓口設置ということで事業費190

千円を設定いたしております。それの半分の２分の１ですね。それから、担い手アクション

サポート会議、これについては90千円の事業費で２分の１と。それから、３番目の担い手ア

クションサポートについては60千円の２分の１ということで、170千円ということでしてお

ります。 

 事業内容等については、この担い手アクションサポートの目標たるものが、まず担い手育

成確保に関する基本方針及び目標ということで設定をいたしております。 
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 ちなみに、効率的かつ安定的な農業経営方針、いわゆる認定農業者への誘導ということで

年間に７人ぐらいを認定農業者として誘導していこうと。それから、農業法人の育成確保と

いうことで年間１法人ぐらいを目標に誘導していこうということで、効率的かつ安定的な農

業経営方針を設定すると。２番目には、集落営農組織の育成確保、法人化の推進方針という

ことで、年間４組織をつくっていこうということでしております。３番目に、担い手への農

地の利用集積に関する方針ということで目標を上げておりますけれども、集積率27％、652

ヘクタールを32％の763ヘクタールに推進しましょうというふうな設定ですね。それから、

ワンストップ支援窓口の設定ということと、アクションサポート会議の設置、先ほど申しま

したですね。それは集落営農組織の連絡会議を中心に選定をするということでしております。

それから、３番目にはアクションサポートチームの設置ということで、これについては普及

員、それから市、農業委員会、ＪＡの簿記関係の研修、それから法人化研修、所得確保の研

修と、そういったもろもろの事業をやっていこうというふうなことで、一応各市町村にはこ

ういった窓口を設けなさいというふうな農林水産省の指導のもとで、それぞれどこの市町村

でもこういうふうな設置を今からしていけというふうなことでなっております。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 大体わかりました。要するに、この担い手アクションサポート事業というのが、これは市

全体なんだけれども、いわゆる水田を中心とした、塩田地区の農業を中心にしたアクション

サポート事業というふうに今話を聞いていて、事業内容を聞いていて、そういうふうな感じ

がしたんですよね。それはそれでいいと思うんですよ、逆に言えばですね。何かぼやけてい

るというか、先ほど年間４組織の農地集積をやる、あるいは年間に７人ぐらいを認定農家に

していくというその考え方はわかるんですが、余りにもぼやけているような気がしたんです

ね。 

 それで、私がこれを思ったのは、「新たな支援体系を構築する。その前のこれまでの担い

手向けの多岐にわたる支援体系を一本化し」という文面があるんですね。要するに、これは

農村整備事業の中でも担い手育成支援事業とかあるわけですよ、ほかの事業がですね。だか

ら、このほかの担い手に対する支援事業をアクションサポート事業と、要するに一元化をす

るということはそういうことかなというふうに私は思ったわけですね。 

 そして、ある程度具体的に──まあ、具体的におっしゃったわけですが、もう少しですね、

例えば、この中には嫁さん問題だとかいろいろあるわけですよ。だから、そこら辺の経営的

な面とか、そういう後継者の担い手の嫁さんの問題だとか、そういう何かもう少しですね、

余りにも漠然とした感じじゃなくて、ほかの担い手のそういう育成事業と一つになった感じ

でのサポート事業だというふうに私は理解をしているし、そうだろうと思うんですが、実際
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予算の中でそれがですね、ほかにもまだ事業があるということで、そこら辺の整合性といい

ますか、どういう予算の組み方だったのかなという気がしているわけです。こういう事業を

農林水産省のほうから指導があってつくるんであれば、そこら辺まで具体的に成果が見える

ような事業にぜひしていただきたいということを要望しておきますけど、課長。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 御指摘のとおり、今からそういうふうな総合的に後継者の育成支援というふうなことで、

この協議会を発展していかなければいけないというふうに私たちは考えております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。関連はなしですね。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 194ページ。19節です。茶園農道整備事業が対前年の当初と比べて446千円、農地基盤整備

が479千円、魅力あるさが園芸農業確立対策事業が12,400千円、これだけ減っているわけで

ございますが、実は私先日も静岡の山の中の茶畑を見て回りました。その中で、茶園の整備

あたりがどのくらい、去年の当初予算から実際要望があって事業をした部分で減っているの

か、あるいは十分足りていたから減らしたのか、農地基盤整備事業もしかり、魅力あるさが

園芸確立対策事業もしかりだというふうなことで、対前年の予算の執行状況と比べて現在ど

なっているのかをお尋ねしたいと思います。 

 なお、もう１つ、以前見たときもやったですけど、今回も非常にこちらの山間部の茶園と

比べまして静岡等の場合は、あるいは五ヶ瀬のほうもやったですけど、モノレールの設置と

いうのも結構よそはやっておられるわけですよ。そいけん、農道をつくるだけの面積はない

というところでもモノレールでもきちんと設置できれば、茶園の荒廃化も防げるんじゃなか

ろうかと思いますし、さらに、モノレールのほうがいい場所もあるんじゃないかと思うんで

すけど、このモノレールについては嬉野では余り今まで論議されたことは、多少個人的にや

っておられる方はあっても、補助事業等に上がってきた経緯はないんじゃないかと思うんで

すけど、この辺を含めてお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 まず、茶園農道整備事業については、要望をほとんど受け入れながら実施をしております。

平成18年度の実績につきましては５件ですね、事業費にして2,701千円を事業費としており

ます。補助額で1,350千円ということで平成18年度は実施をしております。 

- 636 - 



 平成19年度、今の時点では４件、1,876千円と、補助にして938千円を支出いたしておりま

す。 

 それから、農地基盤整備事業の分についてお答えをいたします。 

 平成18年度の実績でございますけれども、７件申請がございまして、事業費として9,381

千円と、補助額にして1,875千円を平成18年度ではしております。平成19年の今の時点では

７件、事業費として7,866千円で、補助金が1,395千円ということで、申請をほとんど満たす

ような形で今のところは実施をしております。 

 議員御指摘のモノレールについては、今初めていい提案をしていただきましたですけれど

も、今後、補助要綱の中にも検討されるかどうか、課内でも検討をいたしたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 それじゃ、魅力あるさが園芸農業確立対策事業の中で、低コストの園地改良についてはど

のくらいですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 平成17年、平成18年ちょっとデータを持っていませんが、平成19年度で申しますと、１カ

所実施をいたしております。1,800千円の助成をやっております。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 いろんな農業予算の中で私個人の意見を申しますと、そういういろんな補助金、負担金、

交付金等あるわけですが、そういうのに頼っとっては自立した農家育成はできんだろうとい

う見方をいつもして、そういうふうな発言ばかりしておるわけですが、その中でも農道とか

いう部分につきましては、特に、これは社会資本整備という観点から、わずか50％、原材料

費の50％の補助とは言いながら、それがあるからできるという地域もまだまだあるもんで、

過去２年間の実績を見ましても、この予算とは大分まだ差があるんじゃないかと、かように

思うもんで、この辺につきましては、今後補正等でも検討されるのかどうかということ、こ

れはぜひそういうふうにしてもらわにゃ、これだけ厳しか状況、例えば、重油も数年前から

倍の値段、プロパンガスも２年前とするぎ、今度４月からの値段をお聞きしたところでは、

50キロボンベ１本から1,800円ばかりの値上げという状況が続いている中で、私の集落の中
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でも人のお茶まで今まで加工しておった人も、「とてもじゃないが農業委員会さんが決めて

くれている荒茶加工料ではできん。最低でも茶業研修センターの加工料ぐらいになりゃにゃ

荒茶製造はできませんよと言います」と。それで、お茶の加工を減らしますというふうな、

今まで人の生葉を引き受けて加工しておった人も言い出すような状況なんですよ。そういう

中で、少しでもということになれば、やっぱり道です。だから、これについてはぜひ補正で

も組んでいただけたらと思いますけど、どうでございましょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど担当課長が申し上げましたように、この茶園農道の整備事業につきましては、ほぼ

毎年取り組んできておるところでございます。また、現在の状況等も把握ができていると思

いますので、できるだけ要望にはこたえていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。関連、田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 魅力あるさが園芸農業確立対策事業、この関連で質問をいたしますが、これは入りのとこ

ろでも申し上げたんですが、平成20年度までの事業なんですね。ぜひこれは継続をさせてい

ただきたいという強い要望がありますので、そこら辺頑張っていただきたいと思うわけです

が、この中で、これは今年度までということで、来年度どういうふうに、なくなるのか、継

続をするのか、はっきり言ってまだわからないとは思いますが、当然これはなくしてはいけ

ない事業だと思いますので、あれなんですが、この中の事業があるわけですよね、有機栽培、

防霜施設、乗用適採。そういう中で、今後、いわゆる良質茶生産に欠かせない事業、例えば、

今お茶では点滴チューブとか、あるいは防霜ファンにかわる施設として、いわゆるスプリン

クラーによる防霜、これが要するにかん水までできて、鹿児島あたりでは今必要なときに必

要な水をやって、必要なときに必要な肥料をやって、それが防霜にもつながるという、いわ

ゆる高品質なお茶をつくるためには欠かせない施設としてそういう話もあるわけです。だか

ら、今この事業だけじゃなくて、新たなそういうふうな取り組みというのを農林課のほうで

は考えておられるのか、また、そういう要望を出していこうという考え方はあるのか、お聞

きをいたします。今後の取り組みについても。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 
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 お答えをいたします。 

 議員御指摘のように、魅力あるさが園芸についてはかなり希望がございます。そういう中

で、もう事業も終着駅に来たということで、再検討されるどうかは県の判断になるわけです

けれども、各自治体もこれに裏づけ財源としていかなきゃいけないというようなことで、か

なり負担がかかるということで、その辺も考慮しながら検討されるんじゃないかというふう

に思いますけれども、現場といたしましては、農家の皆さんの要望を少しでも多く採択して

いけるような形で、いわゆる県がなければ国というふうな事業を模索しながら振興に当たっ

ていきたいというふうに私たちは考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 ちょっとわからないんで教えていただきたいんですけど、商工費の211ページ、観光費の

13．委託料なんですけど、ここで人材派遣の公園管理２人上がってきています。市街地清掃、

この２つが平成19年度分にはなかったんですけど、この人材派遣の公園管理費というのが土

木のところでも人材派遣、公園管理費４人と上がっているんですけど、この違いと、それか

ら、市街地清掃の内容について教えていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 人材派遣の２人の分でございますが、これにつきましては、観光施設の管理であります。

現在、現業職員が１名と、それから、臨時職員が１名携わっております。 

 それから、市街地清掃につきましては、現在は臨時職員１名を１カ月間の雇用ということ

で、それを１年間継続雇用しておりますが、今回はシルバー人材センターにお願いしたいと

いうことで１名、ただ、ちょっと額的に年を通しては無理ですので、この額でいきますと週

に３回程度の作業になろうかと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 観光施設というのは公園管理と書いてあるんで、観光施設というのは具体的にはどういう

ところなのか、それと、あと市街地清掃は塩田は別ということですかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 
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○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 観光施設が、嬉野インターの待合所とか、それから吉田の土瓶の「器楽里」周辺、それか

ら、不動山の入り口のところの「茶楽里」といいますか、お茶のつぼ、それと立岩展望台、

それとキリシタン史跡、虚空蔵の入り口の駐車場、それとあと街路茶、それと足湯、あとは

町中に昔の長崎街道の名残として石碑とかを設置しておりますが、ことしから温泉公園等が

また新たに施設として加わってくるのではないかと考えております。 

 塩田地区については今までと同じで清掃はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 塩田にはもう清掃するような人というのはいないということですかね。（「最初からない

です」と呼ぶ者あり）最初からないということですか。今後、塩田のほうも伝建地区という

ことで、そういう清掃の方を入れていくという取り組みは考えられていないということです

かね。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 現在のところは、地元の人がきちっと対処されておりますし、いわゆる観光客──今のと

ころは塩田地区については考えてはおりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 209ページ。商工費の中の商工振興費の報酬ですね、その中に企業等誘致奨励審議会委員

10人ですね、57千円が昨年も同じ人数で同じ金額で予算に上がっておりますけど、昨年のこ

とについてお伺いしますけど、まず時期的に何月ごろ開かれて、その…… 

○議長（山口 要君） 

 そのことについては先ほど質問がありましたので。 

○19番（平野昭義君）続 

 それでは、210ページをお願いします。 

 商店街活性化対策事業の3,027千円と、同じく商店街再活性化推進事業というふうな、同

じようで「再」だけが下のとは文字が多いですけど、これについて、まず資料を見てみます

と、嬉野温泉商店組合の１店１品運動が中心になされておりますけど、どのような内容です
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かね、その事業の内容は。町の顔とか地域の顔とかありますけど、その辺についてお知らせ

ください。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 まず、商店街活性化対策事業3,027千円でございます。これにつきましては、嬉野温泉商

店街協同組合が行います、150ページに記載をしております２番の事業内容のとおりの事業

を行っておられますので、この分について支援を行っているものでございます。この額につ

きましては、昨年度の補助の５％カット、それに先ほど御質問のありました湯遊広場のトイ

レの改修の２分の１の補助が追加をされております。 

 それから、商店街再活性化推進事業につきましては、先日報道等もなされておりますけれ

ども、全部で商店街組合の52組合員のうち23店舗が参加をされておりまして、自分たちのお

店の商品を再度見直していって、お客様に提供ができるような自信作を並べていこうという

事業でございまして、これは19年度からの継続事業でございます。したがって、平成20年度

は継続２年目ということで500千円をお願いしておるところでございます。県の補助事業と

なっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 そのような補助金を受けていろいろいいことをやっておられますけど、その反響というで

すか、お客さんの来ぐあいというんですか、そういうふうなことについては評価はどのよう

にされておりますか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えします。 

 このことにつきましては、先日、商品の発表といいますか、内覧会等を開催させていただ

きまして、塩田の商工会の会長さんたちにも一緒に見に来ていただいて、マスコミあたりに

も非常に好評をいただいたところでございます。 

 その後、参加する商店を回るツアーというものを２週間週末に続けて開催をいたしており

ます。ただ、参加者につきましては、やはり本当はもっと多く来てもらいたかったわけです

けれども、参加者自体は余り多くありませんでした。ただ、今回のこの目的が一品一品を自
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分たちでつくって、そしてこれを売り出そうというのが最終目的ではございません。今の現

在の商店が本当にお客さんたちの客観的、読んで字のごとくですけれども、客観的に自分た

ちの店を見直していこうということが主な目的です。というのは、例えば、同じ商店街でも

やっぱり仲間内をいろいろけなしたくないとかということで、自分の仲間の店は行きにくい

と、お客さんの気持ちになかなかなりにくいということがございましたので、そうじゃなく

て、本当にお客さんがどういうのを好んでいるのか、そういうのを中小企業診断所の先生あ

たりにも実のところを言ってもらって、お互いがお互いを批判し合って、そしていいものを

出しながら、客に対してもっといい店になろうという意識を変えるというのが最終的な目標

だと私たちは思ってこの事業を進めております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 最後ですけど、せっかくいい事業で取り組まれてもう２年目になりますけど、たまたま23

店舗で店を回ったとかいろいろありますけど、塩田の商店街を、国道の上に商店街と書いて

あっけん、多分商店街でしょう。中身はあんまりなかばってんですね。そういうふうで塩田

の商店街はあるつもりですから、せっかくの機会ですから、共同というか、たまたま一緒に、

合同でするということを、ツアーも含めて、無理じゃないかと思いますけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 この事業は、まず自分たちが店をどうしていこうかとかいうふうな話から始まってきたも

んでございます。本当にせっぱ詰まってそういう中から発想が持ち上がってきたものと思い

ますので、当然塩田の商店街の方がそういうふうな話をしていただくのであれば、私たちも

参加をさせていただいてこういう事業に一緒に取り組んでいきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 ずうっと思いよるわけですけど、農業委員会のほうで予算には上がっていないんですけど、

標準小作料の検討委員会は上がっているわけですけど、もともと嬉野のほうには標準賃金、

農作業賃金の協定額、農業委員会の指標価格というのが示されておったわけですけど、これ

がどこで決められるのかということ、これは農業委員会で以前は検討しよった記憶はあるわ

けですが、これはことしは変わるものかどうか。昨年はあれだけ重油、ガスが高騰したにも
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かかわらず、荒茶の加工料等についてはそのままだったもんで、余計ことしも変わらんのじ

ゃなかろうかというふうなことで、先ほど別のところで発言しました。お茶はもう人んとは

要らんよという製茶工場等も、個人工場等もふえてきていると、もっとふえる見込みだとい

う状況にあるもんで、これについては今年度は幾らか見直しをやられて、荒茶加工幾らとい

うふうな規定を変えられるか変えられんか、この点についてお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 賃金につきましては、合併の当時に嬉野町さんのほうがそういうことで策定をされていた

ということで、農業委員会のほうでも協議いたしましたけれども、旧塩田町のほうでは賃金

につきましては農業委員会のほうで定めをしていなかったということで、この分についての

取り扱いをどうしましょうかということで農業委員会と協議いたしました。その結果、標準

小作料につきましては、３年に一度の設定をしていくということでなっておりますので、こ

れは行いますけれども、標準の賃金につきましては、委員会のほうで特に定めをしないとい

うふうなことで決定をいたしましたので、参考程度にということでございましたので、旧嬉

野町につきまして使っておりました賃金表に従いまして、平成18年度にはその金額で参考に

ということでお渡しをされていたというふうに記憶をしております。ですから、平成19年度、

平成20年度につきましては定めはしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 平成19年度のとはもろうた記憶があるんですけどね、平成19年度も。ただ、その平成19年

度もらったのに重油価格が高騰している。決まったときは重油のリットル当たり単価が44円

ぐらいのとき決まったんですよ。今重油はリットル当たりどのくらいしよるか御存じですか。

89円ばかりする見込みなんですよ、今。ちなみに10月は88円でした。 

 それで、茶の加工に対してガス代、重油代がどのくらいかかるか御存じですか。荒茶加工

の生産費の中に占める割合御存じですか。もう少しそこら辺の検討をされて、ぜひ改定して

標準の数字を出してもらわにゃ加工する側が──お茶の価格が高けりゃいいですよ。安いと

きぎりぎりで加工していくに幾らで加工したらいいかと、これは小規模茶生産者の方々にと

っては、持っていく茶工場が減っていくということは非常に大問題なんですよ。ぜひこれは

お願いしたいと思いますけど、どうでしょうか。改定するように農業委員会のほうに諮問し

ますかしませんか、その点だけでも教えてください。 
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○議長（山口 要君） 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 ただいまの御意見につきましては、早速４月の委員会の折に協議をさせていただきまして

検討したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 194ページ。報酬のうれしの茶資料収集検討委員会委員ですね。資料では119ページになっ

ております。 

 これを読ませていただくと、「お茶の資料館建設に向けての、歴史的資料収集などを検討

する委員会の設立」ということで目的はなっております。これに関しては、もう以前からふ

れあい館のほうに民具関係がちょっと山積みと言ったらおかしいけれども、そのまま置いて

あるのをどうにか活用できないかということをずうっと提言をしてきた中で、こういうふう

にお茶の資料館というふうな目的ではありますけれども、若干のこういう資料館に向けての

動きが出てきたことについては評価をしたいわけなんですが、これについて「歴史的資料収

集などを検討する」というふうにうとうてあるわけですよ。だから、ここの文言を見ると、

まだそこまではいっていないのかなというふうな気がするもんで、この委員会のとりあえず

立場というのはどういうふうな立場で動かれるのか、年２回ということなんですけれども。

そのあたりと、平成23年度までという事業期間なんですが、そしたら、平成24年度以降はこ

の資料館ということに向けての今度は設立に向けて動き出すのか、そのあたりについて市長

どうお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回予算をお願いしましたことにつきましては、将来の資料の整理、その他についての収

集等につきまして、やはり体系的に取り組まなければならないということで、その体系をつ

くるためにお願いをするわけでございまして、そういう検討に基づいて将来収集をしていく

ということになると思います。 

 そしてまた、収集しましたものにつきましては、やはり収集館というのが必要なわけでご

ざいますので、資料館につきましてもまた検討をしていくというふうな動きになります。 
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 そういうことで、今回予算をお願いしましたことにつきましては、茶業の資料について体

系をつくって、その体系に基づいて収集をしていくという、そういう民俗的にも学術的にも

そのようなことが必要だというふうに考えましたのでお願いをするところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 まだ前段の状態ということで今理解をしたわけなんですが、そしたら今度の委員会では、

ふれあい館にある民具関係ですね、ああいうものについても率先的な検討をされるんでしょ

うか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 いろんな方からお預かりをしておるわけでございまして、当然体系ができましたときには

その体系に沿ってまずは分類とか、そういうものも必要でございましょうし、また、その分

類したものについて追加の資料の収集とか、そういうことに発展していくというふうに期待

をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 今、神近議員の質問があったわけですが、大体わかるんですが、前段の前段というとらえ

方の気がするわけですが、具体的に平成20年から平成23年度までの事業の中で、本年度、来

年度、再来年度どういうふうなことを実際やられるのか、どういう計画をしておられるのか、

ことしじゃあどういうものがあるのかを調べて来年はどういうことをしてという、そこら辺

の３年間の大体年次計画等ありましたら、市長、課長どちらでもいいですけど。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 今回予算をお願いしておりますけれども、この件については、リーディング事業の一環と

いうことで、今茶業研修施設が完成をいたしましたけれども、その次の段階ということでお

願いをしておるところでございまして、一応委員の中からいろんな提案をしていただきなが

ら進めていきたいというふうに思います。具体的にはまだそういったところまではできてお
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りませんが、委員会の中で将来の委員会の進め方、収集のあり方、いろんなことを提言いた

だきながら進めていきたいというふうに思っております。（「具体的にはまだ決まっていな

いということね」と呼ぶ者あり） 

 年次計画については、ここに書いてありますように、年２回程度ということでしておりま

すけれども、茶期がちょっと今迫っておりますので、来年度すぐにはできないわけですけれ

ども、その時期を考えながら年２回程度ずうっとしていきながら進めていきたいというふう

に思っております。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 リーディング事業の中でも研修施設及び茶の資料館等の建設にかかわる事業ということで、

研修センター、今回26日に落成ということでなるわけですが、実際あの施設だけでは発展の

意味もないわけですし、ぜひこういう資料館等においては、先ほど神近議員のほうからも申

されましたように、嬉野のお茶だけではなくて、そういう民俗的なものすべてにおいて展示

ができるような、そういう施設をぜひやっていただきたいというふうに思うんですが、この

中で、じゃあ委員というのが14名いらっしゃるわけなんですが、この委員がいわゆる建設へ

向けての、そこを視野に入れて活性化対策委員会というものが以前この事業をやるためにつ

くられたわけですね。その活性化対策委員会とここの収集委員というのとどういうふうに違

ってくるのか、あるいは同じようなメンバーになるのかというのをお聞きしたいんですが。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 メンバーは、また活性化委員会も含めながら、こういうふうな歴史に詳しい方、それから

大学の先生あたりも入れながらしていくような形で、今人材についてはまだこれといった計

画もございません。今から検討ということです。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 最後市長にお尋ねをしたいんですが、あくまでもこういう委員会を立ち上げてやっていか

れるということは、最終的にはこういう資料館をつくっていくというもとでのこういう事業

だと、市長答えられれば、何年度ぐらいにはぜひこういうものをつくりたいというお考えが

あればぜひお聞きをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな資料館等を見ましても、やはり資料館として、また後世に評価されるものをつく

らなくてはならないわけでございますので、そういう点で今回正式に委員会を立ち上げさせ

ていただいて、民俗的にも学術的にもと申し上げましたように、やはり専門的な知識を持っ

ておられる大学の先生とか、また、地域の長く携わってこられた方、いろいろおられると思

います。そういう方の御意見を聞いていきながら、資料として収集して、残していくもの残

さないものとあると思います。そういうことをしっかり検討していってつくっていきたいと

思いますけれども、やはり資料を収集するにも相当時間がかかると思いますので、やはりこ

の資料館を当然視野に入れながら努力しますけれども、ある程度時間を置いて資料収集につ

いても努力しなくてはならないと思っておるところでございます。 

 そういうことで、資料館がいつになるのかということにつきましては、ちょっとまだ今考

えはいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 198ページに行きます。198ページの農地・水・環境保全向上活動事業についてお尋ねをし

たいんですが、私もなかなかこの事業について理解ができていないもんですから教えてほし

いんですが、これ地域のエリアを選定されるわけですよね。されたら、私が聞いているのは

５年間は区域が変更できないというふうなことをお聞きしたんですが、仮にこの区域を決め

てしまったら、その中にある一部の農地について農振除外の解除というのができるんですか

ね、できないんですかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 これは先ほど中山間地域の直接支払制度と同等で、あくまでも農業振興地域でないと施策

の恩典を受けられないというようなことになっております。 

 以上です。（「いや、だから、一部解除はできるんですか」と呼ぶ者あり） 

 補助金の返還を前提として解除はできますけれども、そういうことはできないということ

で、とりあえずはエリア内については除外はできませんということでお願いしております。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 
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○11番（神近勝彦君） 

 そしたら、できないというのが前提ですよね。ということは、これについては生産組合関

係とか、そのあたりが主になってエリアを決めていただいていると思うんですけど、平成19

年度がエリアを決められたことによって農振を外すということでかなり何かあったんですよ

ね、一部変更をしたいとか、いろいろあってですね。本人さんは自分の畑がこの農地・水・

環境保全向上対策事業に入っているとは知らなかったという方がいらっしゃったわけなんで

すよ、私もそうだったんですけれども。そうやって、生産組合関係で実際いろんな会に入ら

れている方というのは割と知っていられるんですけれども、極端に言うたら、ほんのわずか

しか持たない方ですよね。兼業農家も兼業農家ぶりで、極端に言うたら、もう１反程度しか

持たないとか、それ以下だったとか、そういうところにはなかなか情報が行っていなかった

ということもあるし、宅地の裏手だったということ、いろいろあって、今回も農振除外を昨

年の３月に出したけれども、やっとこさ約１年かかっておりてきたというふうな状況が発生

しているわけなんですよ。それで、そのあたりの周知徹底が本当にできているのかなという

点と、もう１点が、今度いざ何か売らなければいけないと、この畑を、極端に言うたら、自

分の家庭の事情によって売らなくちゃいけない。ただし、それが田んぼを田んぼとして売る

んならいいですよ。しかし、田んぼを宅地として売らんぎいかんやったとか、そういうとき

に、結局、５年間なら５年間何もできないという制度そのものがどうなのかなという気がす

るんですけれども、もう極端に言うたら、売らんぎんた自分はこやんせんばらんて、そがん

ときも絶対もう解除できないんですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 先ほどの質問は、厳しい、エリア内に決めたものはがんじがらめでできないということで、

全体はそういうふうになっておりますけれども、基準はそういうふうになっておりますけれ

ども、平成19年度は取りかかりということで、今のところ見直しをやっております。なかな

か初年度でその周知ができなかったということで、中心部をぼとっと大きく除外したりなん

したりはちょっとなかなか難しい面もあると思いますけれども、今のところは修正がきく段

階というふうになっております。平成20年度になればそういうふうな縛りが出てきます。 

 どうしてもできないというような状態では困るということで、特例措置等もあるというふ

うにお聞きをしておりますけれども、その点については中山間地域の直接支払い制度の中で

も申しましたように、県、それから農政局あたりの協議が必ず必要になってくると。その協

議の中で指示がされるようなことで、市の段階でどうこうというようなところまではなかな

かできないというような状態になっております。（「できないてですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 
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 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 市長にこれお願いしたいんですよ。もう少し県とか国がこのあたりの制度の一部途中での

除外ですよね、この点についてやはり特例的とか、ある程度規定を設けていただければ、せ

っかく──これはこれで地域としては助かっているわけなんですよね、はっきり言って。で

も、そういうふうに一部解除という問題が出たときの対応というのも必要だと思うんですよ。

だから、そのあたりは県とか国について、やはりこのあたりのせっかくこういうふうな制度

がある以上は、もっと活用しやすいような方向性を打ち出すように働きかけをお願いしてお

きます。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 すべての制度事業につきましては、補助金ということがかかわってくるわけでございまし

て、その補助金の縛りということになってきます。そういうことで、いわゆる税金を投入す

るわけでございますので、当然厳しい形で取り組まなければならないということでございま

す。 

 今、議員御発言のように、まず当初の説明を十分やっておくということですね。それと、

緊急の場合にどうするのかということにつきましての議論につきましては、私もまだ詳細な

点が移動可能であるかどうかわかりませんので、そこらにつきましては、県あたりにももう

一回聞いてみたいと思います。 

 また、すべての事業について、それはもう起こってくるわけでございますので、そういう

点も一応機会があれば申し上げさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 213ページ、志田焼の里博物館費についてお尋ねをします。 

 この博物館については、毎年環境整備ということで工事請負費でずっと上がってきており

ましたが、今年度についてはそれが見当たりません。まだまだあそこの博物館を見ますと、

修理とか、いろんなそういう措置をしなければならないところがたくさんあると思いますが、

もうその必要がないのか、あるとすればどの辺がまだ残っているのか、その辺をお聞きしま

す。 

○議長（山口 要君） 
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 産業振興部長。 

○産業振興部長（岸川久一君） 

 お答えいたします。 

 今年度も計画としては上げておったわけですけれども、財政上の事情でちょっと今年度は

事業に取り組めておりません。今後やる分については、壊れておるところの材料置き場、そ

ういうものを再建していくというような計画を持っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 今後補正で計上してみたりというのがあると思います。資材置き場のことも言われました

が、我々が見て、めったに壊れるということはなかとですけれども、あそこの煙突ですね、

非常に何年でもそのままにして、意外と煙突というのはいつも使いよったらしっかりしてお

るとですし、煙突が倒れたというのは、よっぽど大きな地震じゃない限りは記憶はなかとで

すけれども、その点、煙突の補修あたりは必要とされるとではないかなと思うですけれども、

その点いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（岸川久一君） 

 お答えをいたします。 

 今年度で、平成19年度で2,000千円の予算をいただいております。その中で煙突がちょっ

とひびが入っておりますので、その辺は今年度で修理をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 ３点目、ここの場合は指定管理制度でされているわけですが、ちょうど去年、平成19年の

９月から指定管理ということで物販をやりたいというようなお話があったとですけれども、

その点いかがですか。物販はできていますか。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（岸川久一君） 

 お答えいたします。 

 指定管理者は平成18年の９月からお願いをいたしておるわけでございますけれども、今の
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ところ基礎的な基盤ですね、そういうものをやっていただいておるということで、今のとこ

ろ物販のところまで行っておりません。ただ、やっていきたいというような希望もございま

すので、協議をしながらやっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 204ページ、森林を守る交付金事業についてお尋ねしたいと思いますけど、これで間伐、

あるいは列状間伐とやるわけですが、ちょうど一昨日やったですか、県有林のほうの柿坂の

ところの作業道を通ってみたところが、列状間伐と通常の間伐を余りにもやり過ぎて、十数

本の立ち木が、これはまだ切らにゃいかんねというふうに斜めに倒れているような状態も見

てまいりました。こういうことで、県有林の場合は特にちゃんとした、いわゆる専門家とい

う方々が見て施業計画を立てられると思うんですけど、施業計画の立てようによってはああ

いうふうな逆に被害を及ぼすような間伐もあるもんで、この間伐についてどういうふうな計

画で、施業計画でも全く相手任せなのか、行政のほうからもこういうふうな間伐をしなさい

という指導をするのか、この点をまずお聞きします。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 森林を守る交付金の交付要件の中に施業計画というようなことをうたわれております。も

ちろん今うちの担当のほうと地元の実施地区の林家の方、それから、これを林業事業体とい

うことで、どちらにするかということでお諮りをしながら、最終的には森林組合ということ

で皆さん各団体の方が森林組合にお願いするということで言われた関係で森林組合というこ

とで、三者で、もちろん農林事務所を含めてですけれども、そういった施業計画等について

も交えながらつくっていくというふうなことで進めていくという考えでおります。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 実際の自分で山を育成しておられる方の意見を、森林組合とか県とかいう方じゃなくて、

もっとよくお聞きして施業計画を立ててもらうようにお願いします。 

 さらに、次に同じページですけど、佐賀県森林整備担い手育成基金事業、あるいは森林整

備担い手育成確保対策事業、この辺の予算についてお尋ねしたいと思いますけど、実は嬉野

に森林組合以外に林業会社が２社ございます。御存じだったと思います。この辺のことにつ

いては、町の農業政策ではＪＡさん任せと全く同じで、林業では森林組合だというふうなこ
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とに極端になっているわけでございますが、実はその１つの組織のほうは地域の冬場の雇用

対策事業で、非常に過去長い間、地域のために貢献なされた団体なんですよ。これを森林組

合が入ってきたというようなことで無理やりにも仕事を取り上げられたような格好で、はっ

きり申し上げます。わざわざ富士町とか厳木町まで一部の方々は仕事に行っておられます。

それと同時に、一緒に働かれておった御婦人連中は、それはできんもんだから、冬場のせっ

かくの仕事がなくなっているという状況もございます。さらに言わせてもらいますが、そこ

の地区は非常に農業後継者も多いところなんです。夏はお茶をつくって、冬は山仕事がある

からということでもって後継者も多うございました。そういう地域のそういう会社があって

も森林組合だけを対象にこういう事業をしますか、どうですか、その点についてお尋ねしま

す。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 ただいまの質問に対してのお答えですけれども、とにかく山関係については、森林を守る

交付金については、いろんな森林事業体があるというようなことをお聞きしておりました。

そういう中で、今議員おっしゃる池田木材ですかね、名前言って申しわけございませんが、

それから西部林業さん、いろんな事業体がございます。そういった事業体の方にもアプロー

チをかけて今度の森林を守る交付金の分についてはお願いをしておりました。ところが、ど

うしてもできないというようなことの返事をいただいております。 

 今後、今御指摘のように、森林担い手整備育成基金関係の事業が該当するものかどうか、

その辺を私どもまた持ち帰って検討いたしまして、できることであれば、適用させていきた

いなというふうに考えております。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 森林組合は、後者のうちの１社は特に地元雇用ばかりなんですよ。もう１社のほうは森林

組合同様、鹿島市からの働き方が非常に多いわけですけど、特に１社については地元雇用ば

かりなんです。それで、今まで緊急雇用対策事業や何でも、はっきり言って押しつけられた

ような形でも、嬉野町時代から森林行政について非常に協力をしていただいた団体なんです。

ですから、その辺も十分加味した形で、今後、林業のいろんな市有林の施業関係についてで

も声をかけたり、はっきり申し上げて、県有林のほうは入札からわざわざ外されておるわけ

ですよ。かつては１団体が県有林を、１団体が国有林を、１団体が町有林をという感じで、

すみ分けて事業をやってこられたんですが、いわゆる随契はだめだという中で、それじゃ入
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札にというときに、入札も除外されたらどうしようもないわけですよね。そういうことがな

いように、市有林の施業についてでも今後はぜひともそのほかの２社のほうにも声をかけて

入札をやっていただきたいと思います。ただ単なる今までどおりの、これは流域だから、こ

れは緑だからという感じで、そのまま随契に持っていくようなことはしないようにしてほし

いんですけど、ここらについてはどうでしょうか。市長答弁をお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 入札等につきましても、市のほうは割と入札をずっと競争でやってきたと思います。そう

いうことで、議員御発言の趣旨については理解いたしますので、取り扱いの指示をいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 198ページですね。ここに三坂ため池の維持管理ということで計上されているんですが、

昨年からするとかなり大きく減額をされているんですよ。ただ、三坂ため池という項目がな

いところが見えていないのかどうかわからないんですが、昨年度はどっちかというと、約800

千円近くあった維持管理費が今年度はその約半分以下になっているんですよね。330千円程

度。こういうふうに大きく減額になった要因はどうなんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 要因の１つは、今まで浄化槽の管理関係もあったというふうに思いますけれども、今度は

公共下水道のほうに変わったということで、その辺でも若干経費の節減になったということ

も発生しますが、とにかく経費の節減に努力するというふうなことでなるべく節約というよ

うな形で、職員でできる分は職員でやらんばいかんということで節減に努力した結果だとい

うふうに考えております。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 それをおっしゃる意味は大体わかるんですが、予算書でいくと、平成19年度の光熱水費400

千円計上してあるんですよ。今回は維持管理費として185千円見てあるんですよね。かなり
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減になっているわけなんですよ。賃金についても昨年は270千円見てあったやつが今年度は

147千円なんですよ。ということは、賃金についても、極端に言うたら、今まで１週間に一

遍行きよったやつを２週間に一遍というふうな回数節減じゃないのかなという気がするわけ

ですよね。だから、経費の節減というか、維持管理をどっちかというぎんた、合い中をちょ

っと長くしたとかなんとかじゃないのかなという気がするんですが、ただ、一番心配してい

るのが光熱水費が半分以下になったという点、この点がかなり実績なのかどうなのかよくわ

からないんですが、賃金についても270千円が147千円になったその理由ですよね。そのあた

り２点お尋ねしたいんですよ。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 光熱水費の関係は、浄化ポンプ、何かポンプを回すことがなかったということで、実績で

そのときは落ちております。その関係で今回当初予算で落としたというふうなことです。 

 人件費等については、もちろん今までのペースより少しダウンになるかもわかりませんが、

そういう中で、もし緊急に草刈り等もせにゃいけない部分については市の職員で対応しよう

というようなことで経費節減というような形をとらざるを得なかったということでございま

す。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 簡単に。そしたら後で資料をですよ、光熱水費がこれだけ落ちた理由だけ知りたいので、

資料だけ後ほど下さい。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 205ページに行きます。205ページに林道台帳というのが今回は目が変わって移動になった

んですが、前回まで約10,000千円見てもらっていたんですよ。今回6,000千円ということで

かなりの減額になっています。これについては以前からも旧嬉野町の林道がそのまま個人名

になっていると、早くこれは──税上は課税になっていないということになっているんです

けれども、ただ、現在は林道であっても個人名であるというのがずうっと残っているという

ことで、これを早くですね、ちゃんと公道扱いにしなければ後々これは嬉野の大きな問題に

なるということでずっとしてもらっていたんですよね。今回6,000千円ということになった

んですが、そしたら、ある程度のめどがついて6,000千円に減額をされたのか、その点なん

ですよ。ただ、お金がないから6,000千円に削られたのか、この辺でかなり違うんですけれ
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ども、いかがなんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 林道台帳整備については、昨年は10,050千円予算をいただいておりました。そういう中で、

今回が吉田東部線、それから椎葉線の測量登記、それから丹生峠線の登記ということで6,000

千円ほどお願いをしております。 

 経費節減のことを言われましたですけれども、その辺は計画に合わせてやったということ

で、今回お願いをしているところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 めどがついたのかて。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君）続 

 めどについては、まだほかのところも幾分ございますので、その辺をまた次年度以降要求

をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 この問題はもうずっと以前から言ってきたわけですよね。結局、じいちゃんの名義になっ

ているやつが今ひ孫になっておったら、その名義を変えるのにどれだけの経費がかかるかと

いう問題があるわけですよね。土地台帳、登記を変えていくのにですね。だから、一年でも

早くこれは解消していかんと、本当に後々大きな問題になるよということで、ずうっといろ

んな議員からも出てきたわけなんですよ。だから、これは嬉野の財政が厳しいから削減とい

う方向じゃなくて、毎年、早目早目に対応していかんと、本当大ごとするですよ。 

 極端に言うぎんた、私が仮に土地を持っていたとするじゃないですか。その孫が、ひ孫あ

たりが仮に、もう嬉野と関係ないところにおったところから帰ってきて、自分の土地がそこ

にあったとするなら、通行料を払えと言い始めたらどがんもされんごとなるわけですよ。そ

ういう大きな問題も出てくる可能性もあるんですから。だから、このあたりなぜ市長、今回

6,000千円という予算計上になったんですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 積算の中身については、詳細まで承知しておりませんけれども、担当課長が申し上げまし

たように、路線を限定して予算を組んでおりますので、そういうような形になっているとい
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うことで承知しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 私はそういうことじゃないと思うんですよ。今２回ほど質問しましたけれども、早く解消

しなければいけないという前提があるわけなんですから、仮に今まで、平成19年度までに早

目に終わったんであれば、平成19年、平成20年度については、その次にあったやつを前倒し

してきていいじゃないですか。そういうふうにして早目早目に登記をしていくことが私は大

事だと思うんですけどね。だから、路線だからという、そういう固定的な観念じゃいけない

と思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 できるだけ早目にということで過去取り組んできたわけでございますので、その姿勢は変

えないでおります。 

 ただ、それぞれの発注の条件というのがあるわけでございまして、そういう点では予算を

今回そのような形で組ませていただいておるということで承知いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 神近議員に休んでもらうために、広川原キャンプ場について質問をいたします。 

 207ページの広川原キャンプ場、このうちの13節の委託料及び14節の使用料ですかね。こ

れ委託料に関しては昨年の半額、使用料に関しましては昨年128千円から240千円というふう

に上がっているわけですが、ここら辺の委託料の減と土地の賃借料の増の説明をお願いいた

します。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 キャンプ場の委託料と使用料及び賃借料の関係ということでの質問にお答えをいたします。 

 今年度791千円予算をいただきまして、20年度は400千円の予算ということでございます。

この分については、バンガロー関係の支障木の伐採を人的にやっとったわけですけれども、
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今回は高所作業車を利用した形ということで、その人件費が下がって高所作業車の分が上が

ったということで、使用料及び賃借料がふえたということになっております。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 バンガローのところの伐採をするのに人的にやっていたものを、それを高所作業車、要す

るに委託先を変えたというか、伐採をするために人的にやっていたのを高所作業車を導入し

たから高所作業車の賃借料が上がって委託料が下がった。 

○議長（山口 要君） 

 着席ください。もう一度答弁をお願いいたします。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 言葉足らずで申しわけございません。委託料の分については、自分たちがやるからという

ことで削っております。高所作業車は自分たちが使ってやるということでしております。そ

ういう関係で委託料が減ったと。高所作業車は職員がやるということで。そういうことです。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 大体わかったんですが、この年間ですね、半額の委託料になって、単純にそこまであれす

る前に、そうなると、これは管理の委託料だと思うわけですよね。管理の委託料を半額にさ

れて、今までどおりの管理ができるのかなというのがまずあったというのが１つなんですね。

そこら辺で今後、この広川原キャンプ場、ことしの決算でいきますと、大体使用料といいま

すか、ここで3,200千円収入が上がっているわけですね。支出が今回7,640千円ということで

あるわけですね。非常にあの施設はいい施設だと私は思ってはおるんですが、いかんせん、

ここら辺の収支のバランスというものを考えれば、今後の運営のやり方、例えば、もっと長

い期間あそこを利用するとか、何らかの対策をとらなければならないんじゃないかなという

気がするんですが、市長そこら辺、今後のこの広川原キャンプ場のあり方について、市長と

してどういうふうな考えをお持ちなのか、お聞かせをください。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えをいたします。 

 毎年山開きと、それから閉山式には行きますし、途中でもずっと見るわけでございまして、

おかげさまでたくさんの方にお使いをいただいております。 

 ただ、議員御承知のように、使用の日数と使用料がそのままストレートに結びつかないと
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いうのは、いわゆる教育キャンプというふうなものが結構たくさん入りまして、減免の申請

が結構出てまいります。そういうことで、市内の子供たちあたりが使うわけですので、そう

いう点が収益的にも完全な収益事業としてはなかなかとらえられないというふうに考えてお

るところでございます。 

 ただ、もう１つはやはりキャンプ場でございますので、安全確保というのが一番大事なわ

けでございまして、毎年、修理補修というのをし続けなければならないというふうな課題が

ございます。そういう点で収益的にはなかなか黒字に持っていくのは厳しいんではないかな

というふうに思っております。 

 ただ、努力するところがあるとすれば、まだまだ完全に100％埋まる日ばかりじゃないわ

けでございますので、そういう点ではＰＲをして利用頻度を上げていくというふうなことに

尽きるんではないかなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 確かに、いわゆる教育的利用といいますか、そこら辺の減免というのはあると思うんです

が、期間について、今現状がいつからいつまでと私もはっきりちょっと覚えていないんです

が、もう少し早目の時期から、冬は当然あれだと思いますが、そういう期間の延長というこ

とを考えられたことがないのか。春先のもう少し早目の開場あたりを考えられてもいいんじ

ゃないかなという気がいたしますが、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 キャンプ場の開設は４月から10月末までということで、開設時点ではかなり冷え込んでお

ります。利用者等も、コテージはあるかもわかりませんが、キャンプ場のバンガロー等につ

いてはあれだけ冷えたらちょっと利用がないのがほとんどだろうというふうに考えます。 

 利用をなるべくしていただくということで、もちろん昨年の利用者の方に再度来ていただ

くような案内文を上げるとか、インターネットで公開するとか、いろんな形で利用を促して

いるところでございますが、何せ寒い時期はそういうような状態でなかなか利用はできない。

もちろん人件費も開設すれば要るということで、その辺の収支も、もちろん考えてしなけれ

ばいけないというような面もございまして、そういったことで４月から10月までというふう

な設定になっているというふうなことであります。 

 以上です。 
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○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 観光のほうに移ります。211ページ。観光費の嬉野温泉ＣＩ事業、これについては毎年毎

年効果についてかなり議論をしてきた経緯があったんですが、その中で今回は大幅な減額と

なっております。中身についてはいろいろあるとは思うんですが、このあたりの取り組み方

というのが一昨年と今年度大きく変わった要因というものは何があるのか、これを１点お聞

きしたい。 

 ２点目、説明書の155ページの中に、足湯への誘導電柱巻看板設置ということで７カ所し

てありますが、この７カ所についてはどこに設置をされて誘導されるつもりなのかを聞きた

いと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 ＣＩ事業の大幅な減額となっております。昨年との比較でございますが、まずＮＨＫのど

自慢に2,200千円ほど昨年はこのＣＩ事業の中に入っていたということですね。それと、カ

ラオケ配信事業がありました。それと、全市内の観光案内マップを作成いたしました。それ

ともう１つ大きなのが、テレビコマーシャルを15秒、足掛け３カ月にわたって放送をいたし

ておりますので、この分が大きな額となっておりまして、今回はその分が減額となっている

というところです。 

 それと、足湯の７カ所の案内誘導板でございますが、これは既に数年前に設置をいたして

おりまして、東のほうはＪＲの交差点と御歌屋のところの電柱に巻看板を設置いたしており

ます。それからずっと誘導して、もう１つは西のほうのＪＲバスセンターの交差点の電柱巻

きです。あとはその中間に数カ所ということで合計７カ所ですので、これは継続契約といい

ますか、一度巻きつけて、あと委託料として支払うというようなものでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ＣＩ事業の中身については、おおむね理解をしました。そういう中で大幅な減の理由とし

てもわかったんですが、テレビのＣＭですよね、これはかなり効果があるということで前回

もいろんな論議をしたと思うんですが、それがなぜ今回テレビのＣＭの事業がなくなったの

かなという気がするんですよ。これは４回続けて、ＮＨＫ、民放含めていろんな放映をされ
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ただけで嬉野についてはお客さんの問い合わせが多数出たわけですよね。そういう影響を考

えれば、テレビの影響力というのはかなり大きいかなという気がするんですよ。そういう中

で昨年も２カ月から約３カ月にわたってテレビＣＭを打ってこられたと。何で今回はＣＭを

取りやめになられたんですか。 

 看板については理解しました。この看板については別の方向でまた質問したいので、ちょ

っとまた質問をやめてから再度質問しますので。とりあえずテレビＣＭについてお聞かせく

ださい。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 昨年のテレビＣＭにつきましては、15秒を番組の合い中にずうっと入れていくというもの

であります。これはいわゆる合併をしたときに、以前嬉野だけでつくっておりましたけれど

も、合併した翌年に塩田を入れて新しいＣＭに切りかえようということで作成をいたしまし

た。それで、その翌年が平成19年度になるわけですけれども、平成19年度は平成18年度につ

くったものを放映していこうということで放映をさせていただいたところです。 

 今回、議員がおっしゃるように、テレビ放映というのは非常に効果があると、私たちもそ

ういうふうに感じております。 

 ただ、今回の放映の、いわゆる番組放映については非常に効果があったと思っております

が、この15秒ＣＭの効果というのが非常に検証が難しいというふうに感じております。もち

ろん、四、五年前までは毎年この15秒ＣＭをずっと打ってきたわけですけれども、この検証

が非常に難しいところがございまして、しかも、価格的に2,000千円も3,000千円も、１カ月

かけますとそういうふうな額になると。これを果てしなくいつまででも放映していっていい

のかということもあったもんですから、今回はたまたま余り金のかからない放映が幸いにし

てあったもんですから、ちょっと１回、ほかの事業等の兼ね合いもありまして、今回は取り

組めなかったということです。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 苦しい答弁だったと思いますが、テレビのＣＭについては、やはり検証が難しいというの

は理解します。でも、私たちが子供のころ、伊豆半島の熱海のホテル、「伊東に行くならハ

トヤ」ですよね。あのＣＭは今でも耳について離れないんですよ。ああいうふうな、やはり

耳に入ったら離れないようなＣＭというものが打ち出せることができればかなり違うんじゃ

ないかなという気もするわけですね。 

 もう１点が、これは前回も言ったんですが、やはりＪＲとか、それから、首都圏に行けば
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山手線とか、ああいうところの電車の広告ですよね、車内の広告。つり看板の広告が一番効

果があるんじゃないかということをたしか昨年もお話をしたと思うんですが、こういうもの

についての検討をあの後された経緯があるのか。私はそういうところ、関西圏とか首都圏の

そういうふうな車内電車広告ですよね。それはかなり効果があるんじゃないかなと。極端に

言うたら、２月の時期に４月の花祭りとか、それから茶ミットとか、おやまさんとか、そう

いうふうなポスターありますよね。ああいうふうなやつを嬉野の４月の第１日曜日前後にこ

れだけのことがありますよというのを１月とか２月に打ち出せばかなり違うんじゃないかな

という気がするんですが、このあたりの２点についていかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 今議員がおっしゃったとおり、電車広告関係ですね。これにつきましては、実は平成16年

に福岡の電車の車両全部を貸し切って嬉野温泉を全車両広告を出した経緯がございます。こ

れも非常に高くはありましたけれども、相当な人の目にとまったということで効果はあった

と思います。 

 ＪＲの車内の「Ｐｌｅａｓｅ」という雑誌がございますけれども、あれにつきましても、

平成17年度に一度掲載をさせていただきました。これも非常に効果的だったと思いますけれ

ども、何しろ余り安くない広告料でございまして、全体の中でこれをなかなか継続が難しか

ったものですから、単発単発ということでやってきた経緯がございます。 

 このＣＩ事業そのものをどういう形でやったが一番いいのかというのは、非常に私たち担

当としてもいつもこの議論をしておりますけれども、さっき言われた同じものを繰り返しす

るのもなかなかいいと思いますし、ちょっと目先を変えていくのもおもしろいかなというふ

うなことがあって、なかなか単独であるがゆえに逆に難しい、しかも、ある程度の予算枠の

中で泳がにゃいかんということもありますもんですから、非常に難しいことはありますけれ

ども、前向きにできるだけいろいろなものを取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 ＣＩ事業、嬉野の今後の観光ＰＲというか、そういうのにぜひ頑張っていただきたいと思

います、いろんなアイデアを出していただきたいと思いますが、１つ、これはアイデアだけ

を申し上げておきたいと思います。 

 企画課のところで、私、情報発信のところで言いたかったんですが、いろんな人にいろん

な情報をとにかく嬉野の観光ＰＲをやっていく上でテレビコマーシャル等必要なんですね。

お金をかけずに今インターネットでできるわけですよ。例えば、今ここの議員の中でもイン
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ターネットをやっていらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますし、ブログを持っていらっし

ゃる方いらっしゃるわけですね。同じ情報をいかにたくさんの、要するに、ヤフーだとかグ

ーグルだとか、いろんなサーバーでいろんなブログをつくっていらっしゃる。そこへひとつ

観光課で、みんなで観光ＰＲ隊みたいな、ブログを使ったＰＲ隊なんかを組織されて、みん

なで一緒に情報発信をしましょうと、嬉野の宣伝をしましょうというような、武雄ではがば

い何とかとか、たしかつくってあるんですが、ああいうのを観光課がひとつやられたらどう

かなと思うんですけど、観光課長いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 ブログとかインターネット、田中議員のブログも見せてもらいましたけど、嬉野の祭りと

か、そういうのを宣伝をしてもらって本当に感謝しております。 

 今初めてそういうふうな御提案を聞きましたもんですから、単独でできるかどうかわかり

ませんけど、研究させてもらいたいと思います。（「お願いしておきます」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。小田議員いいですか。小田寛之議員。 

○１番（小田寛之君） 

 済みません、ちょっとお尋ねします。 

 193ページの備品購入費の公用車の71千円というのは、これはリースアップしたのを買っ

たんですかね、その上の役務費の手数料23千円というのがありますけど。それをお尋ねしま

す。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 この分については、現在リースで今農林課のカローラフィールダーをリースでしておりま

す。この分が６月で切れるというようなことで、６月分までのリース料と、それから、その

後は買い上げと、71千円ということで備品購入費でお願いをしている予算でございます。 

○議長（山口 要君） 

 小田議員。 

○１番（小田寛之君） 

 これは手数料23千円というのは、このカローラフィールダーの名義変更の手数料か何かで

すかね。その上の192ページの役務費。それも関連しているんですかね、その下の保険料と
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かも。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 関連をいたします。備品購入した後の手数料については、これは車検代ですね。保険料に

ついては任意と自賠責の分です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 213ページ、工事請負費の古湯温泉の第１、第２駐車場なんですが、この駐車場の工事に

ついては160ページの資料を読めば理解をするわけなんですよ。ただ、私、市外の方がイン

ターをおりられて、この第１、第２駐車場の場所が本当にわかるのかなと、ちょっとそうい

う危惧をするんで、先ほどの電柱の巻看板とも関連するんですが、どういうふうな誘導をさ

れるおつもりなのかという点と、今度ここから古湯まで歩いていただかなければいけないわ

けなんですよね。これは古湯だけじゃなくて、極端に言うたら、この古湯第１、第２駐車場

というのを基点に、結局、市内の瑞光寺であるとか赤橋であるとか、いろんなところに歩い

て散策をしていただくための一つの駐車場じゃないかなという気がするんですよ。そういう

ときに、この駐車場の出入り口付近に町内の観光のポイントを書いたマップの看板をつくら

れる計画はないんでしょうか。どれぐらいの距離があるとか、歩いて何分ぐらいですよとか、

車だったらどれぐらいですよとか、方向はここからこう行ったところですよというのをつく

られる計画はないのかなと、その点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 当然古湯ができまして駐車場が稼働をいたしますと、そういう問題は当然発生すると考え

ております。したがいまして、そういうものは積極的に設置をしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 できれば、そういうふうにインターから迷わずにここに来られるような誘導をまずしてい

ただきたい。駐車場に入ったら、結局、そこに車をとめて、そして、嬉野町内をずうっと散

策できるようなマップの看板をつくっていただきたい。できれば古湯の建設に合わせるんじ
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ゃなくて、土地の取得がいつになるのかちょっとはっきりわかりませんけれども、まだ予算

も通っていないしね。その後いつ購入という手続になるのかわかりませんけれども、できた

ら早目にここは整備をして、やはり古湯ができる前でも観光に対するいろんな駐車場として

利用していただくと、そういうふうな取り組みの方向性をしていただきたいんですが、いか

がでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 ぜひそういうふうにしていきます。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。関連、副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 今、神近議員からそういう看板等のことがありましたが、211ページの役務費、広告料と

いうのが前年とすれば1,000千円以上、倍額近くになっているんですが、そういう関連づけ

た広告関係の費用につながるというのはないですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 この予算をお願いいたしております広告料は、看板とは違いまして、旅行雑誌等に対する

広告でございます。 

 以上です。（「ふえたところは」と呼ぶ者あり） 

 ふえた分ですが、平成20年度におきまして、大手の旅行会社等のツアー等も計画をされて

おります。そういう中に、企画として一緒にさせていただきまして、その中で広告宣伝をし

ていきたいというふうに計画しておりますので、その分1,000千円程度の増額を今回お願い

しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 211ページの観光費の中の８節．報償費、温泉集中管理事業、説明資料の153ページなんで

すが、温泉の集中管理事業を進めていく中で、いわゆるアドバイザーを呼んで集中管理につ

いて勉強していくというか、今後の専門的立場からの意見を聞くということだろうと思うん

ですが、たしか昨年度に8,500千円かで管理計画の補正がついていたと思うんですよね、集
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中管理について。そこら辺のですね、いわゆる今現在、集中管理の計画がどこまで進んでい

るのか、17かそこらの泉源があったと思うんですが、その泉源の持ち主さんたちとの話し合

い等が行われた経緯があるのかをお尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 

○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 8,500千円につきましては、平成19年度の補正で基本計画基本構想をお願いいたしており

ます。これについては現在、現地調査を一通り終わりました。それで、今後その現地調査を

もとに嬉野温泉の本当の姿といいますか、それと個々の源泉のぐあい等の結果が今から出て

くるということになります。どこまで進んでいるかというと、今そういうふうな状況でござ

いますが、あとは源泉所有者との協議がなされたのが昨年の夏前だったと思っております。

その中でこういう事業をして皆さん持っておられるものを全部さらけ──さらけ出すと言う

と失礼ですけれども、本当の源泉の姿を調べますので、立ち入りをさせてくれというふうな

会議を前回持っております。それをもとに基本計画、基本構想を今作成しておりますので、

今回その本当の姿が出てきた段階で、源泉所有者の方と集中管理に対しての直接協議をして

いくということになります。その中では、いわゆる今の嬉野温泉が本当に安心できるのかと

いう、危機的じゃないのかと、水位が上がっているけれども危機じゃないのかというのをで

すね、恐らく今度の基本計画、基本構想の中で出てくると思いますので、その辺のところを

さらけ出しながら、やっぱりどうしても集中管理をしていかんと危ないですよというふうな

ものを打ち出しながら集中管理に向けて協議をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 集中管理を、今、現地調査は終わった段階だと。それを踏まえながら昨年の夏に源泉の所

有者の方にお願いをして立入調査をしながら、基本計画を今作成していると。要するに、今

後、危機的状況に陥る前に何とか集中管理を行いたいというのが行政側の考えだと思うんで

すよね。 

 市長、これで今非常に嬉野をですね、いわゆる源泉を所有されておられる方、非常に何と

いうか、大変な時期といいますか、経営的にも大変な時期におられる方もあるとお聞きをし

ているわけですよね。もしこれが、嬉野在住の方がそのまま源泉を所有されていればいいん

ですが、例えば、どこか外資系のそういうところが源泉を買収したりとかですね、事態にな

れば、せっかく進めている源泉の集中管理計画というのがどうなるか、非常に危機を私は感

じるわけですね。ですから、市長としてもそこら辺を絶対必要なんだと、今後、嬉野温泉が
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温泉として発展していくためにはこの集中管理がぜひ必要なんだと、そういう体制で早急に

──早急にと言ったらあれですけれど、そういう姿勢をぜひ前面に打ち出して協議をとにか

く強く推し進めていただきたいという願いがあるわけなんですが、市長その点いかがでしょ

うか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、全国の温泉地が同じような状況でありまして、私どもはもうこれについては取り組

みを進めておるところでございます。 

 議員御承知のように、泉源の許可権、採掘権といいますか、許可につきましては県の権限

のうちになっておりまして、第一義の責任は県にあるわけでございます。県も私どもの集中

管理につきましては、とにかく前向きに取り組んでいただいておるところでございまして、

以前から一緒にやってきております。 

 また、所有者につきましても、議員御発言のような件もございますので、今所有者につき

ましては、所有権の移転等につきましては、もし生ずる場合につきましては、この源泉の集

中管理ということについて取り組んでいるということを十分踏まえた上で対処していただき

たいという申し入れはいたしております。 

 それともう１つは、以前の協議の際に、いわゆる所有者の方のほうから私どもが取り組む

以前に課題があった源泉もあるわけでございまして、それにつきましての権利の問題とか、

そういうものまで解決できる方法を示してほしいというふうな申し入れがあっておりまして、

今担当が申し上げましたように、一応源泉の完全な把握ができました後に専門家に来ていた

だいて、じゃあ、これをもとにどう進めていくのかというふうなことを今度は源泉所有者の

方に対してアドバイス、説明をしていくというふうな進み方になっていくというふうに考え

ておりますので、以前から申し上げておりますように、これにつきましては、これは事嬉野

だけの問題じゃなくて、全国の温泉地がそういうふうになっておりますので、ぜひ実現する

ように努力していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 確認なんですが、要するに泉源を、今生きている泉源が17かあるわけですね。それぞれに

所有者の方がおられる。もしそれが、仮に経営的に厳しくてだれかに譲らなければならない

というときには、あくまでも嬉野としては集中管理というものを目指してやっているから、
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県のほうにもそこら辺の移譲に関してはそういう配慮をしてほしいということを申し入れて

いるということですかね。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 現在の所有者につきましては、既に私どもが動いているということは十分承知でございま

して、そのことにつきましては、もし所有権が移転する場合につきましては、そういうこと

を十分踏まえて協議をしてくださいという話をいたしております。また、県のほうは当然そ

ういう指導がなされておりますし、また今後もしていただくというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 193ページに戻って、中山間地域等直接支払いの歳入歳出の流れを教えてください。ちょ

っと私わからんやったとですよ。 

 116ページの財源内訳を見ると、国庫と県費とあるじゃないですか。これは歳入の中山間

地域直接支払いの分、農業費県補助金から来ておるとですよね。来ておるとするぎ、あと、

これ国と県を足すぎんた37,687千円あるわけですよね。歳入では、38,641千円やっけん、も

うちょっと何かがあるとは思うんですが、このあたり消耗品とか賃金とか使用料なのかなと

は思ったんですが、このあたりはどうなんですかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 御指摘のように、この分については事務費も含んでおります。（「ちょっと中身を教えて

ください」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 本庁農林課長。 

○農林課長（本庁）（宮崎和則君） 

 ただいまの御質問にお答えしますけれど、補助金のほうは37,686千円でございます。それ

に事務費が955千円ということで、それで、補助金の額は38,641千円となります。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 
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 いや、私単純に説明資料を足したら19,250千円と18,437千円やったけんが、37,687千円に

なるなと思ったんですよ。千円台の動きというのがちょっとわからないもんでね。賃金と消

耗品と使用料がですよ、賃金が732千円ですよね。賃金が732千円でしょう。191ページの賃

金のところで、臨時職員732千円ですよね。あと、次のページの192ページの需用費の中の消

耗品として177千円でしょう。もう１点がたしか使用料だったのかな、どれやったかな、14

節の使用料、これが51千円なんですよね。これを足すと960千円になったんで、これと補助

金を足すと、この歳出額と合わないなあという気がしたんですよ。だから、全部が違ったの

かなと。 

○議長（山口 要君） 

 本庁農林課長。 

○農林課長（本庁）（宮崎和則君） 

 そこで、合わない分については一般財源をつけているものと思っております。（「いやい

や、ふえたんですよ。ふえちゃったんです。──ああ、わかった」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで第７款．商工費までの質疑を終わります。 

 議案質疑の途中ですが、ここで10分間、３時５分まで休憩をいたします。 

午後２時53分 休憩 

午後３時５分 再開 

○議長（山口 要君） 

 それでは、休憩前に引き続き議案質疑を行います。 

 次に、予算書215ページから235ページまで、第８款．土木費及び第９款．消防費の質疑を

行います。質疑はありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 215ページ、土木費、負担金、補助及び交付金のところで、国道498号線の整備促進期成会

が37千円で、去年もそのごとくで来ておりますけど、今の進捗状況はどうなっているのか、

ちょっとお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 これは一般質問であったね。一般質問のときに答弁あったとばってんね。 

○19番（平野昭義君）続 

 いや、37千円のお金を扱うとっけんです。（「期成会」と呼ぶ者あり）期成会の取り組み

さ。 

- 668 - 



○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後３時６分 休憩 

午後３時６分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 国道498号整備促進期成会37千円の負担金でございますが、中身といたしまして、均等割

が28千円、それから人口割が24千円、それから498号線の嬉野市分の延長が7.1キロございま

すので、その延長割が21千円、それの合計の２分の１ということで36,500円を負担するもの

でございます。 

 この期成会の中身につきましては、国道498号線の国交省に対します整備促進を図るもの

でございまして、要望書、提案書、そういったやつの作成費用なりのことに使われておりま

す。 

 事業といたしましては、伊万里方面バイパスがございますが、そういった伊万里方面が現

在工事中でございまして、また進捗をいたしておる状況でございます。 

 残念ながら、嬉野市の塩田地区につきましては、今現在、地元との事業につきまして調整

中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今、調整中と申されましたが、調整の中身はおっしゃられていいですか。どういう調整を

していますか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 まず、場所でございますが、ちょうど南下久間付近の歩道のない箇所につきまして、土木

事務所、これは鹿島土木事務所でございますが、鹿島土木事務所と一緒に去年６月ごろだと

思いますけれども、関係者にお集まりいただきまして、市役所の会議室のほうで事業の内容

についての御説明をいたしております。 
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 その内容につきましては御存じと思われますけれども、まず歩道のない現道の拡幅案と、

もう１つは歩道のないところを迂回するミニバイパス案、その２案についての地元の合意形

成を図るために説明会を開催いたしまして、それから個別に南北久間、それと町分のそれぞ

れの公民館に出向きまして、地元の方の意見交換会を今行っているところでございまして、

この現道拡幅案、それにバイパス案につきましては一長一短ございまして、なかなか地元の

合意形成を得られないということで、１回の説明会ではなかなか難しいだろうということで、

何回となくこれからも議論を重ねまして、よりよい方向といいますか、こういった方向、現

道案でいくのか、バイパス案でいくのかというふうなやつを地元といたしまして案をまとめ

まして、県のほうに事業をお願いするようにいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 これは市長にもちょっとお尋ねですけど、たまたま今、松尾課長が申されましたように、

非常に混乱していると。期成会のある有力者からも聞きましたけど、ちょっとだめやろうと

いう話まで聞いたわけです。ですから、それについては、私はたまたま一般質問ではいたし

ましたけど、ああいうふうな方向路線を変えてくれんかというふうな話までも私直接聞きま

したし、その辺については市長の答弁でも、県としても高規格道路を考えているということ

もありましたので、それについては、行き詰まったところをいつまでしてもけんかばかりし

てはだめですから、やっぱり新しか方法がいいならば、そっちの方向に方向転換するとも、

それは国道498号はそのままでいいですけど、名前の変わった新しかバイパスという形で何

かをしたほうが嬉野市のためになりはせんかと私は思いますけど、市長はいかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 国道498号についてお答えをいたします。 

 この件につきましては、担当課長が申し上げましたように今進めておるところでございま

して、以前からいろいろ課題はありましたので、早急に取り組まなければならないというこ

とで私も協議をいたしまして、ようやく県も非常に熱心にしてくれまして、そこまで持って

きたところでございますので、ぜひ地元の方との合意ができればというふうに期待をしてお

るところでございます。 

 やっぱりできるだけ早くつくって、それが早く対処できる方法を県としても考えておられ

ますので、ぜひ地元の方との合意ができればというふうに期待をしておるところでございま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 224ページの土木費、公園管理費についてですけど、前年度とほとんど予算的には変わり

ないんですけど、この公園の安全管理、昨年、事故等があったと思うんですけど、安全管理

についてはどのように取り組まれているでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 安全管理につきましては、県、国から指導があっていますので、その分につきまして公園

管理者にお願いをして、安全管理は十分注意しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 梶原議員。 

○３番（梶原睦也君） 

 ぜひ安全管理についてはしっかり点検等を行っていただきたいと思います。 

 あと公園に関しまして、特に轟公園なんですけれども、嬉野の観光の目玉ということで、

轟公園に関してはもうちょっと整備をしていただきたいと、そういうふうに思います。昨日、

ちょっとある方から要望を受けたんですけれども、一緒に知人と──知人というか、嬉野に

来られた方と一緒に回ったときに、その方がたまたま身体障害者の方で、車いすで轟公園の

ほうに行ったと。実際、車いすで行ったら、市長はバリアフリー化ということをいつもおっ

しゃいますけど、バリアフリー化が全くできてなくて、橋を渡るところまででもうそれ以上

進めなかったというようなお話をいただきましたが、私も実際、現場を見に行きまして、歩

く分には本当に整備されているんですけど、そういう身障者の方、人にやさしいまちづくり、

また、バリアフリーツアーセンターと、本当にバリアフリーについては力を入れていかない

といけないと思うんですけど、公園なんかは、特にああいう轟公園なんかは観光客の方もい

らっしゃるし、これからは花見で訪れる方も本当に多いと思うんですけど、そういった意味

でも、本当にバリアフリーという意味で身障者の方が来ても観光できるような、そういう公

園づくりをしていっていただきたいと思うんですけど、市長の見解をお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 轟公園のすべての箇所というわけではないわけでございますけれども、いわゆる手前の駐

車場につきましては、そういう要望もございましたので、展望できるところまで車いすでお

りていただくように工事をしたところでございます。そしてまた、奥のほうの岩屋川内寄り

の駐車場につきましては、一応車いすでは行けるようになっているんじゃないかなと思いま

す。しかしながら、公園の内部にまだ道路、歩道自体が狭くて、車いすの幅よりも狭いとい

うところがありますので、そういう点は改善しなくてはならないと思っておりますので、今

後、取り組みを進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 ちょっと確認をしたいと思います。 

 231ページの消防費の需用費の中で消耗品費がございます。これはっぴのことではないか

と思いますが、私が昨年の９月の一般質問ではっぴをそろえるようにということを言いまし

た。防災にはぜひ必要じゃないかということを言いましたが、その後、消防団の幹部と話す

中で、現在、何か訓練──私は訓練服と言いましたが、訓練服はあれは作業着であると。そ

して、はっぴは防災の用にはならないというふうな話を聞きました。 

 それで、その辺を防災に必要じゃなかったら要らないのじゃないかと私は言いましたが、

その後、消防団の幹部とどういうふうな話がされたのか。その話を詰めてからのこの予算要

求をされているのか、その辺をお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 今回、消耗品費でお願いしている分につきましては、平成21年度に新入団、入退団があり

ますので、その分の活動服200名分をお願いしております。 

 それから、はっぴの件につきましては、平成19年度事業において、今月じゅうには各幹部、

団員まで、100％まではいきませんが、一応800着近く準備できるものと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 そしたら、はっぴについては、消防団のほうではどういうふうな見解を持っておられるん
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ですか。私と話した限りでは、余り防災に、私は経験から言ったまでのことですがね。あれ

は水をぬらかせば相当の防火対策になるということで話したつもりなんですが、その後、そ

ういうあれではないというふうにはっきり申されましたが、その辺について。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 消防団のほうがどう言われていたか、ちょっと確認できませんが、現在のところ、はっぴ

のほうが火災現場に出動するときに充足率が足りないということでしたので、今回、19年度

事業で取り組みまして、ある程度行き渡るようにということで準備をいたしております。火

災出動の折には必ずそのはっぴを着て出動するように指導していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 同じ230ページの非常備消防費についてお尋ねします。 

 予算書を見ますと、県の操法大会の項目で予算計上がされております。２年前と引き続き

の県の操法大会出場ということで、消防団の団員諸君並びに担当の所管の方々には本当足掛

け３カ月間の長期にわたる訓練に対応していくわけですが、この県の操法大会に臨まれるに

ついて、どういった種目に出場されるのか、また、今県大会が前大会と違った、そういうふ

うな何かやり方があるのか、その辺をお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 佐賀県の消防操法大会は２年に１回行われております。平成20年度におきましては、嬉野

市消防団はラッパ隊が出場いたします。ラッパ隊の団員52名が訓練して精鋭が出場するもの

と考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 今までの大会とはちょっと違ったあれがあるのか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 
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 選抜区域が異なっているんじゃないかと思います。市町村合併でですね。ただ、操法大会

の要領が異なっていることは確認しておりません。そのままだと思っておりますが、細部に

わたってはちょっとつかんでおりません。（「小型が今度はなかとか、小型ポンプの」と呼

ぶ者あり）そういうふうな話は聞いておりませんが、以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 今お聞きしたわけですが、今回の県の大会にはラッパ隊52名の精鋭が出場するということ

でありますが、この予算の計上を見まして、前回の出場のときもちょっと申し上げましたが、

何せ３カ月にわたる長期の訓練に対しまして、やはり一番大事なのはそれを支える予算面と

申しますか、そういった面が非常に要求されると思いますが、そういった手当てはできてい

るのでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 今回のラッパ隊の出場につきましては、予算措置としましては、報償費としまして260千

円です。それから、県からの指導、県のラッパ隊の指導員を受け入れるための予算措置とし

て36千円、それから操法大会の出場隊員の被服等の整備に520千円、それから日ごろの訓練

経費としまして300千円予算を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 前回、県の消防操法大会の負担金として300千円という計上が一昨年あったとですけれど

も、その項目はどうなっていますか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 その分は19節の負担金、補助及び交付金、消防団運営交付金1,490千円お願いしています。

この中に300千円入れております。 

 以上でございます。（「ちょうど300千円多かもんね、去年と比べて」と呼ぶ者あり）そ

ういうことです。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。野副議員。 
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○14番（野副道夫君） 

 232ページです。工事請負費の有蓋防火水槽が6,000千円計上されておりますが、これはイ

エスかノーかで答えていただいて結構ですが、以前に陳情が出ておりました五町田地区の関

係でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 イエスでございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 イエスということですから了解はしますけれども、この問題と前に出た、要するに補正予

算の関係の塩田工業の校長先生の社宅ですね。あの分の購入等は関係するのか否か。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 防火水槽の位置は工業高校の官舎と市営住宅の間の道路に一応予定したいと考えておりま

す。敷地内ではございません。 

 以上です。（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに。（「関連」と呼ぶ者あり）神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 今回は、それは五町田ということなんですが、それでは嬉野市内の中でまず陳情がどれだ

けあるのかですね、有蓋防火水槽について。 

 それから、以前質問をしたときには、現在の段階では全市の中で水利について今点検をや

っていると。消火栓であろうが、有蓋であろうが、無蓋であろうが、一応点検をやっている

と。その点検をやった後に有蓋防火水槽については必要なところというのをピックアップし

たいというふうな答弁があっているわけなんですが、今回１カ所だけなんですよ。それ以外

にやらなければいけないというところがどれだけあるのかですね。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答えいたします。 

 嬉野地区におきましては、消防団にお願いしてしているわけですが、まだ集計に至ってお
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りませんので、必要箇所については掌握をしておりません。ただし、以前に陳情のありまし

た箇所については、19年度で２カ所ほどできましたので、残り１カ所について、下岩屋地区、

２個についてちょっと課題が残っているというのが嬉野地区についての現状でございます。 

 以上でございます。（「塩田は」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 現在、塩田地区のほうについては、整備の計画は伝建地区のほうで、文化財のほうで２カ

所計画されております。今のところ、ほかのところから要望があるということは聞いており

ません。五町田地区のほうが最後のやつです。 

 ただ、中期財政計画の中では、財政状態が許せば年間１基ずつ程度は市全域を考慮しなが

ら計画をしたいと思います。ただ、財政的に厳しいものがありますので、確実とは言えませ

んが、できるだけ努力したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 一昨年、もうちょっと前だったと思うんですよね。全市内を一応点検するという答弁があ

ったのは、もう１年ちょっと前だったと思うんですよ。私の記憶ではですね。いつだったと

いうのはちょっと覚えていないんで。そのときからすれば、かなり時間がたっているんです

よ。まだ調査中というのは、ちょっとどうなのかなと。だから、地域からの陳情がある、な

いというのもわかります。でも、第三者的に見たときに、消防関係者が見たときに、ここは

必ず必要だという場所もあると思うんですよ。それを今調査しているというのはわかるんで

すが、早目に調査をしていただいて、今、課長のほうから財政が許せば１基ずつと言うんだ

けれども、市民の財産を守る大きな施設でもあるわけですから、やはり年１カ所と言わずに

２カ所ぐらいの、緊急性があるところは２カ所というふうな形の中でつくっていただきたい

なと。今回は１カ所なんですけれども、そしたら、あと嬉野が下岩屋の分でもう１カ所残っ

ているわけですよね。陳情で来た分であと１カ所。この分については今回は計上されていな

いわけなんですが、考え方としてどうなんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答えいたします。 

 嬉野地区全域を見ますと、ただいま調査中でございますけど、間もなく集計がまとまると
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いう──塩田地区も必要ですけれども、状態でございます。 

 ただし、嬉野地区につきましては、消防法の水利基準でいきますと大体700カ所、塩田地

区で大体350カ所ということで、水利基準から申しますと、大体充足数に達しておる。嬉野

地区で申しますと、今現在696カ所ぐらい水利があると思います。堤外水路あたりも含めて

達していると思っておりますけれども、それは当然、地域によってはばらつきがございます。 

 下岩屋の先ほどの件についてでございますけれども、ばらつきがある場所ではございます。

しかし、一応計画をして予算計上もお願いをいたして取り組んだわけですけれども、地域で

話がまとまらなかったということで、課題ということでしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 一応下岩屋については地域がまとまらなかったということで、ちょっと今回の計上はでき

なかったということで理解しておきます。 

 あと水利について嬉野700、塩田500ということですが、（「350」と呼ぶ者あり）300か、

済みません。ただ、これについては、無蓋のところは極端に言ったら10トンクラスぐらいの

ものもあるんですよね、極端に言えばですよ。防火水槽と言いながら、10トンクラスぐらい

しかないのも結構あるわけなんですよ。だから、これが本当火災が起きたときに対応できる

かといったら、対応できないわけなんですよね。やはり40トンクラスの地下タンクがあって、

減ったら本管から常に充てんできると、そういう状況でなければ多分火災に対応できないわ

けなんですよ。 

 そのあたりを含めて、今、もう間もなく嬉野市全域のいろんな水利の情報が入ってくると

いうことですので、早目にそのあたりの集計をしていただいて、この年次計画の中に有蓋の

工事請負費というものを速やかにつくっていただきたいと一応要望しておきます。答弁要り

ません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。関連ですね、山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 先ほど陳情は、嬉野のほうはあまりないように話がありましたが、私は嬉野町時代から内

野山のほうにぜひ必要じゃないかということで一般質問もしてまいりました。それで、年末

の夜警のときも内野山の消防団と話す中でどうしてもインターの入り口付近には欲しいとい

う要望がありましたが、陳情としては上がってきておりませんが、そういうふうなところに

対しては執行部としてはどういうふうな考えを持っておられますか。 

 あそこは中央タクシーの前にしかないわけですよ。それで、もう少し田ん中のところを行

- 677 - 



くにしても壁があって上れないということで、必要ということが消防団のほうから、ぜひあ

そこは何とかしてくれという話もございました。もう何年でもなるわけですが、その辺のこ

とについてはどうお考えですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所総務課長。 

○総務課長（支所）（坂本健二君） 

 お答えいたします。 

 消火栓は多分近くに存在しているかと思います。防火水槽につきましては、地元から話が

来ないというのは、つくる場所自体がちょっと悩まれているのかなというところもあろうか

と思いますので、地元の団、それから地元の嘱託員の方にもう一度お伺いをしまして、どう

いう内容なのか把握してみたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 225ページです。嬉野市議会始まって３年目になりますが、一番せこい質問をします。 

 光熱水費、イカダ記念公園75千円ですが、水道代が幾らで電気代が幾らか、わかれば教え

ていただきたい、わからなければいいですけど。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 イカダ記念公園の光熱水費75千円でございますが、内訳といたしまして、電気料が年間

44,400円、水道料が年間30千円、合計74,400円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 何でこういうことを聞いたかといいますと、使用料のときにイカダ記念公園の30千円の収

入があるわけですけれども、そのときに自動販売機の売り上げと聞いたわけですが、電気代

もかかるのになあとは思いよったとですよ。30千円の使用料をいただくに当たって44,400円

の電気代を払うというところで、もったいないというか、いかがなもんかなという思いがち

ょっとよぎっていたもので電気代が知りたかったわけで、嬉野市の中にもこういう施設がや

やあるかもしれませんので、一応問題提起ということで質問をいたしました。答えは要りま

せん。 
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○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 消防費の233ページ、委託料についてお尋ねしますが、防災行政無線施設保守点検業務で

1,482千円計上されておりますが、昨年と同額ですけれども、この保守点検に当たっては塩

田地区の防災行政無線各戸すべてついておりますけれども、どのような保守点検がなされる

のか、示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 この無線点検は、市役所内の親局ですね、この点検と屋外拡声子機ですね、14基あると思

います。その分と、あと各戸の個別受信機で簡単なやつはこの範囲内でやっていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 これは市役所内の主なところの保守点検と考えておりますけれども、個別的には各家にず

っとついておりますが、塩田町でいきますとね。例えば、外につけたアンテナがもし何かの

都合で折れたり、台風で吹き飛んだりとした場合については個人で負担をしていくのか、そ

れとも行政が一部負担をしていただくのか、その点はどういうふうな経過のもとでしていく

のか、答弁いただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 個別受信機につきましては、各個人に貸与しておりますので、あと維持補修については個

人負担となります。ただ、老人世帯とかがちょっと聞こえないとかいうような簡単な場合は、

持ってきていただいて、業者に頼みまして、一応無償で修理をしていただいております。そ

の分も含めた保守点検が入っております。特別な経費がかかる分については、今のところ個

人に負担をかけるようなことはいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 
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 塩田についてはすべての世帯についておりますけれども、これは当然、嬉野市になって嬉

野の町はついていない部分が多々ありますので、そこのあたりは政策的なものと思いますが、

市長、今後どのようにこの防災無線の関係についてお考えなのか、嬉野地区に配備するもの

と思いますけれども、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これは塩田地区、嬉野地区に限らず、現在、防災無線の対応については総合的に検討しな

くてはならないと思っております。と申し上げますのは、送信方法が大きく変わるわけでご

ざいまして、いわゆるデジタルで送信する時代になりますので、塩田地区も嬉野地区もアナ

ログの今送信状況になっておりまして、ですから、塩田地区のほうももう間もなく全面的に

かえなくちゃいけないというふうな状況になっております。 

 そういうことで、私どもとしては今後じゃあ全市的にどちらを選んでいくのか、将来的に

はやはりデジタルでしょうけれども、アナログにした場合にはどうなるのかというのを今い

ろんな資料を集めております。そういうことで、将来的に一番いいのはデジタルにかえてお

くほうが一番いいと思いますけれども、そこらの費用の問題とか、それから使用方法の問題

とかいろいろありますので、今資料をずっと集めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありません。副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 231ページ、委託料の消防団名称書きかえについてお伺いします。 

 これはもう私ずっと所管にお願いをいたしまして、特に去年の年末警戒のときにちょっと

いろいろ私も感じたところがありまして、もうこれは絶対必要だから、出初めまでに間に合

わんかというようなお話もしておりましたが、予算の関係でこういう新年度につけていただ

きましたが、大体この内容についてちょっとお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 合併後、消防の機庫、ポンプ等が旧町の名称になっておりましたので書きかえるものでご

ざいますが、とりあえず消防団の機庫のシャッター、それからポンプ、それから積載車の表

示、原則的にこの３つは最低限変更するというような予定でございます。ほかに各部によっ

て違いますが、ほかにあればその分ももう書きかえていきたいと、現在の部名称にかえたい
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と考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 特に夜間の火災の場合、黄色の表示灯というのが一番目立って、団員の方も自分の搬送車

がどこにあるのかというのを尋ねる場合、あれが一番目立って、なかなか書きかえがなかっ

たというようなのがあったとですけれども、先ほど担当の話では各機庫のシャッターも書き

かえるということで、そうなれば、もうほとんどの名義が変わるものと、そういうふうに解

釈していいですね。イエスかノーでお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 すべて変わります。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 217ページ、土木費、１目．道路橋りょう維持費の中の15節．工事請負費、道路維持補修

事業について質問いたします。 

 これが昨年20,000千円、一昨年が30,000千円という予算を組んでこられたわけですね。昨

年10,000千円減をされて、ことしがだから8,000千円程度減になっているわけなんですが、

ここら辺の、ここまで減額になった積算の根拠をまず教えていただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 減額になった理由としまして、嬉野町の場合は、旧嬉野町ですけど、この分につきまして

は、平成19年度5,000千円、平成20年度は4,500千円で500千円の減になっております。この

分につきましては、道路陥没等の緊急を要するための工事費を計上させていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 
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○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 本庁につきましては、去年が工事請負費にいたしまして15,000千円をつけていただいてお

ります。今年度が7,545千円ということで50.3％、かなり落ちております。その主な原因と

いたしましては、いろいろあろうかと思いますけれども、財政的なこともございますが、な

かなかそういう厳しいものがございまして、地元からの要求についてはかなりございますけ

れども、なかなか予算に反映できないというところが正直なところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 ちょっともう一回確認だけ。12,045千円ですよね、今年度当初予算。そこのそれぞれのも

う一回お願いできますか。何か嬉野と分かれとっとでしょう。（「はい」と呼ぶ者あり）も

う一回だけ、済みません。金額だけ。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 本庁分といたしましては、7,545千円でございます。支所の分につきましては、4,500千円

でございます。 

 以上でございます。（「合うかな、勘定」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 地方──地方と言ったらあれですけど、かなりの数の陳情、相当数上がっていると思うん

ですよね。特に市街地外の周辺部はこの維持費でほとんどが道路の修理等は行われていると

思うわけですよ。要するにこの次にあります改良工事ですよね、58,000千円ですかね。それ

は市道13路線のほか、大体決まっているわけでしょう。大体ですね、改良工事はどこどこを

すると。それ以外の路線については、この維持費で持っていくしかないわけですよ。ここま

で減額されると、本当私たち周辺部の人の安全、通学路の安全、これは果たしてこれで賄う

ことができるのかなという気がいたしますが、まず、要望の上がったやつに対して、例えば

急遽な修理がありますよね、突然陥没をしたから補修をしたとかなんとかという、当然ある

と思うんですよ。それともう１つは、例えば、どこどこ地区のガードレール──ガードレー

ルはちょっと違うかな、その道がどうだからオーバーレイをしてほしいとか、陳情があると

思うんですが、いわゆるそういう維持に対しての要望、陳情に対してどれぐらいこれで賄っ
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ているわけですか。どう言ったらいいかな。例えば、100％は当然賄っていないと思うわけ

ですが、これでどれぐらいができますか。じゃあ、今まで持ち越した分とかあると思うんで

すが、ことしでどれぐらいできるんですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 4,500千円の内訳につきましては、緊急を要する箇所でございます。その分につきまして、

支所の場合は道路工夫がおりますので、工夫で対応しております。原材料という形でします

ので、そういった緊急時には処理を行っております。 

 以上でございます。（「緊急時はね」と呼ぶ者あり） 

 お答えいたします。 

 要望につきましては、道路工夫でできる分は道路工夫で行っています。全体的にまだ把握

しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 本庁の担当いたします道路維持事業につきましては、地区別台帳を作成いたしまして、現

在のところ、35カ所要望があってございます。その中でカーブミラー、それからガードパイ

プ、そういった交通安全に関するものが９カ所ございます。今回お願いいたしました7,545

千円につきましては、一番優先順位といたしましては、舗装の穴ほげ、交通に大変支障の出

るところを優先して施工するようにいたしております。そういったことでございまして、緊

急を要するものをなるべく優先的にしていきたいということで予算をお願いいたしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田中議員。 

○７番（田中政司君） 

 だから、今、塩田の課長がおっしゃられたようなことを私は嬉野で聞きたかったわけです。

仮に嬉野でも要望は上がっていると思うんですよ。そのうちのどれぐらいをことしやろうと

思われての積算なのかというのを聞きたいわけ。それで、この金額で賄えるのかどうか。今

さっきの35カ所、９カ所、緊急を要すると言われましたけれども、このうちのどれぐらいが

今年度の予算で賄うことができるのかなということをお聞きしたかったわけです。そういう
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ことです。 

 最後になりますけど、それを嬉野、塩田それぞれにわかる──要するにこれは積算をした

んだから、どことどこをやるというふうな感じの答弁を私は欲しかったんですが、再度お願

いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 これはあくまでも少ない予算でございますので、限られた予算でございますので、なるべ

く今さっき申しましたとおりに交通にかなり支障のあるところ、危ないところということで

優先をいたしておりますが、一応仮に予算要求するためには、どこどこをするというふうな

ことであろうかと思います。仮といたしましては、光武線の舗装の補修工事、それから西山

線の排水溝の工事、それから第２中原線のこれも排水溝の工事、一応３地区を予定いたして

おりますが、あとは今さっき申しました緊急の舗装の補修工事でございます。 

 以上でございます。（「嬉野地区は」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 嬉野地区につきましては、緊急性を要する箇所という形で全体的には把握しておりません。

一応嬉野市は旧市街地、いろんなところで陥没等が発生します。そのための緊急対策費とい

う形で4,500千円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 そしたら、嬉野市のほうの課長にお聞きをしたいんですが、嬉野ではいろんな地区からの

陳情といいますか、修繕のお願いとかあると思うんですよね。そういうものを集計した台帳

というものについては作成をされているんですか、いないんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 嬉野地区につきましては、陳情箇所が平成16年度に４件、平成17年度に７件、平成18年度

に11件、平成19年度の11月現在で３件、合計で25件程度陳情があっていますが、この分につ
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きましては道路工夫で対応できる分は対応をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 大体課長が言われることはわかったんですが、それ以外にも地域の住民さんからいろんな

要望があるところがあるじゃないですか。あそこの水路が今壊れているとか、そういうとこ

ろも多分あると思うんですよね。だから、そういういろんな市民の皆さんから建設課のほう

に電話があるとか、直接話があるとか、いろいろあると思うんですが、そういうものをやは

りまとめた台帳というのが実際的にあるのかどうか──あるのかどうかというか、そういう

ものをまとめていらっしゃるのかどうかですね。それに対して工夫さんを利用して緊急時の

ところは対応しているということですが、それ以外に、それじゃ無理だというところについ

ては、そしたらこの4,500千円なら4,500千円を充当してされているとは思うんですけれども、

そのあたりの考え方がどうなのかなと思いまして、お聞きをしているんですよ。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えします。 

 緊急性を要するものは道路工夫、それもできない分は道路改良で行っております。当然、

道路改良でできない分につきましては、先ほど言いました緊急を要する分だけは維持費で行

っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 もう建設課長とお話しするときは、なかなかかみ合わないものでちょっと苦労するんです

が、どっちにしろ、ぶっちゃけたところ、極端に言えば、計画というものはもっとはっきり

つくってくれんですか。できん分は道路改良に回すといっても、一般改良のほうを見たって、

毎年毎年何千万、何千万というふうに削減されておるわけなんですよ。それはお金がないか

らということで十分わかるんですが、わかるんですよ。だから、そのあたり結局、いろんな

こういうふうな事例が出ていると。この中で結局、これについては道路改良の中ではなかな

か対応できない分、あるいは緊急のところで対応できない分という、その中途半端なやつも

あると思うんですよ。水路にするぎんた10メーターぐらいの水路の改修工事とか、道路でい

けば路肩が崩れていると、極端に言ったら５メーターか10メーター石垣ば積まんぎいかんと
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か、そういうふうな工事というのは道路改良としてなかなか上がりづらいじゃないですか。 

 そういうものに関して、結局、嬉野市内、嬉野地区の中のそういうふうないろんな皆さん

の意見というものをまとめた台帳をつくっていただいて、そこでこの4,500千円なら4,500千

円のうちの結局2,000千円は、今回はこういうところから使っていきましょうという計画書

をつくってくださいというふうな要望をしておきます。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきましては、計画書をつくるようにいたしたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 226ページをお願いします。 

 15節の工事請負費の中に北部公園野球場の黒土入れかえ補修でしょうか、500千円ありま

すけれども、この分をされるのは、ことし10月ですか、高松宮杯という野球大会があります

けれども、この分に照らしての仕事でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 高松宮杯という限定したものではございませんで、たまたま北部公園の内野の黒土関係が

かなりかたくなっておりまして、プレーするにも、特にスライディングなんかやりますと、

けがをするおそれがあるということで、掘り起こしといいますか、そういったことで行うも

のでございまして、高松宮杯が来るからというふうな特別なことではなくて、通常の補修と

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 一つお願いがあるわけなんですけれども、みゆき球場ですかね、あの分の腰の部分には、

内野、外野を含めてクッション材というのがはめてあるんですよね。衝撃防止のですね。鹿

島の蟻尾山公園ですか、あそこの球場もきれいにしてあるんですよ。町内で野球をされてい
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る方にちょっと伺ったんですけれども、塩田のほうの北部球場と、それと嬉野の轟球場です

かね、あの分がやっていないんですよね。先ほど話が出ましたように結局危ないわけなんで

すけれども、特に塩田中学生も使っていると思います、今はですね。塩田工業生も恐らく使

っていると思いますので、その辺の配慮というか、日数はかかってもぜひお願いしたいなと

思うんですが、課長はどういうふうに──課長というか、市長、その辺お願いできますでし

ょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 御発言につきましては、いわゆるラバーのことだと思いますけれども、実は以前、ダイエ

ーホークスと阪神タイガースの大会をやったわけですけれども、佐世保かうちかということ

で協議なされまして、佐世保がだめでうちが選ばれた理由はみゆき公園にラバーがあったと

いうことで、非常に高く評価していただいておるところでございます。 

 ただ、一般の方が使われるについて、今までの球場のつくり方としては、ラバーまでは必

要でないというようなことで設計等もあっとったと思いますので、本格的に公式戦をやると

いうことになると、ラバーが必要だというふうなことであろうと思います。ただ、費用とし

ても相当かかりますので、今、御意見は御意見として承りますけれども、今後の課題とさせ

ていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 全面的にすれば結構な金になるかと思いますけれども、最悪の場合でもバックネット付近

と内野部分ですか、そういう部分でもぜひしてもらえればと思います。できれば、全面的と

いかなくても、子供たちも使っていますし、市民の方も使いますので、その辺はぜひ御配慮

をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 222ページ、土木費の河川費ですね。13節の委託料です。901千円が括弧して西部公園とあ

りますが、これは間違いなく美野と思いますけど、間違えとったら別ですけれども、恐らく

美野として言いますけど、まず、これはどこでどこの方が委託を受けて何日ぐらいかかって
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いるのか、その辺からちょっとお尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 ただいまの御質問についてお答えを申し上げます。 

 この分につきましては、御指摘のとおり、美野地区の西部公園の草はらいが主でございま

すが、草はらいと、あとはトイレがございますので、トイレの清掃費ということで901千円

の計上をお願いいたしております。この分につきましては、たちばな学園さんのほうにお願

いいたしております。 

 何回お願いするかという御質問でございますが、草刈りにつきましては、草の状態にもよ

りますが、伸びたときといいますか、そういったことでございます。 

 それと、あとトイレにつきましては、月に二、三回じゃなかったかと記憶をいたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 この公園は、嬉野の方は恐らく直接なかなかあそこには行かれないと思いますけど、まさ

にあそこは河川敷ですから、遊水地ですから、１メーターか２メーターか下に下がっての公

園ですから、なかなか一般の方が見にくいという場所ですけど、とりあえず、そういう点に

ついては使用状況ですね、だれがどのくらい使われて、どういうふうな地元の人の意見があ

るのか、そういうことがあったのか。まず使用状況とか、地元の意見とか、ちょっとあなた

に聞くばってんが、それからもう１つ聞くとは、このことについて全く見えないから知らな

いだろうと大半の人が言われますし、塩田町時代、私も一般質問で看板をつくって進入の案

内をせにゃだめやっかということも言いましたけど、それもいまだかつてありませんから、

見えるのは堤防だけですね。ですから、そういう点についても含めて課長が答弁できればお

願いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 西部公園の使用状況ということでございますが、ただいま資料を持っておりますのは、利

用者数といたしまして、平成13年度が５件の450名、中身といたしましてはグラウンドゴル

フ関係に使われておるようでございます。それと、平成19年度の４月から８月まででござい
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ますが、合計40件、3,350名の方に御利用をいただいております。この分につきましては、

主に塩田小学校の少年野球の方が練習試合なり、練習なり使われておるような状況でござい

ます。利用状況を見てみますと、地元の方が利用されているということでございまして、地

元の方は西部公園を御存じでございますので、看板につきましては、もう少し検討をさせて

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 塩田はいろいろな公園が多くありまして、公園町長と言われるような時代もありましたけ

ど、あくまでも公園というものは、自分のうちの庭とかではされない広い場所でありまして、

そこをああいうふうな無料で、きれいなところで遊ばれるわけです。ですから、私はまず一

番あそこを、今言われた利用である程度はありますけど、場合によっちゃ、もっと今の倍ぐ

らい期待されます。ということは、社会教育課の江口課長にもちょっとお伺いしますけど、

これについては老人会あたりも、大体大草野とか、大草野の長谷あたりからもわざわざ中央

公園まで来てされておられますので、やっぱりたまにはあそこもいいですよというふうな案

内ですね。そのためには、今言いましたゲートボールをするような姿の絵のついた看板をつ

くるとか、とにかく何でも嬉野は温泉ですから看板、看板と言われますように、何でもまず

情報を知るためには看板も大事ですから、そういうことで社会教育課の江口課長、老人会と

か、あなたにも看板の必要性はいかがでしょうか、グラウンドゴルフのね。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後４時４分 休憩 

午後４時４分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 本庁建設課長。 

○建設課長（本庁）（松尾龍則君） 

 お答えを申し上げます。 

 確かに中央公園につきましては、朝、グラウンドゴルフで老人会の方がかなり毎日と言っ

ていいほどお使いになっておられます。そういったことで、西部公園もありますのでどうで

すかというようなことを機会がございましたら申し上げたいと、そのように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 
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 ほかに質疑ありませんか。副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 232ページ、消防施設費についてお尋ねします。 

 備品購入費として、これは毎年、消防各部の小型動力ポンプ並びに積載車の更新がほとん

ど毎年上がっておりましたが、ことしはそれが上がっておりませんので、それをお尋ねした

いのと、それから19の負担金、消火栓設置工事が前年度の倍額程度になっておりますが、こ

の２点についてお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 消防積載車の更新につきましては、一応計画はしておりましたが、今回は防火水槽のほう

を優先させていただいております。 

 それと負担金のほうですね。負担金のほうは消火栓工事の負担金で水道事業に払い出すも

のです。場所としましては、鳥坂、堤ノ上、畦川内、この場所の今あるやつの取りかえを計

画しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 その積載車も小型ポンプについても計画をしていたわけですか、それができなかったわけ

ですか。 

 それと、先ほど消火栓については水道事業についての負担金ということで、ちょうどこれ

は去年もお尋ねしたと思いますが、塩田の場合はもうほとんど地上式やったと、これを片山

課長の答弁で、これは逐次地下式にかえていきたいというような、そういう答弁をいただい

たと思いますが、その件に関連するわけですか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 まず、積載車ポンプの更新でございますが、一応この前までは15年、あるいは20年という

ことで計画をしておりましたが、現状では両方とも、積載車もポンプも20年ぐらいは使える

と、十分機能を使えるということで一応20年をめどに更新していこうということで考えてお

ります。現在のところ、一番古いやつで平成４年ぐらいに導入したものがあるかと考えてお

ります。 

 それと消火栓につきましては、現状３つとも老朽化しまして使用できないような状態に近
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いです。この分につきましては、すべて地下式にできるだけかえたいと。地元の方がどうし

ても地上式がいいと言われない限りは、原則として地下式に変更していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○６番（副島孝裕君） 

 それでは、この小型ポンプ、積載車。積載車については15年やったと思います。それから、

小型については20年というようなめどがあったと思いますが、これは消防団についてはもう

理解されているわけですね。 

 それと、消火栓の設置工事の場所はお聞きしましたが、箇所数をお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 本庁総務課長。 

○総務課長（本庁）（片山義郎君） 

 消防積載車、あるいはポンプの更新につきましては、塩田町のほうはもう合併前から20年

という目安を大体しておりましたので、了解していただいていると思います。嬉野のほうは

新しいのが多かったので、まだ嬉野の消防団の幹部の方にはお伝えしておりません。これも

幹部会議等でお伝えしたいと思っております。 

 それと、消火栓の設置箇所は、これは各地区１カ所ずつ３カ所でございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで第９款．消防費までの質疑を終わります。 

 次に、予算書236ページから286ページまで、第10款．教育費の質疑を行います。質疑あり

ませんか。野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 238ページ、この件については教育長にお尋ねをしたいというふうに思いますが、委託料

の中で校長先生の知恵袋事業というのが1,230千円計上されております。 

 資料を見てみますと、各学校の学校づくり推進計画をもとにヒアリング等を実施して、そ

して制度にのせていくというような説明がございますが、学校の推進計画をもとにヒアリン

グを行うというのは、ヒアリングというのは、要するに教育長が行うんでしょうか。それと

も教育委員会が行うんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 
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 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 校長先生の知恵袋事業ということでございますが、ヒアリングを行う相手ということでご

ざいましょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）一応教育委員会とフルメンバー、今現在４名お

りますので、その４名と指導主事２名、そして教育次長が入って校長先生にしていただくと

いうことで考えております。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 そうすると、各学校の学校づくり推進計画というのは、恐らく年度当初に提出をされてい

るんじゃないかというふうに思うわけですね。年度当初に提出をされた推進計画に基づいて、

要するに工夫をされた事業というのがヒアリングの中で採択をされていくというふうに思う

んですが、もし途中でこういった工夫をされた事業というのが提案をされた場合には該当す

るのかしないのか、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えを申し上げたいと思いますが、20年度の予算に向けて、昨年の10月から、いわゆる

来年４月から20年に向けて取り組みたいものを校長先生に計画を立てさせております。従来

でございますと、特色ある学校づくりという視点でですね。特に今、文科省あたりでは中央

教育審議会の答申を受けて、学校の自主自立という視点で校長先生の裁量権の拡大という方

向で進んでおりますので、そういう時点で10月に予算を立てて、そして、新規の名目、従来

は特色ある学校づくりでございましたけれども、嬉野っ子輝きアクションプランというプロ

ジェクトの中の一つとして、この校長先生の知恵袋事業というのを本年度予算措置でお願い

している分でございます。 

 ですから、一応来年の状況ということですので、現在の子供たちの状況を十分把握して、

そして、それに基づいて来年やりたい内容について計画を立てていくと。中長期的には５年

先を目がけてプランニングをするようにという指示をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 例えば、吉田の小・中学校がことしの２月には子ども夢会議を実施したわけですね。恐ら

くああいうのも一つの工夫を凝らした事業であるというふうに私は理解をするわけでして、
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ああいうのも恐らく入ってくるだろうなというふうに思っております。 

 予算が1,200千円ですから、嬉野市内の小・中学校を合わせますと、おおむね十二、三の

学校があるわけですね。１校にすれば、約100千円程度の事業になろうかというふうに思う

わけですが、そこは均等に配分をされるのかどうなのかはわかりませんけれども、その事業

の大小によって配分をされるのか、あるいは均等的に配分をされるのかというのがあります

し、それから、本当にこういった事業というのは地域にとってもいい事業であるわけですね。

というのは、私も２月の吉田の子ども夢会議の事業のときに参加をさせていただきましたけ

れども、要するに地域を巻き込んだ事業であるわけです。私たちにとっては子供たちがこう

いった夢を語ることによって、今の子供たちはこういうことを考えておるんだというような

ことまで、親としての責務みたいなのを感じさせられたわけですね。 

 だから、本当にこういった事業をこれから先どんどんどんどん推進していくことこそが本

当の特色ある学校づくりであり、あるいは子供を育てる事業であるというふうに私は理解す

るわけで、ただ、１校当たりに100千円程度の予算で本当にこれがこれから先推進されるの

かなと。財政的に厳しいことはわかりますけどね、もっともっとこういうところには財政的

にも投入をして、そして、大幅な事業を展開していくことがこれからの課題じゃなかろうか

なというふうに思うわけでして、そこら辺はお願いをしたいのと、それから、教育長の考え

方を、もう３回目ですから、あと言えませんけれども、お聞かせをいただきたいというふう

に思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 分配についてのお尋ねも若干入れてお答えしたいと思いますが、まず、子供たちの児童・

生徒の子供割ですね、それから学校割を勘案します。そして、残った調整額をプレゼンテー

ションで校長先生に配分をしていくというふうに予定をしております。その際、教育委員さ

ん方もしっかり聞いていただいて、３段階ぐらいに一応分けて、Ａクラス、Ｂクラス、Ｃク

ラスぐらいの部分で、そして、こちらのほうで案をつくっておいて、それに充当する割り振

りをするという分け方に持っていきたいというふうに思っているわけです。 

 したがって、昨年度、19年度でございますけれども、額が879千円でございます。本年度

ついておりますのは1,230千円でございますが、これは18年度に合併したときの金額にせめ

て戻していただきたいというふうな願いがあって、そういう金額に戻していただいている向

きがございます。本音といいますと、もっと欲しいというのが本音でございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田口議員。 
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○17番（田口好秋君） 

 236ページ、10款１項２目の事務局費の中の報酬ですが、特別支援教育支援員のことでお

尋ねをいたします。 

 これは昨年度からの事業だと思っておりますが、今回６名の方を配置される予定として

10,800千円計上されております。 

 まずお尋ねするのは、この６名の方で十分なのかということですね。それと財源、説明書

の166ページでは10,800千円。これは私の記憶違いだったらあれなんですが、国の制度です

か、そういったことでこれは始まったような記憶をしておりますが、この166ページを見て

おりますと、一般財源で賄っておられます。そこのところと、この説明書の４番目に事業期

間が平成20年度となっております。これが今後どうなっていくのかですね。そこのところを

御説明願います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ３つぐらい御質問があったのではないかと思いますけれども、まず、この６名で十分なの

かということでございますけれども、現段階で、２月末段階でと申しましょうか、その段階

で各学校の情報を収集しております。もちろん年間通して収集しているわけでございますけ

れども、現在４名ですけれども、プラス２名をしていただかないと非常に厳しい状態である

ということが現状でございます。ことしつけている学校以外には、久間小学校と轟小学校、

各１というふうに予定をしております。 

 そして、今後ということですが、一応大幅な変更はないかもわかりませんけれども、県の

ほうに加配要求あたりも、定数外に加配がつく部分がございます。そのあたりの加配の状況

等を見て、例えば、嬉野中学校の養護教諭が２名加配になっているわけですね。それがつか

ない状態である場合に果たしていけるのかですね。そこら辺のこともちょっと考慮しなくち

ゃならないんではないかと思います。そういったことで、いわゆる新年度になりまして、実

情に応じた形の部分も再チェックをしていきたいというふうに思っております。 

 それからもう１つ、次の20年度までということでございますけれども、一応19年、20年と

この制度はなっております。したがいまして、交付税措置ということで行っておりまして、

特に各学校に１人ずつぐらいというキャッチフレーズで出しているところでございます。そ

ういうところでいきますと、大体交付税あたりで見てまいりますと、嬉野市は今回、昨年ま

で、19年度よりも報償費が上げてありますので、そういう点でいくと６名ぐらいが国から来

る、該当する部分じゃないかなというふうなことは思っているところでございます。ですか

ら、一応19、20年度については結構ですけれども、21年以降ですね、これがなくなったとき

のことを考えれば、そうむやみに出せないのではないかなというふうなことで思っていると
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ころです。 

 したがって、他の市町村あたりも若干調べてみておりますけれども、鹿島市が７名、武雄

市が６名ぐらいですね。小城市あたりは極端に多くて14名とかつけておりますけれども、あ

と国の補助が切れたときに市単独で持てるのかという部分がございますので、そういったこ

とも考慮しながら、今のところ進行している状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 それぞれの学校にはそれぞれの障害を持った子供、あるいは問題行動がある子供たち、そ

れに対応するためには、このような制度とか、あるいはアドバイザー事業とか、カウンセラ

ー事業とか、いろいろなことでやっていただいております。だから、今、教育長のお話を伺

えば、やはり今後のことですが、これは市長、あるいは教育長の施策の部分だと思うわけで

すね。そういうことで、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に御答弁をお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 19年、20年というふうに改善をしていくわけでございますけれども、この計画書の活用、

それから最終的には報告書もいただくわけでございますけれども、子供たちの変容が非常に

見られます、随所でですね。そういった意味では、つけた効果というのは非常に高いわけで

す。ですから、今後も私としてはぜひ市のほうにお願いをして、市長部局にお願いをして、

継続をしていただきたいというふうなことで要望はしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 市長、市長の御見解をお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 学校によくお伺いはするわけでございますけれども、議員御発言のように、それぞれの学
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校で障害を持っておられる方、また、その他の方がいらっしゃるわけでございまして、こう

いう施策につきましてはぜひ取り組んでまいりたいと思って、教育委員会の考えを支持して

おるところでございます。ただ、全般的な予算等の課題もございますので、そこらにつきま

してはぜひ前向きに取り組みをしたいと思っております。 

 また、幸いにして最近、嬉野市に対しましては、県のほうの加配も前向きに取り組んでい

ただいておりますので、まだ決定はいたしておりませんけれども、そこらにつきましてはま

た教育長を通じて、私自身も県のほうにもお願いをしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 236ページの教育費の教育委員会費ということでお尋ねしたいと思いますが、報酬の教育

委員会委員が４名で1,700千円計上されておりまして、昨年は1,214千円ということで、減が

486千円になっておりますけれども、この経過を示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 現在、教育委員につきましては４名おられます。予算の根拠でしょう。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

○議長（山口 要君） 

 減額の理由。（「昨年よりか486千円減額になっている、いや、ふえとるわけ」と呼ぶ者

あり）増やろう。 

○教育次長（桑原秋則君）続 

 ふえた原因は報酬の改定があっておりますので、その分がふえております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 現在、１人欠員じゃないかと思いますけれども、そのことについては議会最終日に追加議

案を出しんさっかどうかわかりませんけれども、その経過、１人減についてはどのようにお

考えなのか、その点を示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、１人減員になっております。先般、事情があられまして辞表を提出されたわけでご

ざいまして、私も事情をお聞きしまして、辞意がかたかったということでお受けしたわけで

ございます。突然の辞表でございましたので、現在、後任につきましては考慮いたしており

まして、できましたら６月にはお願いをしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 １人減ということですが、私もインターネットを開いてみましたら、まだまだその方のお

名前が不知火太鼓代表、嬉野市教育委員ということで載っておりますので、その取り扱いに

ついてはどう示していくのか、お尋ねしたいと思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 まことに申しわけございませんけれども、インターネットに書かれてあるということでご

ざいますので、すぐ訂正をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 278ページです。補助金だと思うんですけれども、高松宮賜杯第52回全日本軟式野球大会

200千円と、第26回全国シニアソフトボール嬉野温泉大会500千円ですが、開催がいつされる

のかと、どのくらいのチームが来られるのかと、宿泊されるだろうと思われますが、何泊ぐ

らいが見込まれるか、お尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 まず、高松宮杯ですけれども、これは10月10日から３日間の開催予定でございます。参加

チームの予定は32チーム、このトーナメント表の予想が書いてありますけれども、32チーム

が参加する予定です。 

 それと、シニアソフトですけれども、これは５月18日からだったと思いますけれども、こ
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れも３日間程度開催されて、今のところ、予算としては80チームを計画しております。全国

にもっとたくさんあるんですけれども、今のところ、参加をしたいということで希望が来て

いるのは大体80チームぐらいですね。昨年も同じぐらいの規模で開催をされております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 宿泊予定。 

○社会教育課長（江口常雄君）続 

 宿泊は、それぞれ大会２日程度ぐらいは見込めるものもありますけれども、全部がという

わけではありません。近いところは当然帰ったりもされるでしょうから、宿泊希望も今、シ

ニアソフトについては宿泊担当のほうで把握をしております。高松宮杯はまだしておりませ

んけれども、以上です。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 ５月18日ということになると、もうちょっとアウトになるみたいですけれども、全国から

80チームの選手が来るということ、10人いたって800人ですか、最低でもですね。800人、

1,000人近くの選手の方が嬉野に来ていただくわけなんですが、この500千円をどのような分

配というか、補助ですから、これは体協に行っていろいろされるのか、どのような使われ方

があるのかと、ちょっと戻るわけなんですが、大会誘致等の4,000千円がこのチーム等にど

のように流れるのか、その２点をお尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 それでは、社会教育課のほうの補助金の流れ方ですけれども、シニアソフトについては実

行委員会というのを今つくっております。それで、体育協会の会長を主にしておりますけれ

ども、主にはソフトボール協会の方々が主になって、あと旅館組合の事務局の方と支所の商

工観光課長も入っていただいておりますし、森支所長も入っていただいております。それと

私たち事務局がありますけれども、各チームの参加費が１チーム当たり30千円ですので、そ

れで大体80チームと計算して2,400千円あります。全体の予算が3,500千円ぐらいではないか

というふうに考えております。その中で補助金500千円ですので、７分の１ぐらいの割合に

なりますけれども、全体的な運営に使われるということで考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 支所商工観光課長。 
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○商工観光課長（支所）（一ノ瀬 真君） 

 お答えいたします。 

 大会補助金につきましては、同じ市から別の補助金が出されるものにつきましては、要綱

によりまして支払いができないということになっておりますので、こちらのほうの補助金に

つきましては支払われないことになります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員。 

○５番（園田浩之君） 

 まさに観光のＰＲに最高の場所だと思うんですけれども、全国から1,000名以上のお客さ

んが来ていただくに当たって、500千円の補助は実行委員会に補助されるわけですけれども、

これに対して市長は、神近議員だったですかね、市長交際費ができるか、できないかという

議論がなされておりましたけれども、そういうことも含めて、この80チームという──当然

あいさつとかなんとかはされるでしょうけれども、それ以外にせっかく来ていただいたそう

いう方たちにどのような対応をされるか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えをいたします。 

 この大会を誘致するにつきましては積み重ねがあったわけでございまして、まず、私ども

の市内にございますソフトボール協会とか、シニアソフトクラブの方々が数年前から九州地

区の大会とか北九州の大会、それからシルバーの九州大会とか、そういうものをずっと開催

しておられました。そういうものに私どもとしてもできる限りお手伝いをしてきたわけでご

ざいまして、そういう中で全国大会を開催するまでになられたわけでございまして、１年前

にこういう話がございまして、そのもう１つ前が沖縄で開催されまして、沖縄はすべて村が

主催でやったということでございまして、また、昨年は下呂温泉でやられました。そのとき

に結局、私どもとしても数千名の方がお泊まりいただくわけでございますので、ソフトボー

ル協会の方々と話をして、可能であるならば、ぜひ私どものほうで開催していただきたいと

いうお願いをしたわけでございます。 

 そういう経過もございまして、また、全国シニアソフトボールの会長さんも数年前に来て

いただいて、私どもの施設等を見ていただいて決定をしていただいたという経緯がございま

す。そういうことで、体協が主催でやっていただいておりますので、主体的には体協が動い

ておられますけれども、私どもも職員も申し上げましたように今努力をしておるところでご

ざいますので、ぜひ成功させたいと思っております。 
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 また、いわゆる当日になりましても、前回開催地の下呂におきましても市を挙げて努力し

ておりますので、私どもの職員としても、できるだけ手伝っていきたいというふうに思って

おります。 

 また、その他のおつき合い等につきましては、これはもう私のほうで責任を持ってやりま

すけれども、まだ旅館組合とか観光協会とも最後の歓迎の詰めをしておられますので、そう

いうのができ上がってから、また私どもとしても、もちろん私も顧問に入っておりますので、

ぜひ御協力をしてまいりたいと思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 園田議員、いいですか。（「もう３回ですから」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑ありませんか。（「関連」と呼ぶ者あり）川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 高松宮杯の件でお尋ねします。 

 この部分で32チームですので、それと開催日が土、日、月曜の休みの日ですよね。全国か

らどれくらいの方が見えると予想されていますか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えをいたします。 

 県の軟式野球連盟の資料をいただいておりますけれども、その予定では全体で1,110名と

いうことですけれども、参加選手は640、それと視察とか役員さんあたりで150名、宿泊とし

ては、１日目は560名程度、２日目は320名、３日目は80名ということで、宿泊延べ数として

は960名というふうに予定をしておられるようです。（「野球のほうですよね、今のは」と

呼ぶ者あり）はい。 

○議長（山口 要君） 

 川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 今の情報は商工観光課長には行っているわけですか。 

 それともう１つ、私もこの冊子はもらったんですよ、あるところからですね。この中に参

加賞の湯飲みが、これは400円のやつを1,200個と書いてあります。それと、さっき言われま

した宿泊ですね。その宿泊も、話に聞いたところでは、軟式野球連盟の佐賀の方が宿泊の割

り振りをされるという話を聞いたんですが、結局私が言いたいのは、縦の社会の動きじゃな

くて、横の動きをとってもらって、そういう勧誘ですか、例えば、焼き物にしても、宿泊に

しても、そういう動きをされておるのか、お尋ねをしたかったわけです。 
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○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えをいたします。 

 10月の行事になりまして、私どもとしては、今のところ、まだこれに関しての動きはして

おりません。ただ、軟式野球連盟のほうでは会議をして、ずっと計画は進めておられるよう

ですので、軟式野球連盟のほうにはお話をしておきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 審判の訓練といいますか、そういうとも始まる予定なんですね。そういう動きが始まって

いますので、幾ら10月10日からの開催だから、時間があるからという考えかもしれませんけ

れども、そういう宿泊とか湯飲みやったですかね、嬉野市のためになることはもう早目に動

かれたほうがいいと思いますけれども。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 補助は出しますけれども、うちのほうがどういうふうな形でこの大会にかかわるというこ

とは、まだ実際ちょっと入っておりませんので、そこら辺を含めて話をしていきたいと思い

ます。 

○議長（山口 要君） 

 もう一回どうぞ。 

○８番（川原 等君） 

 入っていないのは、主催が軟式野球連盟ですので入っていないかもわかりませんけれども、

メーン会場はみゆき球場でしょうが。そして、開会式とかなんかも嬉野市でしょう。そうい

うことを考えれば、動かんばらんか、動かんでいいのかというのは必然的にわかるじゃない

ですか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 ちょっとお答え申し上げます。 

 私が実際、こちらのほうの実行の責任者でございます。そういうことで、今、旅館組合に
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は、今回はエージェントを入れないで、すべて旅館組合のほうに宿泊のほうはお願いしてい

る段取りをとっております。 

 それと、ほかの宿泊については若干分宿が出てくるかと思います。武雄市でも開催されま

すし、太良でも一部ありますので、その辺の分がございます。ただ、実際の実行委員会は今

立ち上げの段階でございまして、いろいろ準備は当然させていただいております。実際の施

設の視察等も全部終わっておりますので、あとの分はもう昨年から何回か実行委員会的なも

のが開かれていまして、実際に動くのは４月からぐらいと思います。そういう形で今、逐次

進めさせていただいております。（「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 お諮りします。議案質疑の途中でありますが、本日の会議時間は議事進行の都合によって、

あらかじめ２時間延長したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間を２時間延長することに決定をいたし

ました。 

 それでは、議案質疑を続けます。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 先ほど川原議員のほうから出たわけですけど、こういうふうなせっかくの機会というのを

もっと生かすために、先日、市長の交際費というのでは非常に足らんというふうなことだっ

たら、需用費かなんかでも充てて、先ほど言いよったせっかくの嬉野産の湯飲みでも市のほ

うから贈呈するというようなことはできんですかね。よっぽど何かで無理して消費宣伝あた

りをあっちこっち打つよりも、お土産にそういうものを差し上げたほうが何倍もの宣伝効果

があると思うんですけど、どうでしょう、市長。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 この件につきましても、これは誘致の段階から話をいただいております。そういうことで、

私どもが当然メーンの会場になるわけでございますので、議員御発言のようなこと、さまざ

まなことを考えて、私どもとしてはこういうふうな予算を組ませていただいているというこ

とでございます。 

 それで、今からずっと事務局で詰めていかれると思いますので、そういう点はぜひ申し入

れもさせていただきたいと思いますし、また、嬉野の観光につながるようなことで行ってい

きたいと思います。 

 それで、いろんな大会の誘致につきましては、できるだけ早目、早目に動いていっており
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ます。また、観光協会とか、それからお茶関係の方々あたりも御協力をいただくような体制

をとっておりますので、そういう点では予算を組む前と、予算はなくてもいろんなところに

お願いしてお茶を贈呈するとか、そういうことをやっておりますので、議員御発言の趣旨を

生かしながら努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 237ページの子どもと親の相談員設置事業について、今年度の事業だと思いますけど、大

体概要を説明していただきたいと思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 子どもと親の相談員設置事業につきましては、主要事業の中の169ページに掲げておりま

すけれども、この事業につきましては、相談員１名の方を配置しておりまして、19年度まで

は一応国の補助がついておりました。20年度からは単独で設置事業を行うものでございます。 

 相談員の方は１名ですけれども、基本的に五町田小学校と塩田小学校に設置をいたしてお

ります。 

 あとはこの予算等については700千円計上しておりますけれども、内容については以上で

す。一応ここに掲げてあるとおりと思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 大体不登校児対策の事業だと思いますけど、児童の話し相手とか、家庭と学校の連携とか、

そういう支援の事業だと思いますけど、いい事業だと思っております。ただ、親の相談が必

要なんです。もちろん親の相談もなさると思うんですけど、親同士の連携とか、そういうも

のがすごく力になると思いますので、親同士の相談室がこれで開設できるような機会がです

ね、親同士が集まって話し合えるような、そういう機会を設けていただきたいと思いますけ

ど、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 議員発言のとおり、親同士の連携というのは非常に大事なものでございまして、子どもと

親の相談員は国の予定でございましたけれども、今年度で切れます。それで、市でお願いし
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ている部分がございますけれども、親さんの指導等については、小学校ではスクールアドバ

イザーを各小学校関係、中学校においてはスクールカウンセラーを大体配置するということ

で思っておりますので、そちらのほうでも十分できます。 

 そして、特に親同士の連携ということでやっているのは、嬉野中学校の登校拒否を抱える

親さんの親の会というのを年間に２回ほど本年度は実施をしております。そういうことでご

ざいますので、今後、そういった親同士の検討会が必要であるとするならば、実施をしてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 236ページの事務局費の中で、適応指導教室指導員ということで２人指導員を配置されて、

3,600千円という経費を計上されておりますが、これは新しい事業ということで、いじめと

か不登校対策の事業の一環ではないかと思いますが、本市においても不登校が十数名いらっ

しゃるという状況の中で具体的な取り組みはどのようにされていくのか、示していただきた

いと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えしたいと思いますが、19年度から適応指導教室ということで、文化センターの２階

をお借りしまして、開所いたしました。特に５月を開設時期と定めていたしておりまして、

５月から生徒さんが４人ほど最初は入ってきております。そして、その子供たちが大体４人

のうち３人は12月で学校のほうに戻っております。一番遅いのは２月までかかっております。

その間にまた新しく入ってきたりということで、現在も通っている部分がありますけれども、

この１年間を見ますと、８名の生徒さんが適応指導教室に通学をしております。そして、見

学に来られたという情報もありまして、この塩田中学校、久間小学校ですね、そういったと

ころからも保護者と同伴で見に来られているというところでございます。 

 場所的に文化センターの２階でございますので、幸いにして２カ所入り口があるんですね。

１カ所は普通、この前、副島議員が御質問になった場所と、もう１つは向こうの通路側から

ぽんと上がって教室に入れる部分があります。どちらかというと、そちらのほうから入って

くる子供さんが非常に多いです。というのは、非常口になっていますけれども、非常口はき

ゃしゃな感じがするんですが、あそこは立派な階段でございまして、いきなり教室に入って

こられるという部分で、そういう点で非常に今成果は上がってきているというところでござ
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います。 

 この前、適応指導教室の反省会あたりもいたしましたけれども、非常に効果が上がってい

るということでございますけれども、特に教育相談の方と、あるいはスクールアドバイザー

の方、嬉野中学校で申しますと、適応指導教室と、それからいちょう教室の担当、ここら辺

との連携を非常に密にしてということでございまして、学校には来れないけれども適応指導

教室には来れると。それから、学校でいちょう教室におりますけれども、伸び伸びと外で遊

ぶことができないわけですね。そういうところでは帰りにこの適応指導教室に寄って、３階

のステージ、体育館のところですね、あれで汗びっしょりになって帰るとか、そういったこ

とで来るときの顔と帰るときの顔が随分違うというふうなことで、非常に効果があるという

ふうなことで、そういったことが報告されております。 

 したがいまして、先ほど話がありましたけれども、この前の神近議員の話の中では中学校

38名ということが不登校の数として上がっておりましたけれども、そのうちの３分の１程度

は私自身、目標にしておりましたので、その３分の１程度には何とかことし適応指導教室に

来れて、そして復帰できる見込みであるのかなということを思っているところです。 

 そして、もちろん相談員の人はそこにいるばかりではなくて、子供のおうちにも出かけて

おります。嬉野から塩田中学校にも出て、いわゆる登校拒否の子供ですと人間関係をつくる

というふうな形で、そういう動きも幅広くしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 この指導員の適応指導教室については非常に効果があるということで、３分の１、13名程

度が学校に帰るというような状況になったと聞いておりますけれども、文化会館といえば嬉

野地区でありますので、塩田地区からこの送迎に当たってはどのようにされておるのか。そ

してまた、指導員のお二人の方はどういう経験者なのか、教師だったんだろうと思いますけ

れども、その点、具体的に示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 先ほど見学に来られた方は塩田と久間の方なんですけれども、あと通ってはおられません、

現在のところ。そのとき来られたときは、塩田中の方はお母さんと見えております。久間小

学校はお母さんと養護教諭が一緒に連れてくるという形で来ておられまして、ここら辺が今

度20年度の対象になるのではないかなというふうなことで予定をしているところです。 

 それから、指導員の相談員のほうでございますけれども、１名は教員の資格を持っており
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ます。もう一人の方は教員の資格を持たない方ということで、ただ、４月から５月にかけて、

あるいは年度の途中においても、それぞれ研修等を頻繁に行っております。それから、スク

ールアドバイザー、カウンセラーの先生方との協議会も年に何回となく実施をしております

ので、今のところは非常に指導の先生方の力量も高まっているというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 指導の先生方の御苦労に効果が非常にあらわれておると思いますけれども、この指導の先

生方に当たっては、非常勤特別職というふうなことですけれども、お一人月150千円の12カ

月で計算して3,600千円ですかね、計上されておりますけれども、月にどのくらいの日数が

出勤されておるのか、その点まで含めて示していただきたいと思いますが。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 適応指導教室の相談員につきましては、今まで従来、19年度は臨時職員ということでお願

いをしましたけれども、制度上、20年度からは非常勤の嘱託職員ということで雇用の形態を

変えております。非常勤の嘱託職員につきましては、基本的に月16日以内、週30時間以内と

なっておりますので、あとはそれぞれ学校の勤務形態に合わせながら、時間帯については勤

めていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 245ページと256ページにそれぞれの小学校、中学校管理費の中で委託料として耐震診断業

務が３校分、それぞれ4,500千円ずつ上がっておるわけですが、56年以前に建てられた建物、

受けなければならないということですが、これですべて耐震診断は終わりなのかということ

と、もう１つ、この前、耐震診断を受けたのが、当初は１月ぐらいには答申が出るだろうと

いうことでございましたが、まだ伺っていないようですので、それが大体いつごろになるの

か、２点だけお尋ねをいたします。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 今年度は塩田小学校と大草野と、それから大野原中学校を予定しております。残りの分が
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──失礼しました。耐震の診断につきましては、一応今年度で終わりでございます。 

 以上でございます。（「もう１つ、結果」と呼ぶ者あり） 

 結果につきましては、塩田小学校、久間小学校、それに吉田の中学校の体育館につきまし

ては、まだ正式なところでの判定委員会からの通知は来ておりませんので、追って参るかと

思いますので、来次第、当然公表をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 247ページのパソコンの配置なんですけど、リースのところと買い取りのところとあると

思うんですけど、それはちょっと買い取りが少ないと思うんですけど、買い取りはどれくら

いあるのかというのと、まだ個人のパソコンを使用している学校が何件あるのか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 パソコンの設置状況についてでございますけれども、すべて小・中学校リースで対応して

おります。当然、個人でのパソコンの持ち込みはあっておりません。 

 パソコンの配置につきましては、パソコン教室用と、それから校内のＬＡＮ用ですね。教

室用、職員室、これはデスクトップとノート型、これについても一応リースで対応しており

ます。あと教師用につきまして、それぞれ各小学校、中学校に１台ずつ配置をいたしており

ます。それから、嬉野地区につきましては、校務用で、事務処理用ということでそれぞれ１

台ずつ配置をいたしております。 

 ちなみに配置の状況、台数を申し上げますと、嬉野の小学校がただいま申し上げましたも

のすべてを入れまして201台、それから中学校が、嬉野の嬉中、吉田中、大野原中学校につ

きまして137台、それに塩田地区につきましては、小学校で54台、中学校で41台、合わせま

して総計で433台のパソコンを配置いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 多分教師用が１台、学校に１台ぐらいしかないところがあったと思うんです。恐らく個人

用のパソコンを使用してある学校がまだあると思います。それで、生徒の個人情報というの

がかなり流出すると思っています、現在ですね。その規則関係はどのように管理してあるの
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か。生徒の個人情報に関して、あるいはパソコンのメモリーをどのように管理してあるか。

まだ先生の個人のパソコンを使っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、そこ

ら辺はどんなふうに把握してあるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 御指摘のように、個人でパソコン、自家用というんでしょうか、自分用のを持って使って

いるのももちろんあります。学校用は学校用であるわけでございますけれども、特にチップ

等については、校長研修会等でより厳しくというんでしょうか、保管のこと、それから持ち

帰りの部分あたりも含めて、校長の指導のもとに動かすということでお願いはしております。 

 先ほど先般、鳥栖方面で車上に置いておったというのもありますし、そういったこともあ

りますので、個人情報流出の部分もございますので、そこら辺については機会あるごとに指

導はしているところです。 

 以上です。（「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 芦塚委員、いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 芦塚議員の関連質問ですけれども、パソコンについて、小学校の分については、昨年は

21,776千円リース代を計上されて、ことしは20,832千円ということですが、リースの期間に

よって計上が違うと思いますけど、その点を示していただければと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 昨年、一応更新があったところがございますので、嬉野の小学校、それから、中学校の校

内ＬＡＮ用につきましては、昨年の10月１日から更新をいたしております。その関係で若干

予算が変わっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 パソコンの配置については433台、学校に配置されておりますけれども、それぞれ子供た

ちに支障がないように適正に配置されておるのか、あるいはどこかの学校がちょっと不都合

を来しておるのか、その点いかがでしょうか。 
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○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 パソコンの配置では、先ほど申し上げましたけれども、嬉野地区につきましては、小学校

では30台ですね。嬉小につきましては35台、そのほか吉田、轟、大草野小、大野原につきま

しては30台ですね。塩田地区につきましては17台、それぞれ３校ですね。五町田、久間、塩

田、配置をいたしておりますけれども、基本的にクラスの生徒数は多いところで三十二、三

名ですかね。特に五町田の地区が多いかと思います。非常に行き届いていない部分もありま

すけれども、１台に２人ないし３人つきながらやっているところがありますけれども、基本

的には、今はそういう嬉野地区と塩田地区のパソコンの配置状況に差異はございますけれど

も、今後、そこら辺については設置台数について統一をしていかなきゃならないというふう

には考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 今の教育次長の答弁では、不都合もあることにはというふうな含みの言葉を言われました

けれども、これはやっぱり公平な、学校教育の一環としてのパソコンの授業ですので、子供

たちに不都合を生じないように適正に配置すべきだと思いますけれども、教育長、最後に答

弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 議員御発言のとおりでございまして、教育の機会均等の立場からいけば、不都合が起きな

いようにするのが建前でございますので、そのようにもう一度チェックをしながら見ていき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 275ページ、委託料の西岡家の設計監理、ちょっと私素人なもので、ちょっと教えていた

だきたいんですが、本年度20,835千円、設計監理として上げてあります。そして、15節には

本年度分の工事費、修理事業ですか、48,970千円上げていますが、これは一応22年度までの
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事業というふうに承っておりますけれども、この委託設計監理費20,835千円、これの積算根

拠を申しわけないですけど、教えていただけないでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 この数字の積算根拠ということでございますけれども、これは予算の段階での根拠になり

ますけれども、設計委託に関しては、以前の議会でもお答えしたかもわかりませんけれども、

重要文化財建造物修理工事主任技術者承認基準というのがございまして、その中で当該修理

の設計または施工の監理等の統括的業務を行う者にふさわしい能力を有すると文化庁が認め

る者であることということで指定がしてございます。その中で今、嬉野市のほうでお願いし

ているのは、財団法人の文化財建造物保存技術協会というところがありますけれども、そこ

で西岡家の修理に関してはすべて予算を計上していただいておりますので、それに従っての

内容になります。 

 ただ、今年度の事業について工事のほうについては、今、解体の分は工事を発注して工事

していただいておりますけれども、改修については、一応予算としてこの金額を上げており

ますけれども、解体の内容によって設計内容が決まってくるということで、一応目安として

金額を上げてありますので、設計内容を細かく積み上げるのは、解体をして履歴をきちんと

調査して、それに基づいてどう復元するかというのを決めてから設計ができてくるというふ

うになります。これはあくまでも予算上、こういうふうに概算で文建協というところに計算

をしていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 そしたら、一応事業そのものは、これは平成22年度までの事業になっておりますけれども、

総事業費というふうになると、これは220,000千円ぐらいになると思うんですが、これはそ

したら、今課長から言われましたが、解体によって多少は動く可能性もあるんですけれども、

いわゆるこの設計料については、あくまでも平成22年度の事業期間のすべてにおいての設計

委託というふうに見ていいわけですかね。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 設計に関しては、継続費は設定してございませんで、それぞれの年度ごとに計上されるこ

とになります。 
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 以上です。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 245ページですけれども、委託料のところの人材派遣で塩田事務補佐というふうに2,222千

円、それと五町田のほうで用務員さんと事務補佐、こちらのほうは用務員さんが２名入って

いるんですけれども、塩田のほうは必要ないんでしょうか。どんなふうになっているんでし

ょうか。 

 それから、わかりやすいような計算で2,222千円というふうに、用務員さんも事務補佐の

人も同じような感じなんですけれども、人材派遣のほうにお願いされて、そして、個人のほ

うに行く金額というのは幾らかわかりますか、その辺ちょっと質問いたします。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 委託料の中で人材派遣の分で用務員さんの件、五町田小学校ですね。現在、谷所分校の分

も入っておりますので、この分ふえております。あとは給与ですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）給与については、基本的に人材派遣会社と契約をいたしまして、時給の875円というこ

とでなっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 秋月議員。 

○４番（秋月留美子君） 

 個人の手元に行くのが875円でしょうか。これは人材派遣会社から支払われる金額が875円

なのか。 

○議長（山口 要君） 

 質問はそこまでですか。（「はいっ」と呼ぶ者あり）質問はそれだけですか。（「質問で

すか。いや、もうちょっとです」と呼ぶ者あり） 

○４番（秋月留美子君）続 

 875円で、大体データ費とかなんか、いろいろ人材派遣会社は取られるようなんですけれ

ども、その辺がこちら側から払う金額と、それから個人のほうに行く金額ですよね、その差

がどのぐらいなのかなんですけど。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 
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○総務部長（中島庸二君） 

 お答え申し上げます。 

 基本的に時給で計算しておりますので、875円は御本人が受け取られる額です。その中か

ら社会保険料等の支払いは当然支払わなくてはいけないと思いますけど、時給としてはそう

いうことの８時間で、大体平均月額になりますけれども、この場合は140千円、総支給額は

大体８時間で週５日は働きをいただければ、140千円になるということになります。（「は

い、いいです」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 239ページ、21節、奨学金ですけど、これは大体各高校、大学及び大学と同程度、海外の

大学、何人ぐらいなのかということと、この予算で大体足りる見込みなのか。さらには、奨

学金の返還金の滞納はどうなっているかということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 奨学金の貸付金で15,636千円計上しておりますけれども、件数につきましては、高校の部

が11名です。それから大学の部が20名、それから専門学校が２名ということです。35名です

ね。 

 それから、滞納につきましては、これはちょっと２月28日現在でございますけれども、合

計で2,787,500円あります。（「幾ら」と呼ぶ者あり）2,780,500円ですけれども、延べ人数

で37件、それから滞納者数で15名ですけれども、このうち、せんだって600千円納めていた

だきましたので、合計で2,187,500円です。済みません、訂正します。 

 以上でございます。（「今の予算で足りるかと」と呼ぶ者あり） 

 今の予算で足りるかということですけれども、基本的に今年度の貸し付けにつきましては、

このうち高校の分が４名ですね。それから大学の分が４名、専門学校が１名入っております。

予算的にはこの範囲内で一応貸し付けを行っていきます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 249ページをお願いします。 

 理科室の修理が出ていたと思うんですけど、嬉小の保健室と理科室ですね。それをちょっ
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と説明していただきたいと思いますけど、補修ですか。249ページです。（「工事費です

か」と呼ぶ者あり）はい、工事です。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 工事費の中で1,100千円のところですかね。これは嬉小の保健室と理科室の補修の分を上

げております。これは現在、コンクリートの床になっておりますけれども、非常に亀裂が入

ったりして粗末なところがございますので、今回、板張りのフロアに張りかえようというこ

とで、今回1,100千円計上いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 理科室ということで、ちょっとほかの件だと思ってお聞きしました。理科室の薬品の管理

はどのように把握していらっしゃいますでしょうか。理科実験の薬品です。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答え申し上げます。 

 理科室の薬品等については、薬品庫を設けておりまして、施錠をしております。そして、

使用したとき、何月何日にどれくらいの量を使ったというようなことで使用台帳を設けてお

りまして、それを定期的にチェックをして確認をしていくという形になっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 多分管理は行き届いていると思いますけど、学校によって認識の仕方で管理が厳重に行わ

れているところと、さして気にとめていらっしゃらないところもあるかと思います。ただ、

小学校で劇薬は不要だと思います。塩酸とか、硝酸とか、そういうところがあるかと思いま

すので、その処理にはちょっと費用がかかるんです。それで、全小・中学校を点検し直して、

不要な塩酸、あるいは硝酸等劇薬は市のほうから処分していただいたほうが、ちょっと費用

を見ていたんですけど、処分の費用が出ていないようでしたので、もう一回点検をして、薬

品庫の中に不要な劇薬は処分、有償ですので、市で処分していただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

- 713 - 



○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 不要な薬品の処分ということでございますけれども、早急に調査をいたしまして、補正等

で対応していきたいと思っております。（724ページで訂正） 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑はありませんか。野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 236ページです。236ページの学校建設検討委員会の件でございますけれども、今回、少し

予算がついております。ここの中で20年度に学校、保護者、嘱託員、学識、行政、一般公募

等による検討委員会を発足したいということで掲載をされておりますが、11名の検討委員会

の中に一般公募として何名公募される予定か、教えていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 学校施設等の検討委員会の設置ですけれども、委員につきましては15名以内ということで

予定をしております。一般市民からの公募につきましては２名以内ということにいたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 ２名以内ですね。２名以内で２カ月に１回程度の委員会を開催して、おおむね20年度で結

論を得る予定なのか、それとも21年度までまたがる予定なのか、そこら辺の時間的な問題は

どうですか。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 中身につきましては、基本的には少子化が進む中での学校施設のあり方、学校の再編、あ

るいは学校の位置等について、それから教育環境の整備についての調査研究を行うというこ

とでいたしておりますけれども、特に今回は塩田校区の小学校、塩田中学校の問題について

検討をしていきたいというふうに思っておりますけれども、当然、改築についての検討も含
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まれるということで思っております。 

 開催につきまして、６回、２カ月に一遍ということで思っておりますけれども、今年度は

一応６回開催をめどにいたしまして、できるだけ早い時期に結論を出していきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 そうすれば、おおむね20年度で例えば結論が出たと仮定をします。その委員会の中で塩田

の小学校区、３校区あるわけですね。そこを例えば、１校区として小学校を建設すべきだと

いうふうな結論が出た場合には、その結論に基づいて恐らく地域での説明会を開催されると

いうふうに思うんですが、あくまでもここで出された、要するに答申みたいな形で上がって

くると思うんですが、そのことを重視していかれるおつもりか、それとも修正を加える考え

方なのか、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 具体的には、検討委員会で検討した結果につきましては、教育委員会に報告をしながら、

意見等いただきながら、当然、学校施設の設置者である市長に報告をしていくことになりま

すけれども、最終的な結論につきましては、市長のほうが決断をされるべきではないかと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑はありませんか。田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 274ページ、275ページです。いわゆる文化財費の中の、今回、街なみ環境整備事業として

17,000千円ほど上がっております。また、同じく文化財費で伝建の保存対策事業で26,000千

円ほど上がっております。 

 それで関連してですが、街環で今回、検量所跡を整備されるわけですね。この総事業費を

見てみますと、街環では675,000千円ほど、伝建では350,000千円。街なみ環境整備事業のほ

うが総事業費では大幅に多いわけですね。そういった中で、これが平成28年度と29年度まで、

それはずっとまだ続きますね、伝建はですね。そういった中で、この街なみ環境の今年度は

17,000千円上がっております、これは新規としてですね。今後、こういった伝建と街なみ、
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この整備をしていくに当たって予算措置ですね、割合、こういったものについての執行部の

見解を、いわゆる18,000千円ほどの金額で消化し切れるのかというのが私のお尋ねですが、

そういったことでの当局の見解をお尋ねいたします。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 議員御指摘のように、街なみ環境についても、調査の段階で全体の区域の事業としてはか

なりの金額になっております。これを当初は、私たちとしてはもう少しお金をいただければ、

そういう金額でやりたいなと思ったんですけれども、どうしても財政的にきついもんですか

ら、財政のほうと昨年のうちに協議をさせていただきまして、大体、街環については18,000

千円か20,000千円程度、そして、伝建についても今ぐらいの額で同額でどうだろうかという

話で一応そういう段階でございます。 

 ですから、財政的に許されるのであれば、もう少しお願いはしたいと思いますけれども、

今のところ、そういう話し合いをしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 わかりました。財政的に非常に厳しい中で頑張っていただくことを期待しております。 

 ただ、伝建については伝建審議会があります。この街環について、どこをどうするという

のをだれがどうやって決めているのか、そこのところの説明をお願いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 街なみ環境整備事業につきましては、一応文化財の中ということで文化財保護審議会の中

にはお話は出しております。その中で御意見を聞きながら、工事をさせていただくというこ

とで進めております。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 278ページですね。補助金の市体育協会に対する補助金が10,880千円ありますが、私が聞

きたいのは、市の体育協会にはそれぞれの協会がありますね。先ほどありましたソフトボー
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ル協会とか、野球協会、バレー協会等々、それぞれ今、市内には協会は幾つございますでし

ょうか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 種目協会の数は18あったと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 そしたら、事業の説明書を見よりますと、私聞きたいのは、それぞれの各協会については、

それまで旧塩田町においてはそれぞれの実績に応じた助成金というのがあったんですけれど

も、ここに掲げてある助成費の4,215千円、これが各それぞれの協会に割り振りした金額じ

ゃないかと私は見るんですが、これはそれでいいんでしょうかね、まず。 

 そして、今、課長がおっしゃった18だったら、大体各協会に割る18では行かないわけでし

ょう。だから、その辺をちょっと説明できますか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 体育協会の事業ということで、明細まではちょっとここに持ち合わせておりませんけれど

も、算出の根拠としては、これまでの合併前のそれぞれの町で出してきた補助金の合算した

額ということで一応基本的には考えております。その額をもとにして、新しくふえた団体も

ありましたので、ふえた分はある程度、その種目団体、具体的にはサッカーなんですけれど

も、その種目団体の事業内容とかにあわせてまずその金額を決めて、その後、合併して合算

した金額の割合をずっと案分して配分をいたしております。少ない団体では四、五万円程度

というのもありますけれども、大きな団体では200千円程度とかというふうに金額としては

結構額の差はあります。それはもう会員の差であるとか、内容の差が違いますので、それに

ついては仕方がないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 副島議員。 

○16番（副島敏之君） 

 四、五万円からあるということでございますけれども、実は今までこの社会教育について

は、旧塩田町にも非常に補助金が、助成金が少なかったんですよね。だから、自分たちが金
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を出し合ってユニホームをつくってみたりと、いろんなことをやってきたんですが、この体

育協会に10,880千円やって、この説明書の中にずうっと書いてありますが、この4,215千円

の割り振りについては課長のほうでやられるんですか。それとも市の体育協会も一緒に入っ

て、それぞれの協会の会長さんが入って割り振りを最終的に決められるのか、その辺を最後

に１点お聞きしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 配分の計算の原案というのは体育協会の事務局がつくります。そして、それは常任理事会、

理事会を経て、総会で承認いただくという形になっております。 

 以上です。（「はい、よかです」「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 体育団体もですけど、ほかの社会教育団体等につきまして、補助金交付できちんとした決

算報告を３月末に出すようにということは、少なくとも嬉野町時代にはそういう指導を強く

されて、それに間に合うように総会も開催し、決算認定を受けて報告書を、私の所属してお

った団体では公民館のほうにお持ちしよったわけですけど、それが現在、体育関係じゃない

社会教育団体まで含めてきちんと出ているでしょうか。私の関知しているところでは、大福

帳みたいな変な決算報告書を市内で見たことがあるもので、これで通るのかなということが

あったもので、その辺はきちんとやっておられますか、補助団体に対しては。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 すべて３月末に全部出していただくかというと、それは時期は少しずれたりするときもあ

りますけれども、それぞれ総会があって、総会の時期等に合わせて出していただいたりしま

すけれども、基本的には決算の出納閉鎖までぐらいには提出をいただいております。今、私

がすべてと、ここに補助をしている団体すべてと言われると、全部は記憶にありませんけれ

ども、補助として大きな金額──ちょっと確認をしたいと思います。全部あるかどがんか、

ちょっとまだわかりません。申しわけありませんけど。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 
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○12番（太田重喜君） 

 少なくとも私が関知している、見たことある決算報告書、これでも決算報告かいという決

算報告書を目にしたもので、そういう決算報告書が上がってきたときは、決算報告はこうい

うふうにつくりなさい、こうしなさいという指導ぐらいはぜひしてください。そうせにゃ、

補助金の垂れ流しを受けているような、どこかの団体みたいなところも市内のものに、いわ

ゆる社会教育団体の中にも見受けられますので、よろしくお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。山口榮一議員。 

○13番（山口榮一君） 

 261ページ、塩田中学校の校舎と体育館改修でございます。これは説明書を見よったら、

国庫補助64,600千円、地方債が67,800千円、それから一般財源が64,210千円ということでご

ざいますが、これは県費はお願いできんのですか。まず、それからお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 塩田中学校の改修事業、それから耐震の補強につきましては、県費はございません。あく

まで国庫補助だけです、補助金につきましては。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山口議員。 

○13番（山口榮一君） 

 そして、この中を見よれば、普通教室の補強工事、それから体育館の改修、パソコン教室

の移設とかいろいろありますが、この仮設校舎の賃借料、これはいつまでの金額なんですか、

期間的には。大体予定としていつまでの金額をここに上げておられるんですか。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 仮設校舎の賃借料を56,511千円計上しておりますけれども、月6,279千円の９カ月分、一

応４月から12月分ということで計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。山口議員。 

○13番（山口榮一君） 
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 ４月から（「12月まで」と呼ぶ者あり）12月まで。そのうちに、そしたら、補強工事がで

きるということですか。そしたらいいんですけれども、ただ、何といいますか、これだけか

けて今後、あとの建設費とも関連してくるわけなんですけれども、かけて12月で一応終わる

わけですよね。そして、耐震補強ができて、12月からそしたら校舎に生徒が入るというふう

になりますか。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 基本的に耐震補強につきましては、国の補助交付決定内示が来次第、工事発注はしていき

たいと思っておりますけれども、今現在、施工についてはコンサルにお願いをいたしまして、

設計を行っております。そういうことで、夏休みを利用しながら工事については進めていく

ようにいたしております。当初概算でお願いしたとき、３カ月程度で普通校舎の耐震補強は

終わるということで業者の方からそういうふうな返事をいただいておりますけれども、最終

的に積み上げをいたしまして、どの程度の工事費になって予算の範囲内でどうなるか、そこ

らについてはコンサルと打ち合わせをしながら進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 この事業の説明書の中で補強工事が116,000千円、それと、普通教室と体育館の大規模改

修で20,000千円ということですけど、大体でよかですけど、どういう感じにしますというの

を教えてほしいんですけど。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 補強につきましては、基本的には鉄骨ブレスと耐震壁ですね。それから、鋼板巻き、いわ

ゆる耐震診断委員会で報告があったことにつきまして、具体的には耐震の補強方法について

も指示があっておりますので、その指示に従い補強していきます。 

 改修につきましては、普通教室棟で主に傷んだところがございますので、例えば、教室内

の床とか廊下の床張りをしていきたいというふうに思っております。それと、管理棟の北側

の部分の外壁がかなり傷んでおりますので、その分の部分的な改修ですね。そういうふうな

改修を見込みまして、改修につきましては一応20,000千円（「体育館」と呼ぶ者あり）体育

館につきましては、雨漏りが昨年しておりましたけれども、一部学校のほうで補修はされま
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して、その後、ちょっとまた傷んだところがございますので、そこらも点検をしながら補強

ができる分についてはしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 川原議員。 

○８番（川原 等君） 

 体育館のほうでは大した金額はかけないですね。 

 普通教室棟の床を張りかえるということですけど、それはそれでいいんですが、トイレ、

トイレブース、あの部分は何と言うんですかね、前ちょっと見たとき、ボウリング場のレー

ン、ああいうやつで仕切りをしてあったと思うんですけど、ああいう感じで。それはちょっ

と直してほしいなと思うんですが、トイレブースと言いますけど。 

 それと、管理棟の北側ですよね。それはわかります。ひとつよろしくお願いします。今の

トイレの件はちょっと考えてほしいんですけど。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 トイレにつきましては、以前、平成14年か15年ごろ改修をしたかと思っております。扉と

か、そういうふうなところについては、恐らく一緒に工事をしたかと思っております。一応

現場を見ながら、どうしても必要であれば検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 どうぞ。 

○８番（川原 等君） 

 今のトイレの件ですけど、普通使わない材料を使ってやってあります。普通教室棟ですよ。

それを見てください。それはかえてほしいと思います。いいです。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 284ページ、これは学校給食費の件で11節の需用費、いわゆる燃料費の問題ですが、前年

度当初予算から比べて、ここに上げておられる数字が嬉野、塩田それぞれ、嬉野は若干しか

上げてありませんが、塩田は結構上げてあります。いわゆる燃料関係が上がる、これは需要

を見てからのことだと思いますが、そこのところの説明をお願いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 
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 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 燃料費につきましては、それぞれ嬉野、塩田のセンター別に掲げておりますけれども、基

本的に燃料費が高騰しておりますので、19年度現在も若干、当初予算より不足をいたしまし

て、流用しながら対応しておりますけれども、今後の状況を見ながら、この分についても対

応していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 これは、燃料は燃料で特別問題じゃないんですが、ここに上がってこない数字の中で、い

わゆる給食食材の値上がりですね。そういったことと、それともう１つは給食費の未納。給

食費を値上げせずにいいのかという問題、あるいは質を落とさざるを得ないのか、そういっ

たところをちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 給食費の問題につきましては、値上げの問題については質問もあっておりましたけれども、

基本的に今の段階でいきながら、状況を見ながら、特に藤津、杵島関係で統一して進められ

ておりますので、所長会等で協議をしながら、対応していくということで確認をされており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 それであれば一番結構ですが、いろんなものが値上がりしておりますので、また、これは

恐らくこのままいけば、大豆とかいろんなものが上がっておりますし、また、それに絡んで

調味料等も上がってくると思います。そういうことで、今後下がることはないと思いますの

で、努力をしていただきたいということと、以前、私も給食センターの運営委員をやっとっ

て、当時のことですが、未収金が多いために肉の質を落として牛肉から豚肉にするとか、そ

ういったこともちょっとあった記憶がございますので、頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 
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 ほかに質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 教育費の委託料についてお尋ねしたいと思いますが、委託料の中の警備費ですね。ごめん

なさい。245ページです。小学校の学校警備費についてお尋ねをしたいと思いますが、昨年

は4,867千円の委託契約だったと思いますが、ことしは2,390千円ということで、2,470千円

の減ということですが、その件について入札減なのかどうなのか、その点、示していただき

たいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 お答えします。 

 警備費につきましては、基本的に管財のほうで一括して長期契約をされておりますので、

５年ですかね、その分で若干落ち込んだところもあるかと思います。 

 以上でございます。入札減でですね。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 管財のほうで長期契約ということで減になったと言われておりますが、現在、学校の警備

の状況はどうなっておるのか、その点、学校を管理する教育長として示していただければと

思いますけど。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 旧嬉野のほうは警備会社にお願いをして、今24時間という形の中でしております。そして、

塩田分のほうは、どちらかというと、土日においてはここの庁舎の守衛室で管理をしていた

だくと。通常は、普通の段階では学校がそれぞれやるという形でいっております。現状とし

てはそういう状況であると思っています。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで第10款．教育費の質疑を終わります。 

 ここで10分間、５時55分まで休憩をいたします。 

午後５時45分 休憩 
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午後５時55分 再開 

○議長（山口 要君） 

 休憩前に引き続き、議案質疑を行います。 

 議案質疑を行います前に、先ほどの質問に対しての答弁の訂正の申し出があっております

ので、許可いたします。教育次長。 

○教育次長（桑原秋則君） 

 訂正をお願いしたいと思います。 

 先ほど芦塚議員の質問の中で、不要薬品の処分の件で質問がございましたけれども、答弁

の訂正をいたします。 

 現在、不要薬品の件につきましては調査を実施しておりまして、破棄するよう調査をいた

しております。今年度の19年度予算の残の分で会社等を選定しながら処分をするようにして

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（江口常雄君） 

 先ほど太田議員の御質問の決算書がすべて出ているかという御質問に対してですけれども、

基本的なことを私がちょっと思い違いをしておりまして、補助金交付申請事務ですので、実

績報告の中ですべて出ていると思われます。思われますというのは、私が昨年４月異動で来

たもんですから、すべてを見た記憶がなかったもんですから、あのようにお答えをいたしま

した。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 それでは、予算書287ページから302ページまで、第11款．災害復旧費から地方債に関する

調書までの質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第29号 平成20年度嬉野市一般会計予算の全部の質問を

終わります。 

 次に、議案第30号 平成20年度嬉野市国民健康保険特別会計予算の質疑を行います。 

 予算書17ページから23ページまで及び307ページから354ページまで、平成20年度嬉野市国

民健康保険特別会計予算全部について質疑を行います。質疑ありませんか。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 343ページの13節です。これは条例のときも若干質問しましたので、重複すると思います

が、納得がいきませんので、再度質問させていただきたいと思います。 
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 特定健康診査ということで新たに出てきたわけです。メタボ対策ということでやるわけで

すけれども、これ医療機関については特定されるのか。それとも、本市においては全医療機

関で健診できるのか。 

 それともう１つ、その健康診査を受ける対象者、40歳から74歳までですか、この方の対象

者は何名ほど本市でおられるのか。 

 それともう１つ、１回目でメタボの、いわゆるその健診の結果によって予備軍と症候群と

いうような形に分かれると思いますけれども、その判断はウエストのサイズとか、あるいは

血圧とか血糖値とかあるわけですが、予備軍とはそもそもどういうことを言うのか、あるい

は症候群というのはどういうことを指して言うのか、そこら辺についてお答えをいただきた

いと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 医療機関については、基本的には特定健診というのは県内一つとして広域化ということで、

県の医師会と各市町の医療代表者との契約といいますか、そういうような形で、恐らく佐賀

市という形になると思うんですけれども、そういうような広域化の中で進めるということに

なります。嬉野には14医療機関があるわけですけれども、市はありましょうけど、町によっ

ては医療機関が少ないとか、なかなか個別で受診できないという部分があるかと思うんです

けれども、基本的に個別健診については県内の医療機関で受診をしてもらうという部分と、

集団健診についてはまた市町でそれぞれ違う部分ありますけれども、集団健診とあわせて行

っていくということで、医療機関については、嬉野市の場合は一応全部を対象という形にし

ております。 

 それと、受診者ですけれども、基本的に初年度では40％ぐらいを目標にということであり

ますので、半数程度というようなことで委託料としては3,200人程度という形での積算をし

ております。 

 それと、サイズ、血糖値とかという部分ですけれども、基本的に男性は腹囲が85センチ、

女性が90センチという、いわゆる腹囲の部分がありますけれども、前回のときもちょっと数

字的にはお答えいたしましたけど、保健指導の判定値という、例えば、収縮期の血圧におい

ては130から139ということで、それは保健指導の判定ですね。ですから、140を超えたら各

医療機関に受診をお願いしますという、そういうふうな対処になります。空腹時血糖という

のも保健指導判定値では100から125で、126を超えたら受診の対象ですよという、そういう

ふうな形に基準としてなっております。 

 以上です。（「予備軍と症候群」と呼ぶ者あり） 
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 ですから、予備軍というのが、その保健指導で積極的支援とか動議づけ支援とかいうふう

なことでするということで、受診勧奨する部分においてが習慣病者ということでの治療もお

願いするという部分になると思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 お答えをいただきましたけれども、問題なのは血圧とかなんですよね。80から130が基準

値であって、それをオーバーする部分についてはメタボ対策を講じられるということになる

わけですね。この健診をした中で２つひっかかった部分があれば、保健指導が強くなってい

くわけですよね。 

 そこで、先ほど言いましたように、通常現状の血圧値は180以上が正式な高血圧と言われ

る方だろうと思うんですよ。160ぐらいから、いわゆるその血圧を下げる薬をもらっている

人もおるわけですよね。しかし、今回130という数値が出てきたということは、保健指導が

どういうふうに行われるかによって大変な影響力が出てくるわけですよね。例えば、130か

140で医者によっては血圧を下げる薬をやられるかもわからないですね。それで、血糖値に

ついては今大体120が基準値ですよ、120ぐらいですよね。きのうのテレビであっていました

けれども、大体100超したら血糖値が高いと言われて、いわゆる血糖値を下げる薬をやる医

者も出てくるわけですよね。 

 そこでお伺いしたいんですけど、保健指導ですよ、基準値をオーバーした場合。特定保健

指導について、具体的にどういう形で行われるのかというのをお聞きしたいわけです。 

 それと、まずこの健診を受けるに当たっての本人の負担額については、幾らの負担が出て

くるのか。そこら辺について、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 保健指導については、先ほど言いましたけれども、軽いほうの方については動議づけ支援

というような形で個別の面接等を行いまして、保健師とか管理栄養士ですね、そういうふう

な形での食事、運動とか、必要な方についてはそういうようなこともするという制限も含め

たところでなると思うんですけれども、積極的支援については個別の面接等を行いまして、

栄養や運動教室等によって、３カ月以上にわたっての生活習慣改善のための支援を行うとい

うことで、その費用については負担はないということで考えております。あくまでも直営で

保健師と管理栄養士が行うということで予算も組んでおりませんので。 
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 いずれにしても、20年度については予算は組んでおりませんけれども、後々生活習慣病と

いうか、その受診のパーセンテージが上がりますので、そうした場合にはまた別の専門的な

機関も必要というような形になれば、予算をお願いすることになるかもわかりませんけど、

20年度においてはあくまでも直営という形で考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 ３回目なんで、ちょっと私がお聞きしたいのは、まだ具体的になっていないかもしれませ

んけれども、軽い方についてはわかるんですよ。食事療法とか、いわゆる運動療法とかで生

活習慣病をなくしていくというのはもう十分わかるんですけれども、基準値が下がったがゆ

えに医療機関でのメタボの対策が多く行われるんじゃないかということを言っておるわけで

す。コレステロールを下げる、低くする薬もあるわけですよ。そして、血糖値を下げる薬も

あるわけですよ。そして、血圧を下げる薬もあるわけですよね。今までは血圧も高かったり、

医者によって違いますけれども、150ぐらいから飲めという医者もおるし、160超してから飲

めという、薬をやるところもあるんです。血糖値も同じなんですよ。120ぐらいでやれとい

うところもあるし、130ぐらいでやりよったところが基準値が100になれば、要するに、医療

費が余計かかりゃせんかと。だから、軽い人の対策はどうするのかとか、あるいは重い人、

例えば、２つひっかかった場合の、俗に言うメタボリック症候群という方たちについての対

策というのは、まだ具体化していないのかと、こういうことを言っているわけです。 

 例えば、その薬でもってメタボ対策をやっていくとするならば、医療費は増大するわけで

すよ。厚労省が言っているのは、２兆円の医療費を削減するために、このメタボ対策をやっ

ていくということで、今回地方に落としてきたわけでしょう。しかし、このメタボ対策のや

り方によっては、きのうのテレビは４億円と言いよったけど、本では、今、著書が出ていま

すけれども、きのうもテレビに出ておられました、東海大学の医学部の大櫛先生は統計医学

のプロフェッショナルと言われる方だそうなんです。この方が数値がおかしいと、こうなれ

ば医療崩壊につながるということを言われているもんで、具体的にどういう対策を講じてい

くのかというのをお聞きしたかったわけですね。 

 例えば、ここにおられますけど、私が見ただけでメタボの方が11人おられるんですよ、ウ

エストだけ見た場合ですね。ということは、半分がもうメタボなんですよ。教育長なんか腹

囲と、もう血圧か血糖値かで多分メタボなんですよ。そうすると治療を受けにゃいかんわけ

でしょう。その治療の仕方が私は心配なんですよ。これは間違った方向に行くと、いわゆる

国保財政がもう破綻するわけですよ。そこをお聞きしたかったです。そこら辺については具

体化になっていないんですかね。 
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 例えば、Ａという病院に行ったら３つひっかかったと、これはメタボですと、それは対策

を講じにゃいかんということで、血圧を下げる薬もろうて、コレステロールを下げる薬もも

ろうて、血糖値も下げる薬ばもろうて、来んばなんなら来る人もおるかもわからんけど、い

や、先生、私はいいです、食事療法を教えてください、保健師から習いますとか、運動療法

でこの対策を私はやりますとか言い切ったらいいけれども、逆に医療費の増大につながらな

いかということをお聞きしとるわけで、具体的なこの対策というのはまだはっきりしていな

いんですかね。とするならば、ぜひ金のかからないほうに誘導してほしいというのをお願い

したいんですよ。そこら辺については、中山部長、最後の御答弁ということで、よろしかっ

たらお話し合いをいただきたいし、また、市長にも、これは下手すれば本当だと思うんです

けれども、ここら辺について市長としてどうお考えなのか、それぞれ御意見を拝聴したいと

思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 せんだって嬉野市の医師会を開催いたしました。先生方からもいろんな意見が出て、この

基準はおかしいんじゃないか、常日ごろの診断では、この数値では指導していないというふ

うな意見を申された先生もいらっしゃいました。しかしながら、今回の特定健康診査という

のは生活習慣病の予防に係る健診だから、この厚労省が示した数値で指導をしなければいけ

ないのではないかなというふうな意見も申される先生もいらっしゃって、ちょっとそこら辺

が若干医師会のほうでも戸惑っておられましたけれども、こういうふうな数値が示されてい

ますので、その数値で指導をお願いしますということを最終的にはお願いをしてまいります。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 実は国保の研修会がございまして、議員の中にも行かれた方もおられると思いますけど、

その席で拝聴したことを披瀝申し上げますと、１つの基準として今回設定されたわけでござ

いますので、国全体がこの基準に従って、要するに健康の増進ということで１つの目標を持

ってやるということについては意義があるということでございます。 

 そういうことで、いきなりすべてを規制するということはないわけでございますので、一

応20年度から始まりますけれども、段階をもってすべて100％の方に受診をしていただくと

いうふうな形になると思います。そういう点では、いろんな数値のとり方はありますけれど
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も、１つの基準を超えないように私たちとしては指導をしていく責任があるというふうに思

っておりますので、そういう点では保健師や栄養士等が協力しながら、まず運動と食生活と

いいますか、そういう点をきっちり指導していければいいんじゃないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第30号 平成20年度嬉野市国民健康保険特別会計予算全

部の質疑を終わります。 

 次に、議案第31号 平成20年度嬉野市老人保健特別会計予算の質疑を行います。 

 予算書25ページから29ページまで及び357ページから372ページまで、平成20年度嬉野市老

人保健特別会計予算全部について質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第31号 平成20年度嬉野市老人保健特別会計予算全部の

質疑を終わります。 

 次に、議案第32号 平成20年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算の質疑を行います。 

 予算書31ページから35ページまで及び375ページから391ページまで、平成20年度嬉野市後

期高齢者医療特別会計予算全部について質疑を行います。質疑ありませんか。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 質疑について、後期高齢者医療制度については４月から実施をされますけれども、本市に

おいては特別徴収保険料ということで173,111千円、それから、普通徴収が43,278千円計上

されておりますが、それぞれ何名対象者があるのか示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 人数ということでございますけれども、これについては県の広域連合のほうで算定をして

おりまして、それについては前年度等の実績を踏まえた上で算定をしておる資料に基づいて、

特別徴収の分、普通徴収の分ということでの予算措置という計上をしております。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 先ほどの予算額については課長が申したとおりでございます。一応特別徴収該当者が75歳

以上ですので、20年の１月末現在では4,140人、そして、65歳から74歳で一定の障害の状態
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にある人についてもこれに該当するわけですけれども、208名がいらっしゃいます。あと特

徴と普通徴収の振り分けについては、これからの作業でございまして、社会保険庁とか共済

組合で年金額なんかも180千円以上か以下かによってまた違うし、介護保険料の関係等も出

てきますけれども、それぞれ先ほど申し上げました社会保険庁、共済組合等から国保の中央

会から国保連合会にデータが参りまして、そこら辺の対象者を特定するということになって

おりますので、今の段階では特徴、普徴の振り分けはわかりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 しかし、本市のこの20年の予算説明書の中で、75歳以上が何名かわからんということはな

いと思いますが、そして、普通徴収について、月15千円以下の年金受給者については普通徴

収というようなことで国の制度に伴って実施されるわけですので、そこのあたりがわからん

というのはおかしいじゃないかと思いますが、再度お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 概数は大体わかりますけれども、大体特別徴収がこの中で８割ぐらいはいらっしゃるのじ

ゃないか、普通徴収は２割ぐらいということで、広域連合のほうからもこの予算額について

指示があっております。そういうことです。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 具体的な数字は示されないわけですけれども、今回４月１日から実施されて、この徴収に

当たっては、半年間は保険料凍結というようなことで国の制度は動いておりますけれども、

これは半年後の保険料なのか、その点示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 半年分の凍結分については、広域連合のほうに国から19年度で流れてくるようになってお

りまして、２月の定例議会の中で数値が示されていると思いますけれども、その分について、

20年度において特会のほうをあと広報費用等に充てられるということで聞いておりますので、
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うちで計上している分については、それを除いた分ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 ちょっと関連するんですけどね。今、扶養家族になっている方は半年間免除があるわけで

しょう。それについて、半年後にその支払いが発生してきますよね、その方はね。それにつ

いて、何名ほどおられるのかというのは、やっぱり担当課とかでわからないんですかね。 

 それともう１つ、年間180千円以下の年金をもらっている方は、これは年金天引きじゃな

くて、市が責任持って納付書でもってということになるわけですけれども、これについても

該当者はそれぞれ何名様ほどいらっしゃいますか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 先ほどちょっと申しましたとおりで、広域連合の資料に基づいて数値を上げておりますの

で、そのときの数字が何人という部分は、大体さっき部長が申しましたように、特別徴収が

８割程度、普通徴収が２割程度ということでは聞いておりますけれども、その被保険者数が

何人かというのはちょっと確認しておりません。（「年金180千円以下の方が本市に何名さ

んおられるか、それもわからんですね」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 例えば、滞納が起こってまいりますね、180千円以下の方の年金受給者が。いわゆる納め

切れないという事態も確かにかなりあると思うんですけれども、その場合、今までになかっ

た、老人医療になかったペナルティーというのが科せられるわけですよね。そのペナルティ

ーというのはどういうことが科せられるのでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 今、国保のほうでは短期保険証の交付、資格証の交付ということでしております。基本的

にそういうふうなことを後期高齢者のほうでもするという形になっておりますので、前回の

課長会議の中でも話ありましたけれども、それについては県内の市町、幾らかの温度差はあ
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りますので、その辺をどういうふうに取りまとめていくかということになると思うんですけ

れども、いずれにしても、広域連合の事務を市町で行うような形での、そういうふうな資格、

短期という区分の導入という部分が考えられておると思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 そしたら、例えば、滞納したら、資格証明書が発行されるということで、その資格証明書

を使って10割を一時払っておくという形になるわけですけれども、滞納されて資格証明書を

発行するのは広域なんですか、それとも、広域が発行して、市の窓口が取り次ぎをするとい

う形になるんですか。そこら辺についてはいかがでしょうか。 

 それともう１つは、この保険料の見直しは２年後ですよね。そこら辺について、まだやっ

てみなきゃわからんけれども、その保険料は必ずアップするというふうに通常は言われてい

るんですけれども、そこら辺については担当課としてはちょっと答え切らんですかね。そこ

ら辺について、どのような分析をなされていますか。 

○議長（山口 要君） 

 本庁保健環境課長。 

○保健環境課長（本庁）（山口久義君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど申しましたように、課長会議の中でもその短期証、資格証のお話がありました。そ

の中でも話があった分で基本的に資格証とかも、10期の滞納という部分で、今すぐ決定して

いなくてもという部分があったもんですから、もう少し時間を置いて、その中身については

検討するということで、まだ資格証、短期証についての話は決定までは至っておりません。 

 それと、先ほど申しましたように、広域連合の事務を市町にお願いすることはできるとい

うような国の通知が来ているという連合からの回答の提示がありましたので、基本的に市町

で行うという部分が強いんじゃないかと思うんですけれども、ただ、市町によっては、うち

みたいに短期とか資格の発行もしているところと、そこまでしていないところというのがあ

ります。いわゆる温度差がありますので、その辺をどういうふうに県の広域連合で統一した

制度といいますか、実施をすることができるのか、その辺はちょっと今後また検討した中で、

引かれるという形に思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 
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 私は所管でしたけど、たまたまこの間ちょっと言い忘れたことがございますから。という

ことは、このことについて、初めてのケースであって老人への医療のほうが後期に分かるっ

ということは、これはもう歴史的な初めてのことで、ほとんどの方がまだ知らないというで

すかね。ですから、私はたまたまその所管のときには、各老人会に行かんですかと言ったば

ってんが、幸い塩田は、嬉野もと思いますけど、老人大学が毎月ありますもんね。そいぎ、

150人ぐらい集んさっわけですよ、そこの公民館のあそこの部屋に。ですから、それを二、

三回でもしてもらって、やっぱりようっと周知せんやったら、75歳以上はほとんど、中には

もう参加し切らない人がおろうし、来た人でも今聞いたとはもうあした忘るっというごた、

そういうふうな年寄りの方が多かけんが、よくよくやっぱり健常の方に話しして、理解して

もらわんぎな、これはちょっと、私はこの制度はどうかと思うわけよ。幾ら半年猶予しても、

半年来るとはすぐですよ。ですから、あなたたちが努力されて、嬉野市はようやっておると、

県下から言われるように、頑張ってみてくれんですか。答弁よかったら、最後の中山部長。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 制度のＰＲについては、今、連合を通じてとか、市報とか、あと一般質問でもお答えをい

たしましたように、老人クラブの役員会、そして、各地区の老人クラブに出向いて、説明を

しております。なかなかわかりにくいところがございます。市報にもずっとシリーズでＰＲ

をいたしましたし、そして、土曜日か日曜日には各新聞の折り込みのチラシということで、

こういうふうに医療保険制度が変わりますというふうなことで、ちょっと御高齢者の方には

わかりにくいかとは思いますけれども、そういうことで、広域連合と一緒になって周知をし

ているところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第32号 平成20年度嬉野市後期高齢者医療特別会計予算

全部の質疑を終わります。 

 次に、議案第33号 平成20年度嬉野市農業集落排水特別会計予算の質疑を行います。 

 予算書37ページから41ページまで及び395ページから418ページまで、平成20年度嬉野市農

業集落排水特別会計予算全部について質疑を行います。質疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 397ページ、使用料のことですけど、たまたまここに使用料の収入が各地区上がっており

ます。これは塩田関係の美野、上久間ですね。このことについて、当初はもう認可をしたら

全員接続せにゃいかんとなっておりましたけど、10年もたてば、家族が変わって、あと可能
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地域とかいろいろ変わっておりますけど、その可能、できるところで美野地区が何戸、上久

間地区が何戸、馬場下地区が何戸で、今は接続されているのがその何％か、数字がわかって

おれば教えてください。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 それぞれ各地区の可能戸数ということでございますけど、２月29日現在で接続戸数等をお

答えいたしたいと思います。 

 まず、美野地区ですけど、可能戸数206戸に対して204戸、99.0％。上久間地区でございま

すけど、可能戸数187戸に対しまして140戸、74.9％。馬場下地区でございますけど、532戸

の可能戸数に対しまして396戸、74.4％。３地区合計でいたしますと、925戸の可能戸数に対

しまして740戸、３地区合計で現在80％ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 それでは、80％で大体採算というんですかね、収支はとれないと聞いておりますから、も

う少し努力が必要と思います。その努力に対して、私は上久間地区で推進会議をしておった

わけですが、最近はその推進会議の「す」の字も話を聞かんけんですね。ですから、どうな

っているのか。これは特に可能でも非常にあそこはねと、ゴルフばっかい行きよんしゃばっ

てんなというところでもしとらんところもあるわけですよ、はっきり言うて。ですから、そ

ういう意味では、もう少し担当課、それから、各部落の嘱託員さんあたりと共同して、もう

一歩努力せんと、恐らく今のままではずっとそのまま平行線じゃないかと。そうなれば、私

は個人的に申しますと、印鑑を押して可能地区になったならば、せんでも月に２千円ぐらい

やらにゃいかんと、そういうふうな条例でもつくらんばかなというようなことまで考えざる

を得んわけですよ。その努力はどういうふうにしますかね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 接続の普及啓発、推進ということでございますけど、確かに３地区それぞれ旧塩田町から

推進協議会がございました。美野につきましては、先ほど申しましたようにほぼ99％といっ

ておりますので、美野地区につきましては、推進協議会につきましては19年度は開いており
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ません。 

 また、お尋ねの上久間地区につきましては、下水道課の都合により、今年度はまだ開催し

ていないというふうな状況でございまして、馬場下地区につきましては、昨年の11月に推進

協議会を開催したところでございまして、その折にもいろいろ御意見がございましたので、

できる限り接続推進を図りたいというふうなことで、その折に、行政嘱託員、推進協議会委

員さんの中から、今現在、未接続世帯の名簿と、それから、本当に各地区の行政嘱託員さん

と連絡をとりながら、接続可能戸数でありながら、表面的に見て接続できない状況を把握し

たいというふうなことで、現在、馬場下地区につきましては、その名簿の作成中ということ

で進めております。それが終わり次第、今年度はもうわずかしかございませんので、上久間

地区につきましても、先ほど御指摘のように、推進協議会を開催しておりませんので、早急

にそのような計画を立てたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 今、そういうふうなことで努力すると聞きましたから安心ですけど、やっぱり10年も15年

もたてば、家庭の中身が変わってくるわけですね。そんときは家族も多かったけんよかばい

と言うとって、もういざとなれば、今度は家族が核家族で減ってしもうて、年寄りばかりに

なったと。その年寄りが１人死んだらもう、ひとり世帯と、もううちはせんばいと、こうい

う家庭もあるですもんね。ですから、いずれにしても無理なことは言われんばってんが、少

なくとも採算ベースに合うような努力を、これは恐らく塩田に限ってじゃなくして、嬉野の

次のページの公共下水も同じと思います。そういう点ではしっかり取り組まんぎ、これで市

は赤字で来らるっと思うわけですよ。せっかく、基本的に嬉野が160億、塩田が今度4,050,000

千円入れて、あとはつながんやったらお金入ってこんでしょうが、そいぎん借金だけ残って

ですね。よろしく一応頑張ってください。お願いします。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 昨年度からすると、使用料は上久間、馬場については増額なんですよね。接続率が上がっ

たのかなという気もするんですが、この要因を教えてください。逆に美野地区は下がっとる

でしょう。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 
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 お答えをいたします。 

 この予算につきましては、予算編成段階の直近の調定額ということで予算を計上させてい

ただいておりまして、平成19年11月段階で美野地区の調定額が619,520円、上久間地区が

426,390円、馬場下地区が1,377,750円、個別が3,670円の昨年の11月の調定というふうなこ

とになっております。 

 一応この調定の金額をもとに、それから、過年度分の滞納もございますので、予算段階で

は美野地区が619千円、上久間地区が480千円、馬場下地区が1,467千円というふうな１カ月

の試算で使用料を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ああ、なるほどそのあたりが入っているから金額が違うわけですね。単純にそしたら、１

年間だけの使用料で行った場合は、極端に言うたら４月から３月まで確実に入ってきたりす

るじゃないですか。そいけんが、未納の分とか滞納分なんかを全部、ちょっと頭から外した

とき、今99％、74.9％、74.4％の加入率があるじゃないですか。これで行ったとき、１年間

の使用料は実際幾らになるんですかね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 １年間の使用料、実際の使用料ということですけど、これにつきましては、現年度分の19

年４月から３月までの調定でございますけど、29,078,400円の調定となっております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 済みません、あと歳出のほうに行きますね。 

 409ページ、派遣職員、これは昨年大分市長のほうにも、また部長のほうにも強く要請を

したわけなんですが、今回は若干下がったわけですよね。これ下がった要因が何なのかと

──まず、下がった要因だけ聞きます。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 
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 下がった要因につきましては、見積もりの結果というふうなことで減額になったものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 見積もりの結果、若干下がったということなんですが、これはもう昨年も重々言うたよう

に、余りにも高額過ぎると、積算基準があくまで国にのっとった積算ということをおっしゃ

っていましたので、それはそれとしながら、余りにも高額過ぎるんで、もう少し見直しをか

けるべきじゃないかなという気がするんですが、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 昨年も同じような質問を受けまして、民間だったらもっと安価、相当の経費節減ができる

んじゃないかなというふうな御指摘を受けまして、実際、19年度の実績の契約を申しますと、

12,028,800円というふうなことで19年度は契約をしております。ちなみに、同じような条件

で、仮に民間の測量会社等に委託した場合、これはあくまでも１社の見積もりなんですけど、

15,561千円というふうな見積もりをいただいておりますので、その民間の見積もりどころの

違いにもよりましょうけど、これは正式な測量委託会社ということで、見積もりをとった段

階ではそういうふうな結果になっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第33号 平成20年度嬉野市農業集落排水特別会計予算全

部の質疑を終わります。 

 次に、議案第34号 平成20年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計

予算の質疑を行います。 

 予算書43ページから48ページまで及び421ページから445ページまで、平成20年度嬉野都市

計画下水道事業嬉野市公共下水道事業費特別会計予算全部について質疑を行います。質疑あ

りませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 先ほどの質問と一緒なんですが、今回は公共下水道のほうは派遣職員載っていないような
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気がしたんですが、その分どうなったんですかね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 公共下水道につきましては本格的に工事を始めてから、13年から始めておりますので、派

遣職員というふうな形でお願いをしておりました。もう７年もたつというふうなことで、そ

れなりの技術のノウハウを市の職員が受けたということで、今回は20年度からは計上をして

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 小さいことで申しわけないんですが、435ページの事務機器が昨年度からすると半額なん

ですよ。一昨年の当初が3,039千円だったんですよね。今年度は1,474千円と約半額になって

おるんですが、このあたりの要因は何でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 事務費の減額なんですけど、これにつきましては、事業費の減額とともにその国庫補助対

象の事務費が減額されるというふうなことで、農業集落排水事業と、それから公共下水道事

業それぞれの事務費を出しておりましたけど、事業費の多い農業集落排水事業に組み替えた

関係上、事務費が減額というふうなことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ちょっとまだ頭が混乱しているんですけど、そんなら公共下水道よりも農排の事業が多い

から、この事務機器の予算の分は農排のほうに上がったということなんですね。そんなら、

農排と比較するのはちょっと時間がないので、それでは農排のほうが昨年よりも上がったと

考えていいんですかね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 
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○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 農排の事業費が増額いたしましたので、いろいろ各種事務機の分配を農排のほうに重点的

に移したということで、農排のほうの事務費が上がったというふうなことで、以上でござい

ます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 434ページ、委託料の全部ですね。今回、いろんな脱水ケーキとか、汚泥分析とか、いろ

いろな項目が上がってきたわけですよね。これが大体ですよ、今度新しくもう１つつくりま

すよね、水槽をですね。それをつくるのは別の問題として、今、１槽のオキシデーションで

やった場合は、大体年間の委託料、こういうふうな保守点検、処分含めて、おおむね26,000

千円前後発生すると考えてよろしいんですか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 大まか26,000千円程度の管理委託料になりますけど、ＯＤ槽を１基増設した場合、今回お

願いをしておりますけど、その管理委託料につきまして、その１基増設したから管理委託が

倍になるというふうなことは考えておりませんので、脱水汚泥ケーキの発生量、あるいはそ

の接続率の推移による流入量の増大等を見ながら、現在の管理体制でいいのかを協議しなが

ら、管理委託についてはお願いをするというふうな状況になろうかと思います。 

 金額的にどういうふうになるか、今後のその接続の推移、流入量の推移、あるいはその脱

水ケーキの搬出の状況等を見ながら検討するというふうなことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 ここ３年ぐらいは、おおむねこの委託料の推移と、金額的な推移というふうな形で考えと

っていいわけですよね。まだ、これから３年ぐらいかかるでしょう、もう一度オキシデーシ

ョンつくるのに。そいけん、20年から22年ぐらいまではおおむねこれぐらい、接続の量によ

って汚泥とかなんとかは変わるでしょうけれども、おおむねこれぐらいだと、大体理解をし

とっていいわけですよね。 

 もう１点、浄化センターの管理運営が、昨年からすれば若干下がったわけなんですけれど

も、これは実績に伴うものと考えとってよろしいんですか。 
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○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 浄化センターのあの委託料、管理費なんですけど、これにつきましては昨年はいろいろ電

気保安管理、あるいは浄化センターの警備、脱水ケーキ処分ひっくるめてしておりましたの

で、管理費そのものにつきましては、マンホールポンプが昨年度とすると３カ所程度ふえて

おりますので、管理委託会社にお願いする分につきましては500千円程度アップをしており

ます。 

 それから、先ほどの管理委託の件なんですけど、接続率の推移によりますけど、現在のし

尿処理、一般廃棄物処理業者との業務量の関係で、その業務量の減少に伴いますいろいろな

要因がございますので、毎年話し合いをしながら決定していくというふうなことになろうか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 神近議員。 

○11番（神近勝彦君） 

 そんなら、その処理業者さんと毎年お話をされるということは、極端に言うぎんた、一家

庭のくみ取りとか、合併浄化槽の清掃業務とかいろいろありますよね。それがだんだん減っ

ていくことによって、極端に言うたらだんだん上がっていくて考えとっていいわけですよね。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 くみ取り料、あるいは浄化層の維持管理の減少に伴いますその委託料、比例してふえると

いうふうなことではございませんので、先ほど申しましたように、いろいろな要素を加味し

ながら、毎年委託料を決定していくというふうなことになります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第34号 平成20年度嬉野都市計画下水道事業嬉野市公共

下水道事業費特別会計予算全部の質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案質疑の途中ではありますが、先ほど会議時間の２時間延長をいた
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しました。議事進行の都合によって、あと１時間延長したいと思います。御異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間をあと１時間延長することに決定いた

しました。 

 それでは、議案質疑の議事を続けます。 

 議案第35号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計予

算の質疑を行います。 

 予算書49ページから53ページまで及び449ページから470ページまで、平成20年度嬉野市嬉

野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計予算全部について質疑を行います。質

疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 このことについては、直接事業の初めから全く知らなくて、合併してから、１年前から内

容も少しずつわかってきておりますけど、約100億円の投資がされて、第七、第八をやって

おられると。そのことで１つ、２つ、ちょっと私からお尋ねですけど、先行投資の効果、こ

れ市長にですけど、先行投資の効果はいつごろから大体見え始めるというふうに予測される

のか。 

 ２番目に、人口増加対策の計画はその中にあるのか、しておられるのか。それから、第八

で…… 

○議長（山口 要君） 

 第八は次ですから。 

○19番（平野昭義君）続 

 それじゃあ、第七だけ言います。まず、第七の長期債借入金の今の現在高、それだけです。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 第七土地区画整理事業によりまして、長期的に見て、短期的に見て、どういうふうな効果

が出るかというふうな御質問でございますけど、現にかなりの数も建っておりますし、それ

から、でき上がりました都市等につきましても、従前の都市との評価もかなりございますの

で、それ相当の効果は出ると思われます。それから、今後、保留地等の処分も行いますので、

人口増対策にもつながるというふうな期待をしております。 

 次に、起債残高というふうなことでございますけど、予算書の470ページに19年度末で

1,675,402千円となっております。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 何でも同じこと、宝でもダイヤモンドでも磨かにゃ光らんという話がありますけど、何で

も努力と思うんですね。いろいろ整備はしたけど、あとその努力がなかったら、なかなか人

口もふえんとか、あるいはいつまでも借金に回さるっとか、そういうようなことになります

から、今、部長のほうからも言われましたように、そのことについて人口増対策、これはや

っぱりいろいろなメディアを使ってみたり、それから直接団塊の世代あたりの人を呼び込む

とか、幸い新幹線の話もありますから、そういうふうな具体的な計画はまだありませんか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 区画整理に絡んだ人口増対策の具体的な対策ということでございますけど、状況としまし

て、その区画整理第七、第八につきましても、その保留地関係の処分につきましては、いろ

いろ有利な条件が整いつつありますので、自然と保留地の売却が順調にいけば、定住人口に

つながると予想しておりまして、市としての具体的な施策ということになりますと、現在の

ところ持ち合わせていないというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 自然とということは、自然は私は好きですけど、ここでいう自然はちょっと最低と思いま

すね。どうすればどうなのかという、やっぱりはっきりした計画を立てて、そして、そうい

うふうないろいろな計画の中からすれば、Ａの人がＢ、Ｂの人がＣと、いわゆるネズミ算式

な方法もあるわけですよ。それじゃあ嬉野行ってみようかとか、あそこいいよとか、いろん

なことをね。そいけん、自然に任すっとは、これは普通のただの自然のものであって、行政

は自然をしよっちゃだめと思うわけね。やっぱり自然以上に、企業ですからある意味では、

行政はね。そういう意味で、この第七は特にいいところですから、場所も。ぜひ頑張ってみ

てください。あなたに今言うても無理かもしらんけど、私は経営感覚の中で人口増もせにゃ

いかんとつくづく思いますから、後でまたよかったら私と話ししましょう。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

- 742 - 



 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第35号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土

地区画整理事業費特別会計予算全部の質疑を終わります。 

 次に、議案第36号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別

会計予算の質疑を行います。 

 予算書55ページから59ページまで及び473ページから497ページまで、平成20年度嬉野市嬉

野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業費特別会計予算全部について質疑を行います。質

疑ありませんか。平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 第七で言いましたからその続きですけど、第八で聞くところによれば、公共下水と、いわ

ゆる工事との設計が別々になってもったいないというかな、無駄になったというかな、そう

いうふうなことを聞きましたから、それが本当であるのかどうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 公共下水道につきましては、現在計画されています第七地区につきましては公共下水道入

っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 平野議員。 

○19番（平野昭義君） 

 それで、私がちょっとその人から聞くのを私が間違っていたというふうに理解します。 

 それでは、まず第七を聞きましたけど、第八の長期の借入金の残高は今現在幾らですか。 

○議長（山口 要君） 

 まち整備部長。 

○まち整備部長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 492ページですけど、19年度末現在高で1,001,531千円となっております。 

 以上でございます。（「ありがとうございました」「関連」と呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 副島孝裕議員。 

○６番（副島孝裕君） 
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 ただいま平野議員の質問の中にあった、その人口増対策ですね。これ当初計画するときに、

やはり市がいろいろされるときは、基本構想、基本計画、そういうのを順次つくってされる

わけですが、そういうのがあるのか。そして、もしあるとすれば、その中に将来の完成後の

人口増対策あたりの項目があるのかお聞きします。 

○議長（山口 要君） 

 支所建設課長。 

○建設課長（支所）（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 この区画整理事業が土地の区画整理事業ですので、人口増には関係ございません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第36号 平成20年度嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土

地区画整理事業費特別会計予算全部の質疑を終わります。 

 次に、別冊になっておりますけれども、議案第37号 平成20年度嬉野市水道事業会計予算

全部について質疑を行います。質疑ありませんか。田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 貸借対照表についてお尋ねをいたします。 

 平成20年度分と19年度分の貸借対照表がここにあります。その中で、借入資本についてお

尋ねをいたしますが、平成20年度1,990,000千円、それから、19年度末が2,488,000千円。た

しかこの水道企業債については、この前も繰り上げ償還されたと思っております。20年度に

ついても繰り上げ償還をされる。５億円弱ほど、ここに数字が減っていくわけですね、企業

債が。一番最大の要因は、そういったことでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 水道課長。 

○水道課長（角 勝義君） 

 20年度につきましても当然、繰り上げ償還はいたします。嬉野、塩田合わせまして、20年

度の繰り上げ償還は380,000千円程度予定しております。 

 そういうことで、19年、20年、21年、３年間で約1,044,000千円の繰り上げ償還を考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 
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○17番（田口好秋君） 

 ここからが聞きたいんです。我々民間は、この長期借入金、公営企業は資本の部に入っと

るわけですね。私たち民間は通常負債の部に入ります、この分についてですね。その理由は、

以前塩田町議会のときにお尋ねしましたので、あえてここでは聞きませんが、ただ今後、今

回も公会計システムの構築の予算も計上しておられます。そういった連結になったときに、

いわゆる借入金を資本に入れての連結をされるのか、資本勘定に入れてですよ、資本金とし

て。我々民間から言えばおかしいんですよね。長期借入金を自己資本に入れてしまうという

ことそのものがおかしいと私たちは思うわけですよ。今後、公のその公会計の中で数値とし

てあらわすとき、本当の自己資本としての数値としてあらわされるのか。このままでいかれ

るのか。そこのところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 水道課長。 

○水道課長（角 勝義君） 

 実は、この水道企業は企業会計でございます。企業会計ですので、あくまで借り入れ分に

ついては資本のほうで、このままの状態で行っていきたいと考えております。よろしいでし

ょうか。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後７時 休憩 

午後７時 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 財政課長。 

○財政課長（田中 明君） 

 お答えいたします。 

 連結のバランスシートということで、公会計制度の話がございましたけど、これは公営企

業会計とは一般会計と切り離してありますので、連結という中身も一般会計と第七、第八と

か、普通会計ベースのいわゆる連結というところでありまして、一般会計だけではないです

よという意味の連結ということで私はお答えしたつもりでございまして、公営企業会計の分

については切り離して考えていただきたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 
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 そしたら、この公営企業会計は本当の数字は出てこないということですね。いわゆる資産

形成のための自己資本なのか、借入資本なのかという部分とですね。本当の市の体力といい

ますか、財政力というか、そこのところに出てこないと思うわけですね。先ほどまで審議あ

りました第七、第八にしたって、これを貸借対照表であらわすときには長期負債を、長期借

入金を資本勘定に入れてされるのか。そこのところも絡んでくると思うわけですね。そこの

ところを御答弁願います。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午後７時２分 休憩 

午後７時４分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 水道課長。 

○水道課長（角 勝義君） 

 どうも済みません。あくまで水道会計は企業会計ということで、借入資本は資本としてこ

こに書いておるとおり上がってきますので、連結という第七、第八特別会計とは若干会計シ

ステムが違うと思いますので、御了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 田口議員。 

○17番（田口好秋君） 

 そしたら、なぜ通常、民間と違ってこの公営企業会計は借入金が資本金の部に入るのか。

そこのところはわかっとったんでしょうか。あくまでも借入金ですよ。返さんばいかんとで

す。そりゃ交付税措置もありましょう。しかし、返さんばいかん。──議長、もう時間のな

かけんよか。 

○議長（山口 要君） 

 いいですか。（「後で」と呼ぶ者あり）水道課長。 

○水道課長（角 勝義君） 

 議員、後で説明いたします。申しわけありません。 

○議長（山口 要君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第37号 平成20年度嬉野市水道事業会計予算全部の質疑

を終わります。 
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 次に、議案第38号 土地の取得について質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により、１番小田寛之議員は除斥の対象になりますの

で、退席を求めます。 

    〔小田寛之議員 退席〕 

 それでは、議案第38号について質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第38号の質疑を終わります。 

 １番小田寛之議員の入場、着席を求めます。 

    〔小田寛之議員 入場、着席〕 

 次に、議案第39号 平成19年度嬉野市一般会計補正予算（第６号）について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。これで議案第39号の質疑を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。大変お疲れさまでございました。 

午後７時６分 散会 

 


